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決算特別委員会（第３分科会）記録 
 

 

    １．会議の日時   令和７年９月18日（木）午前10時０分～午後４時18分 

    ２．会議の場所   第４委員会室 

    ３．会議の議事   下記のとおり 

    ４．出席委員の氏名 下記のとおり 

 

 

協議事項 

 

（教育委員会） 

１．決算第１号  令和６年度神戸市一般会計歳入歳出決算（関係分） 

 

出席委員（欠は欠席委員） 

 

主 査   徳 山 敏 子 

副主査   大かわら 鈴子   や の こうじ 

分科員   森 田 たき子   原   直 樹   岩 佐 けんや   香 川 真 二 

      上 原 みなみ   さとう まちこ   ながさわ 淳一   村 上 立 真 

      大 野 陽 平   赤田 かつのり   三木しんじろう   岡 田 ゆうじ 

      平 野 章 三   松本 しゅうじ   山 口 由 美   平 井 真千子 

      壬 生   潤 

委員長   伊 藤 めぐみ 
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議  事 

 

   （午前10時０分開会） 

○主査（徳山敏子） おはようございます。ただいまから決算特別委員会第３分科会を開会いたし

ます。 

 

（教育委員会） 

○主査（徳山敏子） それでは、日程によりまして、教育委員会関係の審査を行います。 

  当局におかれては、簡明な説明をお願いいたします。 

  それでは、当局の説明を求めます。 

  竹森事務局長、着席されたままで結構です。 

○竹森教育委員会事務局長 ありがとうございます。 

  それでは、令和６年度の教育委員会の決算につきまして御説明申し上げますので、令和６年度

決算説明書の１ページを御覧ください。 

  Ⅰ令和６年度決算の状況の(１)総括でございます。 

  令和６年度から５年間の神戸の教育が目指すべき方向性を示した第４期神戸市教育振興基本計

画に基づき、５つの基本政策に沿って教育施策を推進いたしました。 

  (２)主要事業の概要及び成果について、新規事業及び拡充事業を中心に御説明申し上げます。 

  なお、新規事業には二重丸を、拡充事業には丸を、各事業のタイトル左側に表記しております。 

  １子供が主役のこれからの学びの①として、１人１台の学習用パソコンの活用や子供たちが主

体的に学べる授業づくりを図るなど、個別最適な学びと協働的な学びの充実に取り組みました。 

  ②では、ＡＬＴとの協同授業や姉妹都市等との国際交流事業等を行うとともに、民間事業者に

よる英語４技能テストを試行的に実施するなど、英語教育を推進いたしました。 

  ２ページを御覧ください。 

  ⑤では、震災から30年を迎える節目として、全学校園で防災教育に重点的に取り組むともしび

プロジェクトを展開いたしました。 

  ⑥では、小学校中学年においても児童の発達段階や学校状況に応じて教科担任制を推進いたし

ました。 

  ⑧では、専門的な見地から幅広い意見を求める有識者会議を開催するなど、市立高等学校の在

り方について検討を行いました。 

  ⑨では、市立高等学校において高度な情報教育を推進するため、必要な環境整備を実施いたし

ました。 

  次に、２、１人１人に応じたきめ細かな支援でございますが、①では、不登校等の児童・生徒

が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立できるよう、多様な学びの場の確保と積極的な情報

提供に努めました。 

  ３ページを御覧ください。 

  ⑤では、新たに18校において自校通級指導教室を設置いたしました。 

  ⑦では、新たに来日した児童・生徒を対象に、初歩的な日本語や学校生活について集中的に指

導を行う拠点教室を開設するとともに、授業同時通訳支援ツールを導入し、外国人児童・生徒へ

の学習支援の充実に取り組みました。 
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  ４ページを御覧ください。 

  ３安全・安心で過ごしやすい環境づくりでございますが、①では、中学校給食の全員喫食制へ

の移行に向け、給食センター２か所を整備するとともに、民間調理施設方式や親子調理方式を順

次進めました。 

  ②では、食材費高騰対策として、食材費と保護者が負担する給食費との差額を引き続き公費に

より負担いたしました。 

  ③では、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るため、全世帯の中学校給食費

の半額助成を行いました。 

  ④では、新たに５校の小学校において、給食調理等業務の民間委託を実施いたしました。 

  ５ページを御覧ください。 

  ⑧では、義務教育学校港島学園の大規模改修に併せて小中一貫教育を推進していくため、校舎

一体化整備を実施いたしました。 

  次に、４子供に向き合い寄り添える学校づくりでございますが、①では、国の制度変更に合わ

せて、小学校５年生の学級編制基準を35人に引き下げました。 

  ②では、小学校高学年及び中学校を対象に、学年チーム担任制のモデル実施校を拡充いたしま

した。 

  ⑤では、幅広く優秀な人材を採用するため、教員採用選考のスケジュールを前倒しするととも

に、大学３年生等早期チャレンジ選考の導入や大学等推薦区分の緩和を行いました。 

  ６ページを御覧ください。 

  ⑥では、新規採用者等を対象として、教員としての基礎・基本などを学ぶ実践的な研修を採用

前に実施いたしました。 

  ⑦では、学校現場において業務補助を行うスクール・サポート・スタッフを拡充配置いたしま

した。 

  ⑧では、小学校・特別支援学校及び中学校の給食費を順次公会計化し、徴収・管理や未納対応

を教育委員会事務局において一元的に行いました。 

  ⑨では、教員が使用する端末及びネットワーク環境である神戸教育情報基盤サービスの再構築

に取り組みました。 

  ⑩では、高校入試の出願事務における教職員の業務負担軽減及び保護者の利便性向上を図るた

め、インターネット出願システムの運用準備を進めました。 

  次に、５地域と共につくる開かれた学校でございますが、①では、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開

始に向けて、活動団体の第１次募集やこれまでの部活動になかった種目の体験会を実施いたしま

した。 

  ③では、中学校体育館の夜間開放を拡大するとともに、学校施設のさらなる有効活用に向けて

有識者会議を開催いたしました。 

  ④では、子育てと仕事の両立を支援するため、小学校７校において早朝受入れ事業をモデル実

施いたしました。 

  次に、７ページから８ページにかけまして、第４期神戸市教育振興基本計画の進捗状況として

参考指標を記載しております。 

  また、９ページから10ページには教育監理役からの意見を、11ページには教育委員会の評価を、

それぞれ記載しております。 
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  次に、12ページを御覧ください。 

  Ⅱ令和６年度一般会計歳入歳出決算額一覧表につきまして御説明申し上げます。 

  なお、金額について100万円未満は省略させていただきますので、御了承願います。 

  まず、歳入でございますが、表の一番下の歳入合計欄の左から、予算現額559億3,700万円に対

して決算額は357億200万円で、予算現額に対し202億3,400万円の減となっております。 

  13ページに参りまして、歳出でございますが、表の一番下の歳出合計欄の左から、予算現額

1,571億1,600万円に対して決算額は1,378億9,900万円、翌年度繰越額は163億8,900万円で、不用

額は28億2,700万円となっております。 

  14ページ以降には、令和６年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書を記載しております。 

  以上、令和６年度教育委員会の決算につきまして御説明申し上げました。何とぞよろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

○主査（徳山敏子） 当局の説明は終わりました。 

  引き続いて、順位により質疑を行います。 

  なお、委員会運営の効率化のため、当局におかれては簡明な答弁に努めるとともに、適当なも

のについては担当部課長からも答弁されるよう、この際、特に申し上げておきます。 

  また、質疑者が要望にとどめた項目についてはコメントを要しませんので、念のため申し添え

ておきます。 

  また、委員各位におかれては、質疑の要点をおまとめの上、簡明にお願いいたします。 

  本日は、私自身も質疑者となっておりますので、その間の分科会の運営につきましては大かわ

ら理事に行っていただくことにいたしたいと存じますので、御了承願います。 

  それでは、さとう委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（さとうまちこ） 早速よろしくお願いいたします。 

  先ほども教育委員会の評価の中でも、自ら学び、自ら考え、主体的に行動しというふうなこと

に取り組んでいくというふうな文言もありました。すごくいいことだと思っています。 

  自由進度学習についてお伺いいたします。 

  さきの常任委員会で自由進度学習の導入スケジュールについて質疑したところ、直ちに全学校

の授業を一斉変更できるものではないという答弁がありました。一斉授業を見直し、新たな学び

が進められていると思いますが、このペースでは子供たちは成長し、そういった自由進度学習を

受けられずに義務教育を卒業することとなってしまいます。一部の学校の子供たちが恩恵を受け

るのではなく、神戸市全ての子供たちが受けられるようにスピーディーに進めるべきであり、授

業改革に対して期待している保護者に示してほしいと考えますが、御見解をお願いします。 

○田中教育委員会事務局部長 これまでの一斉指導型中心の授業スタイルを見直しまして、今新た

に取り組んでおります自由進度的な学習のスタイルなんですけども、これは、学び方の１つの手

法でございます。児童・生徒が主体的に考え、選んだりする場面は、全ての教科の全ての単元で

行うというのではなく、教科の特性や単元の内容、児童・生徒の到達度や理解度を教員が的確に

把握しまして、その状況に応じて、より児童・生徒の学びが深まる場面で行う必要がございます。 

  どのような場面で児童・生徒が主体的に考える機会を設定するのか、どのような教材が望まし

いのか、そういったことを学びの質の向上につながるように教員自身も十分に授業研究・準備を

行う必要がございます。 

  その研究が不十分で、形ばかりを急いで導入した場合には、学びの質の確保ができないという
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懸念もございまして、１学期、指導主事による全校学校訪問によって、学校と教育委員会が一体

となって授業改善を進めているところであります。 

  また、いろんな機会を捉まえて教員が学べるようにしておりますので、こういったことを教育

委員会だより等で発信していきたいと思っております。 

○分科員（さとうまちこ） すみません、質問がちょっと多岐にわたりますので、簡明な御答弁を

お願いいたします。 

  2025年夏に出版された本がありまして、広島県の前教育長が書かれた本なんですね。そこの中

で、イエナでも何でも日本の画一的一斉授業のアンチテーゼを示すことが大事だと思う。いろん

な意見が来て反発もあるので、少しずつ変えていきたいというのが本音であろうし、イエナプラ

ンとか、そういうものではなく、独自のものを開発したいというような方も多いとは思いますが、

それでは成し遂げられない。 

  最初の型の体得がない限り、独自のものというのはその先にあるもので、なかなか進まないん

ですね。結局、やり方が、前が慣れているということで戻ってしまうということも考えられます、

十分に。というわけで、反発のない、皆さんが同意する改革なんていうのは全く存在しないと思

いますので、そこはやはり教育長が旗を振っていただいて、これからしっかりと自由進度をやっ

ていくということを掲げてほしいんですね。 

  その中で、今、神戸市では、こういうふうにいろんなみんなでつくる―― 前もお見せしました。

ちょっと総花的なものもあります。この中で理解ができないというところがあると思うんですね。 

  文科省も、なぜそうしなければいけないかというのはもうホームページにもこういうふうに出

しております。今までとは違う、これからこうなるというふうにも出ておりますし、じゃあどう

して変えるのかな、中にはいろんな子供がいて一まとめにはできないから、今までの授業には問

題があるんですよと。 

  だから、障害をお持ちの子、いろんな子がいらっしゃいます。不登校の子もいれば、家に本が

あるのが少ない子供とかもおりますので、そこはしっかり変えていかなければいけないのよとい

うことは文科省も出しているんですね。 

  何度も出しますけど、加賀市が何がいいかといったら、大きく、なぜ変えなければいけないの

かというのを１ページに出してきています。神戸市は、こうしていきます、こうしていきます、

こうしていきますということでは、なかなか頭に残らないと思うんですね。こういうふうに、な

ぜ今、教育を変えるのかという、今、教育現場が抱えている問題点をしっかり上げていただいて、

市民の方や保護者の方にしっかり―― これを読んだだけで、そうか、じゃあ変えなきゃいけない

ね、部活の問題もあった、そして不登校の問題もあったり、一斉授業では半分以上の子供たちが

ついていけない、分からないで不登校にもなっていくというような、文科省、これまたデータも

出しておりまして、その中では、教師に対する不満ではないですけれども、ちょっと問題があっ

たとか、教師が怖いとか、そういったこともあるんですね。 

  だから、今までの授業の雰囲気を変えようと思えば、やはり自由進度に矛先を向けなければい

けないということはもう明白ですし、そこを一斉にやりますということが非常に大事だというふ

うに、恐らく皆さん認識していただいているのではないかなと思います。 

  いろんな抵抗ですとか前例踏襲で難しいと、前、教育長からも御答弁いただきましたけれども、

ここはもうＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵでもいろんな反感とかある上に、またこれも―― これは、本当

に生徒に必要なことなんですと。今の4,000人超える子供たちを引き出していきたいと。これか
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ら入ってきた子は、ずっと不登校にならなくて学校で学ぶことが楽しいですとか、先生との信頼

関係を築いて何でも相談できる、そして解決もしていけるというような、そういったオープンな

雰囲気にしていかないと、私はこれ、なかなか変わらないですし、まずは旗振っていただくとい

うのが重要であることをずっと申し上げておりますので、ぜひいろんなやり方でとか、自由進度

も取り入れながらと、分かるんですけれども、ここはしっかり方向性を示していただいてお進め

いただきたいですし、なぜかという問題点はやっぱり最初に共有をしていただきたい。 

  不登校を出したことのない先生とか、生徒に100％理解させられた先生というのもいないんじ

ゃないかなと思うんですね。 

  その中で、前も、教育講演会では、講師が授業をよくしようと思えないなら教師を辞めたほう

がいいと言うこともありました。私も、教員の本質を考えると全くそのとおりだと思っています。

ここはしっかりついてきていただいて、今年度中にでも体制を整えるなり、いろんな研修とかさ

れているんですから、あとはもうぶっつけでやっていく、問題があったら学校内で、内容、問題

を共有していくというようなコミュニケーションも生まれる、対話も生まれると思いますので、

しっかり進めていただきたいと思います。 

  次に、法学授業についてです。 

  法学授業についても、これまで繰り返し質疑してまいりました。今回の内容を見せていただい

ても十分じゃないかなというふうに思います。 

  確かに中学校３年生の授業内容、法学授業内容は、本当にこれはすごいすばらしくなったなと

いうふうに思いますので、せめて小学校高学年ぐらいまでは同じような内容で分かりやすい単語

で伝えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  とにかく今までの道徳の延長のようなことでは、なかなか今いじめなくなってないんですから

―― どころか増えてますので、その辺はどうお考えでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 神戸市のいじめ未然防止学習におけるオリジナルの学習指導案の作

成を少しお話をさせていただきたいと思います。 

  児童・生徒がいじめ問題を自分事として捉え、考え、議論できるような内容としまして、自己

指導能力の育成を目指しております。いじめは決して許されないことであることを学ぶことはも

ちろんです。児童・生徒が自分の大切さとともに、他の人の大切さを認めることができる人権感

覚を身につけるよう働きかけることを最重視しております。 

  中学３年生の内容ですけども、法的な観点を含めた学習内容としておりまして、児童・生徒の

年齢によっては理解が難しい側面もあるため、発達段階に応じたいじめ未然防止の学習を低学年

から継続して行うことによりまして、児童・生徒のいじめ防止に対する理解や意識を高めてまい

りたいと思っております。 

  いじめ対応につきましては、神戸市いじめ対応のための実施プログラムに基づくいじめ対策を

進めておりまして、今後、本プログラムの実施状況等の検証を行っていく中で、社会情勢等を考

慮しながら、発達段階に応じたいじめ防止学習となるよう、いじめ未然防止に資する取組を推進

してまいりたいと考えております。 

○分科員（さとうまちこ） すみません、時間が足りなさそうなんで、短い答弁、簡明な答弁をお

願いいたします。 

  文科省のホームページにも出ております「学校において生じる可能性がある犯罪行為等につい

て」というページもあるんですけれども、これ、漢字が読めたら理解できると思うんですね。ぜ
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ひ中学校以上は、最低でも教室に貼ってもらったら読んでくれるかなと思いますので、よろしく

お願い―― もうそういったことからでもお願いしたいと思います。 

  また、おふざけか分からないですけども、足をかけられて転倒し、重傷を負ったという例もあ

りますので、よくありそうな日常のそういった例も具体的に子供たちに示したらいいのかなと思

います。よろしくお願いします。 

  いじめ加害者への対応についてです。 

  これも以前より質疑をしてまいりました。被害児童の学ぶ権利を守るためには、制度的に優先

して指導措置を講じる仕組みが必要ではないかということで、被害者が不登校・転校を余儀なく

されている状況がまだ続いているのではないかと思います。 

  市としては、加害者への別室指導や登校停止といった対応を制度的に位置づけて、被害者が安

心して学べる環境の保障をすべきだと質疑を繰り返してまいりましたが、その後、いかがでしょ

うか。端的にお願いします。 

○西川教育委員会事務局部長 加害児童・生徒の対応に加えまして、いじめを受けた被害児童・生

徒に対しては、学校の組織的な見守りや心のケアなどを行うとともに、被害児童・生徒や保護者

の意向を丁寧に聞き、寄り添いながら安心して学校生活が送れますように、必要な支援等を行っ

てまいっているところでございます。 

○分科員（さとうまちこ） ありがとうございます。 

  以前もお伝えしたんですが、入学時にこのようなことがあってはこういうふうになりますと、

何なら警察も介入しますよというようなことをしっかり保護者の方々にもお伝えいただいて、そ

ういった気持ちの上でも子供たちを見守っていただくような体制も大事かなというふうに思いま

す。 

  次に、いじめられたりいじめたりした子供たちには、後々に精神的な不安定を患ってしまうリ

スクというのが、通常、何もなかった非関与者に比べてリスクが3.19倍にもなるというふうにも

出ています。安心感が崩壊したり、他者へ信頼ができなくなる、学校への不信感などから不登校

にもなったりしますので、ぜひ被害者のほうを守っていただきたい、加害者に関してはカウンセ

リングとかやっていただきたいということを伝えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  調査書・内申書の簡素化についてです。 

  広島県教育委員会では、調査書・内申書を簡素化、学習記録だけの記載に改め、ボランティア

やスポーツ・生徒会活動などの記録欄を廃止しました。当時の広島県の教育長が述べているよう

に、先生からどう見られているかではなく、自分がどう思うかが大事だという点は同感であり、

内申書を気にする学校生活ではなく、学校は自分らしさを表現できる環境であってほしいと思い

ます。 

  それを実現するためにも、内申書の記載内容の変更について本市から県にもしっかりと働きか

けていくべきと考えますが、そのあたりの進捗をお聞かせください。 

○田尾教育次長 広島県の簡素化については、私どもも十分承知をしております。 

  御存じのとおり、兵庫県の調査書につきましては、県教委が選抜要綱の中で定めておりまして、

現在、参考としての取扱いではございますけども、特別活動の記録などの欄が今も残っておりま

す。 

  今後、他の自治体の状況について情報収集もしながら、県に対してこれからの時代に沿った入

試制度の在り方について定期的な協議を行う中でしっかりと調査書についても考えを伝えていき
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たいというふうに思っております。 

○分科員（さとうまちこ） このように、誰が見ても分かりやすい内容になっておりまして、今後

の部活評価などもなくなれば、それで部活に入ろうという子供も減るのではないかというふうに

思っております。 

  広島では、自己表現カードというものはもう使われていないんですけれども、自己表現という

ものはあって、５分の面談があるそうです、入試の際に。頑張ってきた何か、別に部活でも自分

がずっと実行してきたことでも何でもいいんで、それを自分で考えて表現するという面接方法は、

生徒自身にとっても強みとなり、自分を俯瞰して見られ、社会に出るためのそういった場面も強

みとなっていきます。 

  実際に広島県では、入試後のグーグルフォームから95％の生徒が自己表現に対して肯定的とい

う結果が出ております。今までは、自分のできないところや駄目なところに目が行っていました

が、自己表現にすると自分のよいところを探し出すようになったということです。 

  また、私、これも2025年夏に出ました平川さんの著書から見たんですけれども、もちろん私な

んかより全然プロの皆さん、教育委員会ですから、もう十分お考えだと思うんですね。でも、知

れば知るほど内申書の簡素化というのは、生徒たちが知っても保護者が知っても非常に理想的な

制度になると思うので、ぜひ自己表現の場とかも提案していただきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

  そして、英語教育についてです。 

  本市では、様々な英語に関する交流が行われておりまして、外国語大学との連携で、またブリ

スベン市との国際交流などが挙げられておりました。このような取組をした子供たちだけではな

く、学習用端末などを通して全市の子供たちに紹介・共有すれば、英語に興味を持つきっかけに

もつながると思いますが、いかがでしょうか。 

○田中教育委員会事務局部長 国際交流に参加した生徒の体験を、学びを広く伝えることは重要と

認識しております。 

  イングリッシュフェスティバルというものを行いまして、参加した太山寺中の生徒らが他校の

生徒や保護者に向けて、体験や学んだことを英語でプレゼンする予定にもしております。 

  また、委員が御指摘くださったように、学習用パソコンを活用しての様々な国際交流や体験プ

ログラムの成果を授業で紹介するというようなことを積極的にやってまいりたいと思っておりま

す。 

○分科員（さとうまちこ） ありがとうございます。 

  また、これもショート動画などにして生徒が気軽に見て、あ、いいなとか楽しそうだなと思え

るような何かきっかけにしていただけたらというふうに思います。 

  こういった市の取組が生徒に全員で共有されて、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにも未来へもつながる

ような取組としていただきたいと思います。 

  前にもお伝えいたしましたが、大阪府立水都中学校・高校のようなバカロレア認定校について

も実現に向けての御検討をお聞きしたいところなんですけれども、教育長的にはこういった学校

を置いていこうという、そういった何か御意思とかお考えがあったらお聞かせください。 

○福本教育長 子供たちが多様化していますので、本当にどこに子供たちの能力が隠れているか、

何を求められているかというのは、本当に我々としてもアンテナを高くしてやっていきたいと思

いますので、そういうことについて非常に特性を伸ばせる子がおるという、そういう方向であれ
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ば、いろんな学校の在り方については検討していきたいと、そのようには考えております。 

○分科員（さとうまちこ） ありがとうございます。 

  もう今の教育長と、そして田尾次長だからこそ進めていけるのではないかというふうに思って

おりますので、ぜひ力を入れていただきたいと思います。 

  そして、教員の研修の削減についてです。 

  神戸市の教員向け研修は、初任者研修などの法定研修のほか、多くの研修が実施されておりま

すが、改めて必要な研修なのか、棚卸しをする必要があると考えております。 

  形骸化している研修の廃止はもちろんのこと、実施方法の見直しや実施回数など、真に必要な

研修なのかを分析し、取捨選択すべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

○田尾教育次長 委員御指摘のとおり、教員研修の見直しというのは、不断の努力が必要だという

ふうに認識をしております。 

  本市の教職員研修所が行う研修につきましては、受講者が必ず振り返りと評価を書くこととし

ておりまして、その内容につきましては、今後の研修の存続―― 廃止も含めてですね―― や内容

や実施方法などに反映させるなど、見直しに活用しております。 

  また、事務局各課にも研修担当者というものがおりまして、その担当者が年に５回、定期的に

集まって研修の成果が学校でどのように生かされているのかというようなことを協議をしており

ます。その中で、研修の有効性ということも振り返り、次年度に生かすようにしておりますし、

また学校現場に対しても受講者のニーズというものをきっちり把握するように、今年度も特にそ

ういったアンケートも実施しておりますので、委員がおっしゃるとおり、研修の内容、それから

回数、そういったことについては今後もしっかりと見詰め直しをしてまいりたいと思います。 

○分科員（さとうまちこ） ありがとうございます。 

  度々で恐縮ですけれども、広島県のほうも研修を３割ほど減らして新しい学びという方向に大

きくかじを切れたということがありますので、そのあたりはしっかりそのためにも進めていただ

きたいというふうに思います。 

  今までの研修一覧を私も拝見させていただいたんですが、基本は児童・生徒のためだと思って

おりますので、御検討のほう、積極的に進めていただきたいというふうに思います。 

  そして、成績表をなくすことについてお伺いいたします。 

  多様化している現代において、変化を楽しめる、変化に立ち向かえる子供に育てることがこれ

から求められている教育だと考えます。長野県伊那小学校では、成績表を廃止し、子供たちが出

会った自然環境や社会環境の中で興味を持ったものを学習の目として捉え、それをテーマに学習

を進めているとお聞きします。 

  このような探求的で幅のある授業が行われる学校に子供を行かせたいという保護者は一定数い

ると考えており、神戸市も神戸の学校の特色の１つとして導入してはいかがか、御見解をお伺い

いたします。 

○田中教育委員会事務局部長 伊那小学校が独自の教育活動を展開していることは承知しておりま

す。 

  神戸の子供たちが今、学び方を主体的に考えるという、していくということで、学習スタイル

の転換を図っておるところでございますが、神戸の地域性や特色を生かしながら、総合的な学習

を中心に企業や大学と連携して探求的な学びを通して育成していきたいと思っておりますが、通

知表につきましては、本市におきましては、児童の学習状況や学校生活の様子を日々接する担任
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教員が記録しまして、学校と家庭の連携を深めるツールとして重要な役割を果たしていると思っ

ております。 

  保護者にとりましても、子供の成長過程や変化を知る機会となり、児童にとって自己肯定感を

高めるきっかけという形で扱っております。 

  そういった状況でございます。 

○分科員（さとうまちこ） ありがとうございます。 

  また、成績表に関しても、授業が分かりづらくて学校に行けなくなったとか、行くときもちょ

っとそういった不安があるから行きづらいというような―― ちょっとグラフがどっか行ったんで

すけども―― そういったことも出ております。 

  成績が上がったのを見て喜ぶ生徒もいれば、また駄目だったなとか、いつまでたってもこれだ

なというような、自分の駄目なところに目が行ってしまうような制度なのかなというふうにも思

いますので、またこのあたりも今後の検討の課題にしていただきたいと思います。 

  本当に、教育というものは一番大事なものだと思っています。長期間の経済停滞や多くの人が

行きづらいと感じる社会や同調圧力、これらのものというのは何か学校のほうで培われてきたと

いうような、生きづらいとか、そういったことは培われてきてしまうのかな、やっぱり１人１人

を、しっかり個性を伸ばしていくという教育に、これは方向転換すればいいんじゃないかという

ふうにも思いますし、若年の死亡原因―― 10代ですね―― その死亡原因が自死であってはならな

いんですね。学校がやはり全ての子供たちの居場所となり、自信を持って社会へ羽ばたけるよう、

自分自身で考える力、チャレンジできる行動力を持てるよう、御尽力をよろしくお願いいたしま

す。 

  以上です。 

○主査（徳山敏子） 次に、三木委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（三木しんじろう） よろしくお願いいたします。 

  それでは、最初に、中学校給食の喫食時間についてお聞きしたいと思います。 

  中学校給食が、我々としても、僕個人としても、全員喫食のことに関しては取り組んできたと

いうふうに思っておりますし、教育委員会の皆様にも御協力いただいたと思っています。 

  現在は48校が移行を完了していまして、2026年の３学期から全員喫食がとうとう全校で始まる

ということになっております。 

  今までのランチデリバリー方式、真心弁当とかという時代もありましたけれども、やっぱり時

代とともに変わってきたと思います。議会でもいろんな意見がありましたけれども、僕はこうい

うふうな状況になっていただいて本当によかったなというふうに感じておりますし、市民の方か

らも大変喜んでいる声が僕のほうにも届いておりますので、これ、楽しみにしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  もちろん質の向上というのも必要だと思います。 

  今回は、給食の食べる時間、この件についてお聞きしたいんですけれども、当然、食缶から移

ってきて、配膳時間も含めたり、あと後片づけの時間というのもあります。これ、今までも時間

に関しては質疑もしてきましたけれども、現時点で48校ということが完了しておりますけれども、

給食時間に関しては、一体今、現状どうなっているのか、ちょっと先にこれをお聞きしたいと思

います。 

○藤井教育委員会事務局副局長 学校給食は、食育の推進ということで教育的な意義がありまして、
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生徒・保護者の意見を踏まえまして、十分な給食の時間の確保というのが必要だというふうに認

識をしております。 

  全員喫食の移行前におけます中学校の給食時間は、学校ごとにおおむね20分を、または25分と

なっておりました。全員喫食の移行後につきましては、食缶での給食提供となり、配膳が必要と

なりますことから、これまで以上に給食の時間を確保するように努めてまいっておるところでご

ざいます。 

  現在の48校、既に全員喫食が始まっている48校につきましては、朝の短時間学習でありますと

か、登校時間、それから休み時間などを調整することによりまして、準備の時間を含めまして30

分から40分間、具体的には喫食時間が20分確保ということで実施をさせていただいているところ

でございます。 

○分科員（三木しんじろう） 20分が長いか短いかという問題もありますけれども。 

  過去にも給食に関してはいろんなアンケートを取っていただいていると思います。その中でも、

保護者の方から、また児童・生徒のほうからも、給食時間の長さに関しては、長くしてほしいと

いう意見というのもあったと、食べられないという方もいらっしゃいますし、そこは、僕は改め

てこの１月から、令和８年の１月から、全員喫食が完了した後に、給食時間について一度アンケ

ートを取っていただきまして御意見を伺って、その意見を反映していただきたいと思うんですけ

れども、このあたりいかがでしょうか。 

○藤井教育委員会事務局副局長 中学校の全員喫食が開始しました学校、既に始まった学校につき

ましては、開始の時期ごとに、時期が複数ございますが、その時期ごとに生徒―― それから生徒

が給食の味や量につきましてどう感じているかにつきましての把握のアンケートを実施、実際し

ております。 

  アンケートを取りまして、そのお声を実際に集めておりますのに加えまして、実際に移行した

中学校のほうには事務局のほうから栄養教諭、それから管理栄養士などを派遣しまして、給食の

実際の時間の状況、それから配膳の状況とかを実際に確認をさせていただきまして、工夫代がな

いかとかということを確認しました上で、引き続きしっかりした喫食時間の確保については努め

ておるところでございます。 

  いずれにしましても、全員喫食に移行した学校につきましてはアンケートを実施しております

ので、その中で給食の時間に関する生徒の意見をどのように反映していくのかにつきましては、

今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○分科員（三木しんじろう） ありがとうございます。 

  中学１年生と、また中学３年生とも状況が違うと思いますし、丁寧にアンケートを取っていた

だいて反映していただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、学校現場と教育委員会のデジタル化も含めた脱判こ・脱ファクスについてお聞き

したいと思います。 

  これ、過去にも、2020年ですか、僕のほうからも書類の電子化と押印の廃止についてを質疑さ

せていただきまして、その当時の答弁では、教職員の働き方改革、また保護者の負担軽減の観点

から、可能なものから順次見直しを図っていくということでありました。 

  新聞報道にもありましたけれども、政府は、業務効率化を図るために、2025年度中に学校での

ファクス利用や押印を原則廃止する方針です。文科省も一層の協力を促すというふうにしており

ますけれども、その中で、報道にありました、2024年の９月から11月に全国の公立小・中学校の
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約２万6,000校、そして教育委員会の1,654校がアンケートに答えているわけなんですけれども、

その結果として、押印が必要な書類がある小・中学校というのが92.7％あると、ファクスを使用

している小・中学校が77.1％あると、そのうち、小・中学校のファクスのやり取りが教育委員会

であると答えた学校が42.7％、教育委員会が学校に対し押印を求めている書類があると答えたの

が70.5％と、学校に教職員に紙での提出を求めている書類があるという質問に対しては、あるが

95.3％という、なかなかこれ、多い数字が出たわけですけれども、今、現状において神戸市の教

育委員会と学校現場におきまして書類の電子化、そして押印の廃止、小・中学校のファクスの使

用状況と送り先、教育委員会のファクスの使用状況と送り先と、そして教育委員会と学校のやり

取り、ファクスの使用状況、これがどうなっているか、教えていただきたいと思います。 

○山出教育委員会事務局副局長 電子化及び脱判こ・脱ファクスということでございます。 

  まず、文書の電子化、それから押印の廃止等につきましては、おっしゃるとおり、教職員の働

き方改革であるとか保護者負担の軽減などの業務効率化の観点から、従来から見直しを行ってま

いりました。 

  特に、押印につきましては、令和２年度から３年度あたりにかけまして重点的に文書事務の実

態調査と、それから見直しを行いまして、その結果、法令に基づくものであるとか、外部の団体

から押印が求められているような文書を除きまして、基本的に特別な事情がある場合を除きまし

ては押印欄は廃止するという下で取組を進めてきてございます。一部、そういう意味では押印は

残ってございますが、かなり減ってきている状況でございます。 

  一方、ファクスの使用状況でございますが、小・中学校、学校現場におきましては、メール等

により使用の頻度は下がっているものの、例えば物品購入のときの見積書等を徴取する場合など、

業者とのやり取りなどが中心で、ほとんどの学校でまだファクスのほうは日常的にも使用されて

いるという状況でございます。 

  一方、教育委員会事務局内での利用、それから学校と事務局との間のやり取りにつきましては、

一部ファクスの使用はもちろん残っているものの、基本的にグループウエアであるとかメール等

をかなり充実はさせてきてございますので、こういった手段によりましてファクスの利用はどん

どん減ってきている状況ではあると思ってございます。 

  ただ、ファクスの廃止につきましては、メール等の代替手段に対応できない送信先がおられた

りとか、あとファクス廃止によってかえって手間を取ってしまう、時間がかかってしまうなどの

課題もあるという状況でございます。 

  ただ、おっしゃるとおり、業務の効率化、それからペーパーレス化の効果等も考えますと、フ

ァクス以外の活用というのを促進している立場であることは間違いございませんので、そういっ

た形で進めていきたいと。 

  また、一方、現在進めてございます教育情報インフラの再構築、ＫＩＩＦのほうへの再構築で、

更新でございますが、これに当たりましては、例えば保護者様から提出をいただくような書類に

つきまして電子申請できるような機能を載せようと、導入しようとしてございます。こういった

面の書類の電子化とかも含めまして、教職員、それから保護者の皆様のより一層の負担軽減、そ

れから効率化のほうに取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○分科員（三木しんじろう） これは、ちょっと事前に通告もしているんですけれども、数値みた

いなというのがあると思うんですけれども、ファクスの使用状況の数値というのが分かれば教え

ていただきたいと思います。 
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○山出教育委員会事務局副局長 文科省の調査に基づく部分でいきますと、ファクスを使用してる

小・中学校、速報値で77.1と先ほど御紹介あったと思いますが、これに準ずる本市の数値が

80.5％という形になってございます。 

○分科員（三木しんじろう） それは、あれですか、要は小・中学校が外部に送っているファクス

ということですか。教育委員会と学校園とのやり取りというのはどうなっているんですか。 

○山出教育委員会事務局副局長 文科省の調査でいきますと、ファクスの利用が例外的な必要と認

められる場合以外で日常的に使っているかという学校園への調査になっておりまして、学校園が

ファクスを使っているかという数値の中で80.5という数値となってございます。 

○分科員（三木しんじろう） これ、教育委員会事務局と学校園とのやり取りがあるというふうに

御説明あったと思うんですけど、これ、何があるんですかね、ファクスでやり取りする内容とい

うのは。 

○山出教育委員会事務局副局長 先ほども申し上げました、時間をさっと答えをいただかなければ

いけないようなパターンで、例えば学校徴収金とかの引き落とし情報、最終的には収納代行業者

とのやり取りになるんですが、そこに間に合わせるためにすぐに見てくださいというような場合

でファクスでやり取りをしたりとか、あと学校開放用の手続書類の関係で、なかなか相手先のほ

うが紙ベースで取り扱っているような場合がございますので、そういったやり取りの中で一部フ

ァクスの利用が残っているという状況でございます。 

○分科員（三木しんじろう） ちょっとよく分からないですけども。 

  相手先が要は紙ベースでしか対応できなかったら対応してるということだと思うんですけれど

も、教育委員会と学校のやり取りを今お聞きしたんですけれども、教育委員会と学校のやり取り

で紙ベースじゃないやり取りが―― 要は、至急、僕、急ぎの用事でファクスを送るという感覚は

ないんですけれども、これ、何が変えられないんですか、仕組みというのが。ちょっとよく分か

らないです。 

○山出教育委員会事務局副局長 基本的にはメール等を用いてやろうとしてございます。 

  ただ、メールになりますと、例えば個人の担当者に対してメールを送ると、そういった場合に、

教員が担当している場合、授業中でさっと見れない場合であるとか、逆に学校の共通のメールに

送ると全員に届いてしまう場合とかもございまして、そういった意味でやり取りをするのを素早

くできるためにファクスをしている場合があるということでございまして、基本的にはメール等

のやり取りを推奨しているところでございます。 

○分科員（三木しんじろう） 田尾次長、どう思いますか、これ。いいんですか、こんなんで。 

  僕は、ファクスで送ったら、これ、また紙をファイリングするわけなんですよね、保存してい

るわけですから。こんな手間なことをわざわざ僕はやり続ける必要もないと思いますし。 

  要は、2025年度中にやめましょうよというような方針があるわけですから、教育委員会事務局

が学校に対してもファクスを使おう、使おうというようなやり方を変えていかないと駄目だと僕

は思うんですね。 

  この見直しに関しては、2025年度中にできるんでしょうか。 

○山出教育委員会事務局副局長 取組に関しましては、2025年度中に原則的には廃止という形にな

ろうかと思いますけれども、できるだけこちらのほうも、例えば昨年度の年末、去年の12月ぐら

いに、もう学校現場とか教育委員会での利用状況とかを確認してございますので、そういった場

合に例外的にファクスを使う場合、それ以外は基本的にはメールにしましょうというところは徹
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底してまいりたいと思ってございます。 

○分科員（三木しんじろう） ぜひとも徹底していただきたいと思いますし、学校にも皆さん、教

員の方もＰＣ持っておられますし、メールのやり取りというのも履歴も含めて整理もできやすい

ですし、引継ぎも含めてやりやすいと思うんですよ。デジタル化していくということ、大変重要

だと思います。 

  ぜひとも、業者さんの見積りでファクスが必要だという業者さんにも一度―― メールがない業

者さんって、いるんでしょうけれども、一回確認してみて効率化を進めていただきたいと思うん

ですけれども、教育長、これ、どうですか。 

○福本教育長 今、三木委員の質問を聞いてて、３年前を思い出しながら、何に使ってたかなとい

うのを実は今話して。学校と事務局との間はできると思います。もうそのような形で。たしかあ

のとき、例えばああいうコロナのときの感染者数なんか、今日の朝のやつが欲しいとか、そんな

ときにファクスが要ったりとかはしてましたけど、今はやり方によってはできますし、学校が今

ほとんど残しているものはやはり業者です。それじゃないと無理なんだという業者はおられます

ので、その辺についても働きかけをして、できるだけ、ファクスも誤送信とか裏紙の問題とかい

ろいろありまして置いていることについての不都合もありますので、ちょっとその辺はうまく検

討していきたいと思います。 

○分科員（三木しんじろう） ファクス送信というのは、多分コンピューターからファクス送信を

しているのか、それともわざわざプリントアウトして、また送信しているかによっても手間が変

わってくると思うんですよね。だから、そのあたりも、コンピューターから、ＰＣから直接ファ

クスを通して送ってるのかということも含めて一度検証していただいて効率化を図っていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続いて、いじめ事案についてお聞きしたいと思います。 

  これ、ある小学校の６年生の学年、昨年度なんですけども、この学年は、教員の方が次々と交

代されたと。３回交代されてるんですね。３回交代されたというか、５人の担任が受け持ってい

るということになるんですけれども。それと、さらには重大事態が２件と、ほかにもいじめ問題

があったという、そういうしんどい学年だったと思います。学級崩壊も起こっている状態だった

と思います。 

  この小学校に関しては、通われている保護者・生徒さん以外にも校区を越えてかなり心配の声

があったというような状況でして、僕のところにも御相談があって、教育委員会の皆さんとやり

取りもして、何とか解決できないかということで話をさせていただいたというところであります。 

  本日お聞きしたいのは、重大事態に関してです。 

  時系列としましては、細かいことは言えないと思いますし、答えられないと思うんですけれど

も、2024年９月に当時の教員がいじめというのを黙認しているというところで、重大事態になっ

たのが10月22日ということであります。その後、保護者の方も校長先生と面談をしたいというこ

とを言われたんですけれども、最終的に校長先生と面談をしたのは、報告書の説明を除いて４回

だと思うんですね。最終的に学校の調査が終わったのが４月28日と。保護者の方に調査報告書が

渡されたのが５月30日ということになっております。 

  これ、６年生の事案ですので、もう６年生は卒業してしまったんですね、児童は。もちろん学

校にも来れてないです。修学旅行にも行けてないですし、卒業式にも出れなかったということで

す。 
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  これ、学級崩壊もあった、教員もその影響によってだと思いますけれども、休職がずっと続い

て担任の先生が何回も代わって、しかもいじめがあって重大事態がもう２件起こってしまった。

こういうしんどい状況だったと思うんですけれども、私自身は、保護者の方が望まれていたのは、

児童の６年生卒業するまでに報告書を上げてほしいと、そして中学校に進学したいという思いが

あったんですけれども、結局、いじめの調査報告がされたのが５月30日、これは４月28日には調

査が終わっているんですけれども、これ、なぜこんなに時間がかかってしまったのかというのが

非常に悔やまれると思います。結局、この児童は、自分の校区の中学校に進学することができな

かったわけですけれども、ある意味、人生が変わってしまったと僕は思っております。 

  そして、学校のマネジメントというのが大変重要でありまして、もう６年生の４月からちょっ

と学級のほうがおかしくなってきているといいますか、ざわざわとしてきて、教員の方ももう

早々に休職しているというような状況であります。 

  教育委員会にお聞きしたいのが、この状況、もし何か補足することがありましたら教えていた

だきたいのと、なぜこんだけ報告書を提出するのに時間がかかったのか、ここをお聞きしたいと

思います。 

○西川教育委員会事務局部長 いじめ重大事態の調査につきましては、被害児童・生徒、保護者の

要望等を伺いながら速やかに行っていきます。 

  ただし、調査の対象となる事案によりましては、聞き取り対象、その対象者の数が多数に上る

場合でありますとか、改めてアンケート調査を行う場合、あるいは被害児童・生徒側の意向で聞

き取りなどを行わないケースで事案認定に慎重な判断が必要な場合など、様々なケースで事情が

ございまして、調査期間につきましては、時として長期間になる場合がございます。 

  ただ、その場合につきましては、調査委員会が被害児童・生徒、保護者に対しまして定期的ま

たは適時のタイミングにおいて経過報告を行うなど、あらかじめ丁寧に対象児童・生徒、保護者

に対してスケジュール感や進捗状況を共有すべきであると考えておるところでございます。 

○分科員（三木しんじろう） そうなんですね。これ、保護者に対しても、僕から見たら積極的に

説明をしてなかったわけなんですよね。これがずっと続いて、結局、保護者の方は早く報告書を

出してほしいとずっと言ってるんですけれども、なかなか出ない状態、これが続いたわけですけ

れども。 

  先ほども言いましたけれども、これ、教員の方が何人か休職されています。１人の教員の方は、

最初にいじめを見つけて、その保護者の方に伝えるわけですね。お子さんがいじめられているか

もしれないというふうに言うわけです。その教員の方も休職しちゃうわけなんですね。児童・生

徒はその教員の方をすごく信頼してたんですけれども、その子供が学校に行ったときには担任の

先生はもう休職されてて学校にいなかったわけなんですよ。かなりそれ、ダメージがあったとい

うふうにお聞きしてますけれども。休職された教員の方々に対してもしっかりと調査、ヒアリン

グ等を行った調査報告書なんでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 休職をした教員に関しましては、可能な限り聞き取って、調査委員

会のほうで聞き取って報告をさせていただいている状況でございます。 

○分科員（三木しんじろう） これ、僕、保護者の方から個人情報開示請求して僕も見させていた

だきました、調査報告書。けれども、休職された教員の方々、特にいじめを見つけられた、寄り

添った教員の方からお話を聞いた形跡が見当たらないんですけれども、やはり現場にいた教員、

休職されたといっても違う学校に今勤められている先生もいらっしゃいますから、話を聞くこと
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は十分に可能だったと思いますし、またこれ、大事なところが、なぜ休職してしまったのか、先

生のメンタルの分というのも大変大事だと思うんですよ。ケアも大事です。このあたりもこの事

案に関しては重要だと思うんですけれども。 

  もう１回答弁してください。 

○西川教育委員会事務局部長 教員が学校を休職、休んでしまうということは、やはり状況として

は本当に大変な状況であると安易に考えることはできます。 

  本当に、今、委員おっしゃっていただきましたけども、きちっと確認をして報告書という形に

はさせていただいているんですけども、聞き取り切れなかった部分というのがひょっとしたら存

在していたかもしれないですけども、精いっぱいの調査報告書という形で提出させていただいて

いる形でございます。 

○分科員（三木しんじろう） これ、年度をまたいでしまったんで、教職員の方も異動があったと。

僕は、学校の校長先生はすごくキーパーソンやったと思います。マネジメント能力というのが必

要だったと、求められるという立場だったと思います。 

  校長先生のマネジメント力、僕はこれはちょっと足りてなかったんじゃないかと、早期にもっ

と対応して、先生に対してもそう、児童に対してもそう、これはやっぱりトップダウンで指示を

して早めに対処したことによって、もしかしたら重大事態にならなかったかもしれないというふ

うに考えておりますけれども。 

  学校のマネジメント力、これに関しては、今回どういうふうにお考えなのか、ちょっと端的に

お答えください。 

○竹森教育委員会事務局長 委員おっしゃいますように、この事案発生時における校長のマネジメ

ント、リーダーシップ、非常に重要と考えてございます。そういったことで組織的な対応を図っ

ていく必要があると思ってございます。 

  事務局としましても、地区統括官、それから所管課が随時相談を受け付ける体制を整えており

まして、必要に応じて助言・指導を行っておるところでございますけども、今後とも校長が十分

にマネジメント力、リーダーシップを発揮できますように、事務局としても支援に取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

○分科員（三木しんじろう） 僕、校長先生のマネジメントというのがどういうふうにあったかと

いうのを検証もしていただきたいというふうに要望しておきます。その上で、やっぱり強化も図

るべきだと思います。 

  調査をしているところに、アンケート調査も行われているんですね。アンケート調査は記名式

で行われたということなんですけれども、なかなか記名式ということでいじめ事案に関して情報

が出てこなかった。これ、僕、無記名でアンケート調査を行うべきだと思うんですけれども、今

後、いじめに対してのアンケート調査を無記名で行うことに関して、どうでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 全市統一の様式に改訂するに当たりましては、各学校からの意見を

参考にするだけでなく、神戸市いじめ問題審議委員会においても検討を行っております。 

  その際、記名式とするのか無記名式とするのかにつきましても検討を行った結果、迅速にいじ

めの対応を行うために今のところ記名式とすることとさせていただいています。 

  今後も、神戸市いじめアンケートにつきましては、調査方法や設問等についていじめ問題審議

委員会で検討してまいりたいと考えております。 

○分科員（三木しんじろう） 記名式ではなかなか出ないんです、情報が。やはり無記名というこ
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とも検討していただきたいというふうに思います。 

  いじめの重大事態の調査に関するガイドラインにもありますけれども、やっぱり調査が終わっ

たから、報告書を出したから終わりじゃないと思うんですよね。やはり兄弟もおられる方もいる

し、いろんな状況がありますので、これ、ぜひとも引き続き学校の検証も含めて取り組んでいた

だきたいと要望して、終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございます。 

  それでは、大かわら理事と交代いたします。 

○副主査（大かわら鈴子） それでは、徳山副委員長、どうぞ。 

○主査（徳山敏子） 公明党の徳山敏子でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず１点目に、長期休業明け対策についてお伺いいたします。 

  長い夏休みが終わり、新学期がスタートし、２週間以上が経過いたしました。心配なのは、学

校の再開に不安を抱えている子供たちがいないかということです。子供たちの居場所づくりに取

り組む横浜市のＮＰＯ法人第３の家族は、匿名で悩みを書き込めるインターネットの掲示板を運

営しており、７月30日から８月11日にアンケート調査を実施したところ、学校生活にしんどさを

抱える10代のうち、新学期が始まることを苦しいと感じている子供が７割を超えたということで

す。また、こうした悩みを相談できる人がいないとの回答が約４割を占めたということでありま

す。 

  夏休み明けは、子供たちにとって心身の不調が現れやすい時期でもあり、特に夏休み前に学校

で傷ついた経験がある場合はさらに不安が募り、食欲不振や不眠、情緒不安定など、表情や行動

にＳＯＳが出る場合もあるので、子供たちを見守るには周囲の声かけなど、大人による目配りや

気配りが欠かせないと思います。 

  そこでお尋ねいたしますが、教育委員会として長期休業明けの対策として何か取組を行ってい

るのか、お伺いいたします。 

  また、不登校支援団体と精神科医―― 精神科の先生方―― が共同で開発した学校休んだ方がい

いよチェックリストというものがあり、10万人の学校に行きたくないと感じている子供の保護者

が利用し、チェックリストに従って子供を休ませた結果、８割以上の子供に体調や気持ちの面で

ポジティブな変化が見られたということであります。 

  本市においても、悩みを抱える児童・生徒に対してこのようなチェックリストを活用してみて

はと考えますが、併せて御見解をお伺いいたします。 

○西川教育委員会事務局部長 長期休業明けにおきましては、児童・生徒の心身の負担が大きくな

る時期でありまして、教育委員会としても児童・生徒が円滑に登校できるように、夏休みに入る

前から新学期開始まで切れ目なく児童・生徒の支援を実施しております。 

  夏休み中におきましては、中学校で３日間、小学校で１日の授業日を設定しておりまして、児

童・生徒の様子をしっかりと確認しております。 

  配慮が必要な児童・生徒におきましては、個別にも連絡を取ったりしながら、２学期の登校に

向けた支援を行っているところです。 

  また、８月25日には文部科学大臣による自殺予防に係るメッセージをすぐーるで発信したりし

まして、保護者や児童・生徒の不安の解消を図ってきました。 

  それから、２学期のスタートに合わせまして、児童・生徒が不安や悩みを発信しやすいように、

学校で使っております学習用パソコンのホーム画面にお困りごとポストなどの相談窓口のリンク
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先を表示させる、そんな仕様に変更しましたところ、実際に複数の声が寄せられまして、児童・

生徒のフォローにつなげることができております。 

  副委員長御提案の学校休んだ方がいいよチェックリストにつきましては、保護者が子供の心身

の状況をチェックリストで確認することができて、学校を休むべきかどうかを参考にできるツー

ルであると承知しております。各家庭におきまして自主的に活用していただくことがより効果的

ではないかと考えておるところでございます。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  今、西川部長のほうから、学校休んだ方がいいよチェックリスト、保護者の方がチェックする

ということを言っていただいたんですが、例えばその項目には週１回以上、身体の不調を訴える

などして保健室など教室以外の場所を利用しているとか、いろいろ項目があって、それに該当し

たらチェックをして、それを見て保護者の方が判断されるということなんですけど、今お聞き―

― 私も、ごめんなさい、孫がいるんですけど、今すぐーるで今御説明ありました、お困りごと

ポストですか、そういうのがあったりとか、発信していただいたりとか、かける窓口というか、

直接自分の気持ちを―― 先ほどのは、チェックリストのほうは保護者の方ですけれども、子供さ

んが直接そうやって訴えるところもつくっていただいたということで、ちょっとほっといたしま

した。 

  特に、今年は、非常に暑くて、外遊びとかもできなくて、家に閉じ籠もりきりだったり、すご

いこれまでと違った夏休みの過ごし方をされていた子供さんもおられたんじゃないかなと思いま

す。長い休みの後に学校に行くのは嫌だなという、その間に先ほど言っていただきましたように、

登校日があったりとか、またみんなと顔を合わせて夏休みこうだった、ああだったと話して、ま

た帰って、またそれを３日ぐらい続けていただいたということなんですけれども、そういうステ

ップもあって、いきなり夏休みから学校に始まるんじゃなくて、そういう取組もしていただいて

大変ありがたいなと思います。 

  また、家庭にあっては子供の変化というか顔色であったりＳＯＳをキャッチすることができる

んですけど、やっぱり学校においては先生方であったりが子供さんの表情であったり対応をチェ

ックしていただくところですので、お忙しいとは思うんですけれども、お一人お一人に、特に長

期の休みの後などは目配り、気配りをしていただきたいと思いますので、またよろしくお願いい

たします。 

  続きまして、中高一貫教育についてお伺いいたします。 

  中高一貫教育については、これまで我が会派から何度か質問させていただいているところであ

ります。 

  教育委員会では、一昨年に文科省の普通科改革や今後予想されるさらなる少子化及びグローバ

ル化の進展を踏まえ、これから市立高等学校が育成すべき人材とそのために必要な教育内容など、

今後の市立高校の在り方の検討を行うに当たり、専門的な見地から幅広い意見を求めることを目

的として、これからの市立高等学校のあり方に関する有識者会議を設置し、今年の３月に意見の

まとめが提出されたところであります。 

  意見のまとめでは、中高一貫教育について現在多くの高等学校が抱えるジレンマとして、教育

課程や授業時間数にゆとりがない中で、キャリア教育や探求学習の充実が求められていること、

中間一貫教育校では、６年間を通したカリキュラムを編成するため、キャリア教育や探求学習の

ための時間を確保しやすく、これらを発展的・系統的に学ぶことができるというメリットもあり
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ます。 

  一方で、中高一貫教育校は、単に中学受験の選択肢を増やすということではなく、私学との役

割分担や設置の意義など、神戸市における必要性を明確にするべきであり、全市的な視点から検

討されたいと、その意見書の中には示されておりました。 

  この意見のまとめを踏まえて、教育委員会において中高一貫教育についてはどのように取り組

もうとされているのか、検討状況をお伺いいたします。 

○福本教育長 今御指摘いただきましたように、意見のまとめ、その中では中高一貫教育―― 学校

が今求められているキャリア教育やとか探求学習等には取り組みやすくなるというメリットはい

ただいておりますが、やはりその一方で私学との役割分担でありますとか、そのようなことで、

今後、神戸市における必要性を明確にして、全市的な視点から検討すべきと示されました。 

  教育委員会としましては、中等教育の充実を図るためにどのような市立学校の在り方がよいか

をしっかり議論することが重要だと考えており、少子化が進んでいる現状も踏まえ、特色のある

教育課程を編成できる中高一貫教育について、他都市の事例も参考にしながら検討を進めていき

たいと思っております。 

  他方、昨今議論となっております国のいわゆる高校授業料無償化の動向でございます。つい先

般も兵庫県において、その影響を受けて県立高校の再編計画が延期ということにもなりました。

このあたりの状況も今後の方向性を考えるにおいては検討材料にしていかなくてはならないと、

そのように考えております。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  今御説明いただきましたように、私立高校との役割分担、私立高校では既にそういう高校、中

高一貫教育ももう進んでおりますし、ですからそういう役割分担のこともありますし、それとま

た大阪のほうではもう既に高校の授業料無償化をいち早く実施しており、そこでは公立高校の定

員割れが問題となっているところです。 

  市立高校がそうならないためにも、大きな特色のある中間一貫教育の早期実現に向けて、今後

もモデル校をつくるとかしながら検討を進めていただくよう、要望をさせていただきます。 

  それでは、３点目に、がん教育の推進についてお伺いいたします。 

  生涯のうち、国民の２人に１人がかかると言われているがんについては、健康に関する国民の

基礎的教養として身につけておくべきものであり、子供たちががんについて正しく理解し、がん

患者や家族などのがんと向き合う人々に対する共感的な理解を深められるよう、学校教育におい

てがん教育を行うことは非常に重要であると考えます。 

  例えば子宮頸がんの予防の観点から、ＨＰＶワクチンの接種促進は極めて重要であるにもかか

わらず、現状ではＨＰＶワクチンに対する誤解や不安がいまだに根強く残っており、接種率の向

上には至っておらず、先進国の中でワーストレベルにあるのが実情であります。 

  ＨＰＶワクチンの男性の接種は、女性ばかりではなく、男性にとっても肛門がん等、男性特有

のがんから男性自身を守り、また将来のパートナーの感染も防ぐということから、海外では既に

40か国以上で男性の接種が公費助成されているところです。 

  また、千葉県いすみ市や山形県南陽市でも、中高生への出前授業などを実施し、理解を広げて

いるところであるそうです。 

  こうした背景からも、学校現場において科学的根拠に基づいたがん教育を積極的に推進してい

ただきたいと考えますが、本市におけるがん教育の現状と今後の充実に向けた取組について御見
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解をお伺いいたします。 

○田尾教育次長 委員御指摘のとおり、がんは生涯にわたる健康課題でございまして、子供たちが

正しい知識を身につけ、理解を深めるためにも、学校でのがん教育というものについては大変重

要であるというふうに考えております。 

  本市では、御存じのとおり、平成26年に神戸市がん対策推進条例が制定されておりまして、学

校教育の場において健康の保持・増進及び疾病の予防といった観点から、がんの予防も含めた健

康教育に取り組むことが規定をされております。 

  本市において、国に先んじて平成25年度からは、外部講師による講演会ですとか、それから教

職員向けの研修といった学校でのがん教育に取り組んできているところです。 

  また、翌年、平成26年には、文部科学省からがん教育総合支援事業というものが開始され、本

市でもこの事業を活用して、モデル校で公開授業を実施するなど、学校現場においてのがん教育

の普及・浸透に努めてきているところでございます。 

  現在、中学校２年生の保健体育の教科書には、４ページにわたりましてがんの予防ですとか、

それから健康診断の重要性、そしてがんのリスクを減らすための生活習慣、そういったものがし

っかりと掲載されていまして、必ず中学校２年生で学習をするようにしております。 

  また、教員向けの実践事例集なども配付をしておりまして、毎年継続した取組を行っていると

ころでございます。 

  がん教育は、学校保健事業の中でも大変重要なものというふうに私どもも認識しておりますの

で、各校に対しては教科書以外の使用教材でありますとか外部講師の情報など提供しながら、各

校種、子供たちの発達段階に応じた積極的な実施を働きかけているところでございますし、今後

もそれは続けていきたいと思っております。 

  学校の文科省の学習指導要領も踏まえながら、各種関係機関と連携しながら、健康の保持・増

進及び疾病予防の観点から引き続きがん教育にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  我が会派の北川元議員ががん教育というようなことには非常に熱心でありまして、前の議事録

もちょっと拝見、読み起こしながら見させていただいたんですけど、今、次長のほうから、先生

方にはがん教育に対するチラシというかパンフレットをお配りしているということだったんです

けど、そのときにすごい北川さんの議事録に、先生方にはただぽんとあれを、そういうチラシと

いうかパンフレットをお渡しするだけですかという厳しい御指摘があったんです。何かちょっと

私も姿を思い出してしまったんですけど。それぐらい、ただ先生にお渡しするだけではなくて、

そこからどういうふうに子供さんたちに進めていくかということと、また今連携して、これも新

しく始まった、昔はなかったんですけど、中学校２年生の保健体育では４ページにわたり、そう

いうがん教育に対するのも述べてあるということだったんですけど、今、私が最初に申し上げた

ように、例えば子宮頸がんワクチンでも男性も―― 女性がしなくちゃいけないもの、接種券とか

もその年齢の人になりましたら届いてきますので、そういうふうに皆さん思ってしまうんですけ

れども、そうじゃなくて、勉強することによって、男性もすることによって、しかも低学年、中

学生ぐらいですか、海外のほうではされてるということなんですけども、そういうふうにすれば、

女性はなかなか行きたくなくて予防接種受けたくないんだけど、男性もすれば、男性にとっても

しっかり男性自身も守られるし、また将来、結婚とかしたときにパートナーの方も守られる、こ
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れも教育だと思うんです。 

  以前に、健康局だったと思うんですけど、私もワクチン接種、男性の中学生のワクチン接種を

進めていただきたいというのは御要望を何度かさせていただいたのになかなか実現できなかった

んですけど、やっぱりこれは教育委員会の皆さんにお伝えしなくちゃいけないなと思って今回は

ここで挟ませていただきました。 

  先ほどの学校でも、全部の学校ではないけれども、そういう講師をお呼びしてがん教育を、子

供さんたちがそういうお話を聞けるというチャンスもあったということなんですけど、私も北川

元議員がおられたときに一緒に垂水の小学校で開催された出前授業に参加をさせていただきまし

た。 

  その当時の講師は、東京女子医科大学のがんセンター長の林 和彦先生でした。林先生は、家

族の病を通して、お父様が―― がんではないんですけど―― 病気になられて、それを通して、そ

の姿を通してお医者さんを目指したということです。自分が目指しただけじゃなくて、それを人

に伝えていかなくちゃいけないということで、がんの治療に当たりながら教員免許も取得されて、

私が授業というか講演会に行かせていただいたときにはがん教育というのを普及させるために一

生懸命されてたということなんです。 

  林先生は、がんはこれだけ身近な病気なのに、がんを告知された患者は悲嘆に暮れ、中にはノ

イローゼで自ら命を絶とうとする人もいると言われ、ショックなのは分かるけれども、６割以上

の人は治るし、１週間で治療が終わるがんもあるが、そういうことはほとんど理解されていない。

だから、知ってもらうことがすごく重要で、がん教育はがんのことだけを伝えるものではなく、

がんを通して命の大切さや他人も大切にする心を育むことが目的ですとも言われています。 

  実際に小学校で授業をすると、がんは死ぬ病気と思っている生徒が多いそうで、予防法や治療、

患者の姿などを伝えると、子供たちの意識は大きく変わって、授業後にはみんなが幸せに暮らせ

るようになりたいと、林先生のようにお医者さんであったり看護師さんになりたいという子供さ

んも出てくるそうで、将来なりたいという、そういう子供さんも出てくるということであります。 

  本市におきましては、今後もぜひとも、知らないから遠ざけてしまうのではなく、がん教育に

よって正しい知識を身につけられるよう、今も教科書にも書いてありますということでしたけれ

ども、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、要望とさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  続きまして、４点目は、中学校への献血の啓発についてお伺いいたします。 

  世の中には、病気やけがの治療のため、輸血用などの血液製剤を必要とする方が多くおられ、

血液製剤は人工的に作ることができず、健康な人からの献血に頼っているところがあり、大変重

要なことであります。 

  厚労省は、1990年度から、高校生向け献血啓発のテキストを配付して献血の協力を呼びかけて

います。さらに近年の少子・高齢化により、献血可能人口が減少する中で将来にわたり安定的に

血液を確保するために、若い世代に向けた献血の普及・啓発がこれまで以上に重要ということで、

従来のポスターによる啓発に加えて、今年度は新たに授業の副読本として活用してもらうことを

想定した中学生向けの普及・啓発テキストを作成すると聞いております。 

  実際に献血ができるのは16歳からであるので、中学生は献血が可能な年齢ではありませんけれ

ども、将来の献血者として早い段階から授業などで取り入れてもらって理解を促していきたいと

いう、そういう趣旨のようであります。 
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  本市においても、市役所のロビーで職員の方向けに献血を行っていただいたり、交通局が赤十

字センターと共同でキャンペーンを行ったりするなど、積極的に御協力いただいておりますけれ

ども、教育委員会としても中学校での授業で取り入れるなど、献血の普及・啓発に積極的に協力

していただきたいと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

○田中教育委員会事務局部長 厚生労働省によりますと、近年、少子・高齢化が進みまして、10代

から30代の若年層の献血者数が減少傾向にあるということで、このような状況におきまして、中

学生を含めた将来の献血を支える若年層への献血に関する理解促進というのは大変重要であると

心得ております。 

  御指摘のとおり、献血ができるのは満16歳からということで中学生は献血の対象ではありませ

んけども、市立中学校へは献血への理解を深める厚生労働省が作成しました啓発ポスターを掲示

するなどして、生徒に対しても周知を図っております。 

  これらの啓発活動に加えまして、各教科の授業を通じて学ぶ機会を持つということも考えられ

ます。具体的には、血液の役割ですとか、その必要性、献血された血液がどのように活用されて

いくのかといった観点や、それから命に関する学習の１つとして、献血を社会貢献という視点か

ら意義を学ぶといったような、保健・体育・道徳の授業を通して各教科の学習内容と献血を関連

づけて意義や重要性の理解促進につなげていくということのそういった工夫は考えられると思い

ます。 

  献血への理解促進は大変重要であり、教育委員会といたしましても、国や日本赤十字社との動

きと連動しつつ、授業を含めた学校教育全体の中で意義について普及・啓発に努めてまいりたい

と思っております。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  今、田中部長から御説明いただきましたように、中学校でももう既に啓発ポスター、献血がで

きる高校生だけではなくて、将来の献血をしてくださるであろう中学生のところにも啓発のポス

ターも貼っていただいていたり、授業の中でも血液の役割であったりとか命に関する血液の重要

性ということも、これ、全て教育ですよね。子供さんに、どうして、何でしなくちゃいけないの

かという重要なところだと思いますので、もうしていただいているということでありますけれど

も。 

  ただ、近年、献血量と献血者数は増加傾向にあるとは言われているそうなんです。ただ、今、

そうやって学校でも、学校の教育のほうでもしていただいているということなんですけど、若年

層は減少傾向が続いており、10年間で３割以上、３割強が減少しているということであります。 

  厚労省からの献血の普及・啓発のパンフレットを将来の献血者である中学生に配付するに当た

って―― 先ほどパンフレットなども配付していただいているということなんですけれども、先ほ

どの何のために血液は役に立っているのかと、使われるのかという、何のために血液が必要なの

かという言葉などもきちっと添えて、献血につながるよう取り組んでいただきたいと思います。 

  血液というのは、本当に血液が足りなくなって患者さんに届けられないという、そういう事態

は避けなければいけないので、しっかりと教育現場で推進のほうをお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。要望とさせていただきます。 

  続きまして、５点目ですけれども、校内サポートルーム支援員のフォローについてお伺いいた

します。 

  本市では、不登校支援対策の一環として、令和６年度から全小・中学校に、自分の学級に入り
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づらい児童・生徒が校内において安心して過ごすことができる校内サポートルームを整備し、支

援員を配置していただいております。 

  校内サポートルーム支援員は、７月末現在で458名が携わっており、その約半数が教員の経験

者で、それ以外の方も学校に何らかの形で長年関わっておられた方が多いと伺っております。 

  しかし、中には不登校の児童・生徒にどのように関わり対応したらよいかや、教員免許を持っ

ていない自分がどこまで学習の指導をしてよいのかなど、支援業務を行うに当たっていろいろと

悩まれている方もおられるとお聞きいたしております。 

  校内サポートルーム支援員は、そこに通う不登校児童・生徒にとってはかけがえのない存在で

あります。支援員の配置からおよそ１年がたちますが、支援員さんが自信を持って適切に児童・

生徒を支援できるよう、研修の実施や支援員の声を聴けるような仕組みを構築するなど、丁寧に

フォローしていただくべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。 

○西川教育委員会事務局部長 校内サポートルームにおきましては、不登校傾向にある児童・生徒

がサポートルームであれば登校できるようになるというなど、安心して過ごすことができる居場

所となっておりまして、そこで支援員の皆さんにはとても御尽力をいただいております。 

  これまでも支援員の皆さんには、校内サポートルームでの児童・生徒との関わり方であります

とか、そういったことに関する動画研修を受講いただいてきました。今年度の４月には、神戸市

の不登校児童・生徒の現状でありますとか、不登校支援の在り方でありますとか、校内サポート

ルームでの児童・生徒との関わり方などについての研修も実施しました。 

  去る９月１日にも動画研修ということで、校内サポートルームの好事例の紹介でありますとか、

各校における工夫・課題をまとめた内容について研修を行っております。 

  支援員のフォロー体制としましては、学校では適宜支援状況を支援員と情報共有しておりまし

て、支援員が困ることがあれば、管理職でありますとか、担任・養護教諭等と連携して解決に取

り組んでおります。 

  支援員からは、毎月の活動状況を教育委員会に報告していただいておりまして、支援内容や児

童・生徒の様子、時には支援に関する悩みなどを報告いただきまして、必要に応じて支援員の状

況を学校と情報共有しております。 

  また、令和７年度からは―― 今年度からですね―― 教育支援センターくすのき教室の職員が１

学期から各学校の校内サポートルームを順次訪問しておりまして、サポートルームや支援員の様

子を把握して、適宜助言などを行う支援員のフォローに取り組んでおるところでございます。 

  引き続き、支援員が適切な支援を行えるよう、フォロー体制の構築に取り組むとともに、支援

員からの意見を踏まえまして、不登校傾向にある児童・生徒にとってよりよい居場所となるよう

な取組を今後も進めてまいりたいと考えております。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  私もどうしたらいいかという、支援員さんをされている方から直接、地元の方からお聞きして、

大変なんだなというのは本当に―― 教育委員会さんのほうでは、学校、不登校の児童・生徒の方

にはいろいろと対応はしていただいているんですけれども、実際に現場で接しておられる方から

そうやってお聞きしたときに、本当に大変だなと。その方も自分で子供さんから聞くんだけど、

すごい真面目な方なので、これ、先生にすぐ言っても、でも、先生は先生でクラスを持ってるし、

教頭先生に言ったらいいのかなとすごいいつも悩んでるんですって。最終的に、先ほど言ってい

ただきましたように、報告書というか連絡のやり取りのノートというか、そういうのがあるので、
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そこに細かく書くんだけど、それで大丈夫なのかなとすごい不安に私のほうに訴えておられたの

で、お一人だけの声でしたので、ほかの方はどうなのかなというのがあったんですけど、今、部

長のほうからも新学期早々に、１日には動画でそうやって研修もしていただいたということであ

りますし、くすのき教室のほうからも順次サポートルームのほうに足を運んでいただいて、そう

いう課題であったりとか様子をうかがっていただいているということですので、私は安心したん

ですけれども、きっとサポートルームの支援員さんもそうやって細かく手を打っていただくと安

心して子供さんと対応できると思いますので、しっかりとこれからもまた続けていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、６点目は、金融教育の充実についてお伺いいたします。 

  お金の話題は、欧米では幼少期から家庭や学校で学びますが、日本の慣習としてタブー視され

てきた歴史があり、家の貯蓄額や投資の話をする機会はほとんどありません。ですから、社会人

になって給与明細を見てもすぐには理解できない人も多いと言われています。 

  成人年齢が18歳に引き下げられた中、高校では2022年度から金融教育が必須化とされており、

若い世代の知識は豊富にはなっています。キャッシュレス化の進展や、新ＮＩＳＡをはじめとし

た貯蓄から投資へという流れや、若い世代の消費トラブルや詐欺被害の増加など、現代社会を生

きていく上でお金に関する生活スキルの必要性は年々高まってきていると言われています。 

  このような状況において、本市では小・中・高等学校の児童・生徒に対して具体的にどのよう

に金融教育を行っているのか、御見解をお伺いいたします。 

  また、金融教育における課題や今後のさらなる充実に向けた取組についても併せてお伺いいた

します。 

○田中教育委員会事務局部長 委員御指摘のように、成年年齢の引下げやキャッシュレス化の進展

といった社会情勢の変化に伴って、お金に関する子供たちを取り巻く環境は急激に変化している

と感じております。このため、児童・生徒の発達段階に応じて金融経済に関する基本的な仕組み

や考え方を身につけることの重要性は高まっており、主に社会科や家庭科において消費者教育や

金融経済教育に関する内容が増えてきております。 

  今現在、学習内容といたしましては、例えば小学校におきましては、家庭科の授業でお金の大

切さ、それからお金の使い方、消費者の役割などの学習を年間５時間程度、教科書にも掲載され

ておりまして学んでおります。 

  さらに、中学校におきましては、家庭科では契約の消費者の権利や責任でありますとか、社会

科では家計の収入・支出と貯蓄の知識、金融の仕組み等の学習を行っております。 

  高校におきましては、必修科目である公共や家庭科において、金融経済の仕組みや資産運用、

消費者被害などについて、キャッシュレス化をはじめとした多様な支払い決済手段の普及等を踏

まえた学習を行っております。 

  お話にもありましたように、お金に関する知識は、日常では非常に話題になりにくいこともあ

りますが、いかに身近な問題として考えるかということが課題と認識しておりまして、いずれの

教科におきましても、身近な事例を挙げて話し合ったり考えたりする活動を組み込んでおります。 

  児童・生徒が生活体験などを踏まえて自分事として実態的に学ぶことができるようにしており

ます。 

  特に、高校生、高校や中学校では、株式や投資等の専門性の高い学習内容も必要となってくる

ため、Ｊ－ＦＬＥＣ金融経済教育推進機構ですとか、銀行、消費生活センター等の専門家の出前
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授業、外部教材の活用など、様々な工夫に努めているところでございます。 

  以上でございます。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  各年代に応じていろいろ教育の現場で教えていただいているというか、子供さんたちに、児

童・生徒の方にお金に関するトラブルなどに巻き込まれないように教えていただいているという

ことなんですけど、やっぱり概要だけにとどまってしまわないで、さらっとなってしまわないで、

今、最後に、専門家の方にもお越しいただいて―― 18歳になると契約も自分でできるようになっ

てしまいますので、そういうふうにならないようにしっかりと若い人たちが、ただ知識だけ学ん

でしまうだけではなくて、もうけるとか何かそういう言葉に、自分たちでもできるんだとなって

しまって違う方向に行ってしまっては大変ですので、しっかり未然にそういうトラブルにならな

いようにしっかりと、概要だけにとどまらず、事例も通して子供さんのほうに学んでいただける

ようによろしくお願いいたします。 

  続きまして、学校のルールの見直しについてお伺いいたします。 

  教育委員会が令和３年度に策定した学校生活のルールや決まり、校則に関するガイドラインで

は、学校のルールの意義について、学校生活のルールや決まりは、学校が教育目的を実現してい

く過程において児童・生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動の指針と

して、児童・生徒が守るべき学習上及び生活上の規範として定められるものですと明記されてお

ります。 

  学校の校則やルールについては、学校が集団生活で学ぶ場であり、教育的観点から一定必要で

あると思います。数年前に校則の内容や校則に基づく指導について、いわゆるブラック校則とし

てニュースでも取り上げられました。これを受けて文科省は、令和３年度に各教育委員会に対し

て通知を出して学校や地域の実態に応じて校則の見直し等に取り組むよう求めてきており、今年

７月にも同様の通知が届いていると思います。 

  本市においても、各校で見直しに取り組んでいるとお聞きしておりますが、現在の見直し状況

や今後の方針についてお伺いいたします。 

○西川教育委員会事務局部長 学校生活のルールや決まりは、児童・生徒が健全な学校生活を送る

上で守るべき指針でありまして、また規範意識の醸成に向けて教育的意義を有していると考えて

おります。 

  本市におきましては、委員おっしゃいましたとおり、令和３年度より、学校生活のルールや決

まりに関するガイドラインを策定しまして、各校で見直しを行っているところでございます。 

  また、校則の見直しに当たりましては、子供たちが自ら話し合い、意見が反映される、そんな

環境づくりを各校で進めております。 

  昨年度末に実施しました調査によりますと、全市立学校で校則等の見直しに取り組んでおり、

その結果、全中学校・高等学校で靴下等の色指定でありますとか髪型の制限に関する校則が廃止

されたことを確認しております。 

  校則等の見直しにつきましては、一定進んでいるものと認識しております。今後も引き続き、

形骸化し、安易な前例踏襲となっていないか、時代の流れに合っているか、他の方法でも達成で

きないかといったような観点からも見詰め直すことも必要であると考えております。 

  引き続き、趣旨や目的が十分説明されていないものにつきましては、児童・生徒が主体的に考

える機会を広く設けるとともに、保護者の意見を把握するようにも努めまして、必要性について
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検討を行い、児童・生徒の行動や服装等に一定の制限を課すような場合は必ず明文化するように

改めて周知徹底してまいりたいと考えております。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  既に神戸市でも子供さん自ら、それが大事だと思うんです。先生たちが見直しをしてしまうん

ではなくて、今度はこれで校則いこうかではなくて、靴下の色とか、そういう細かいことまでさ

れてるということで、神戸市も徐々に―― 徐々にというか、自らというところに重きを置いてる

ということが分かりました。 

  ただ、夏休み中の新聞報道で、熊本市教育長の校則の見直しについての談話が掲載されており

まして、ちょっと目につきましたので、今回御紹介させていただきますけれども。 

  熊本市では、小学生の頃から子供たちと一緒に校則を見直し、つくっているということです。

それは、ルールを守るだけではなく、ルールを自らつくるという経験が民主主義の基本を実践す

ることにつながるとの考えからだそうです。 

  大人になって急に政治や仕事や地域のことに関することを自分たちで決めてくださいと言われ

ても困ってしまいますが、子供の頃から自分たちのルールを自分たちでつくるという経験を積む

ことは、民主主義や主権者教育の一環として重要であり、何より民主主義の担い手を育むことは

最重要事項の１つであると述べられておられました。 

  神戸市においても予測不可能なことが起こる時代だからこそ、自分自身が社会を形づくる主役

の１人だという意識をして、創造的な行動を起こせる１人１人を育んでいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  続きまして、学校のネットワーク環境についてお伺いいたします。 

  ＧＩＧＡスクール構想の下で導入された１人１台の学習用端末については、個別最適な学びや

協働的な学びに欠かせないツールとして年々利用率が向上しており、来年３月には端末がｉＰａ

ｄに切り替わることから、今後さらに利活用が広がるものと期待をしているところであります。 

  しかし、昨年４月に文科省が発表した全国調査の結果では、学校のインターネットの通信速度

について国の推奨値を満たす学校がまだ約２割にとどまっており、特に学校が大きくなるほど満

たす割合が減っている傾向があったとのことでありました。 

  せっかく１人１台の学習用端末を用意してもネットワーク環境が十分でなければ宝の持ち腐れ

になってしまいます。本市の学校における通信速度は、国の推奨値を満たしているのか、現状に

ついてお伺いいたします。 

  また、もし国の推奨値を満たしていない学校があるのであれば、早急にネットワークの環境の

改善に向けて対策を講じるべきと考えますが、併せて御見解をお伺いいたします。 

○山出教育委員会事務局副局長 御指摘の文部科学省の調査のほうでございますが、こちら、端末

からのアクセス速度を簡易測定結果という形で整理をしまして、それを国が示す当面の推奨帯域

ということを示しまして、そこを満たす学校が全国で約２割だったと。これ、同じ調査、神戸市

でも行われておりまして、神戸市では１割弱が満たしているという状況でございました。 

  神戸市では、この調査以前に国が示されていた基準に基づきまして全国の学校の規模に応じま

して回線を整備してきたところでございますが、そちら、学校からインターネットへの接続口、

学校全体から外に出るところの接続口における通信速度を基準を満たした形で整備をしてきたと

ころでございます。 

  また、文科省のほうも、当面の推奨帯域を満たしていない場合でも授業の中で通信が遅くなる
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タイミングがあるというものであり、授業が成り立たない程度までデータの遅延が継続する状態

は必ずしも生じないと言われるところで当面の推奨帯域を示しているという状況でございます。 

  ただ、ネットワーク環境全体で見ますと、無線ＬＡＮの例えばアクセスポイントとの接続状況

であったりとか、大人数で一斉に通信した場合など、通信状態に影響を及ぼす様々な要因がござ

います。そのため、端末単位での今回の実測値なども踏まえたさらなる改善は必要と当然考えて

いるところでございます。 

  そのため、現在でも、もともと規模の大きい学校から順番に回線を大容量のものに増強してい

るところでございます。もともと規模に応じて１から３ギガｂｐｓ、１から３ギガの回線を現在、

中規模・大規模の学校につきましては10ギガのものに切り替えている最中でございます。 

  また、御指摘のありました学習用タブレットがｉＰａｄに更新されますので、その後に端末の

性能も変わってきますので、試験校を１校選びまして、そこでの学校内のネットワーク機器全体

を今度はアセスメント、調査をかけまして、それを実施した上で十分な性能を備えているかどう

かを改めて確認しまして、必要な対応も行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

  御指摘のとおり、児童・生徒がスムーズかつ快適にネットワークを使えなければ、個別最適な

学び、協働的な学びの実現に至りませんので、それをしっかり支えれるような改善に努めてまい

りたいと思ってございます。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  教科書のデジタル化とか、いろいろこれからもまた進んでいきますので、大規模な学校から順

次御対応していただくということですので、今後も引き続き子供たちが不自由なく学校生活が営

めるように環境を整備していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、ラーケーションの導入についてお伺いいたします。 

  令和５年、愛知県では、子供たちが親の休みに合わせて平日に学校の休みを取って親子共に体

験学習などができるラーケーションの日を導入しました。ラーケーションとは、学習を意味する

ラーニングと休暇を意味するバケーションを組み合わせた造語で、学びを目的として休暇を楽し

むことができます。 

  愛知県では年間３日間取得でき、ラーケーションの日は欠席扱いにならない対応を行っており、

土・日が仕事で平日が休みの保護者の家庭では、旅行などに行きやすくなったであるとか、土・

日が休みの保護者でも平日に有給休暇を取るきっかけになるなど、働く保護者が子供たちと過ご

す時間が増えることが、新たに平日のサービス利用が増加することで地域の経済効果も期待でき

るということで、群馬県草津市などをはじめ、各自治体で導入が進んでいると伺っております。 

  導入に当たっては様々な課題もあると思いますが、本市においてもラーケーションの導入につ

いて検討してもよいのではないかと―― 夏休みが終わったばっかりで休みの話になりますけれど

も―― 御見解をお伺いいたします。 

○田中教育委員会事務局部長 児童・生徒にとって豊かな経験と学びを得る機会になるということ

で、ラーケーション制度については認識しております。 

  保護者にとってもワーク・ライフ・バランスの充実にもつながる可能性のあるものと考えてお

りますが、本制度は家庭の経済状況や保護者の勤務形態によっては利用の可否が大きく左右され

るため、教育の機会均等の観点から課題があるとも考えております。 

  児童・生徒が主体的に学んだり、保護者と過ごす時間を確保する観点から、国や県、他自治体

の動向を注視してまいりたいと考えております。 
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○主査（徳山敏子） ありがとうございます。 

  今、田中部長が経済的格差というか、そういうのもあるのでというふうなことも言っていただ

いたんですけれども、愛知県で取り組んでおられるんですけれども、その冊子というか、そこの

中には別にどこかに出かけるとか、そういうのばかりではなくて、とにかく親子で時間を過ごそ

うということで、一緒に卵焼きを作ったとか、そういう家の中で何かするとか、一緒に草むしり

をしたとか、そういう時間を持とうということですので、必ずしも旅行に行くとか、そういう経

済的に何か格差が生まれちゃうとか、そういうのではないので、こういうのもまた検討の１つに

入れていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、教職員のメンタルヘルス対策についてお伺いいたします。 

  文科省が昨年末に発表した調査結果によりますと、令和５年度の全国教職員の精神疾患による

休職者は7,119人と、統計を取り始めてから初めて7,000人を超え、過去最多になったとのことで、

教職員のメンタルヘルス対策は全国的に喫緊の課題となっています。本市においても、令和５年

度の教職員の精神疾患による休職者は100名で、在職者を占める休職者の割合は1.21％と、政令

市の中で川崎市に次いでワースト２位となっています。 

  昨年９月に実施された総合教育会議では、教員の働く環境をテーマに議論されており、その資

料を拝見すると、教育委員会の産業保健体制は市長部局や他都市の教育委員会と比較して十分で

はない、産業保健体制の強化は息の長い取組であるため、まずは早急に体制の強化をスタートし

なければならないとあります。 

  また、今年度の事業概要でも、教職員のメンタルヘルス対策として、教職員の心の健康保持・

増進のため、産業保健対策を強化して安心して働くことができる環境づくりを推進すると書いて

あります。今年度に入ってから昨年度に十分でないと評価した産業保健体制についてどのような

強化を行うのか、またどのようなメンタルヘルスの対策を講じているのか、お伺いいたします。 

○副主査（大かわら鈴子） 竹森事務局長、簡潔にお願いいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 今年度から教職員のメンタルヘルス対策を専門に扱うＬＩＮＥを新設

しておりまして、これまで産業医ゼロ名だったところを、非常勤ではありますが、２名配置して

ございます。また、保健師につきましても、これまで１名だったところを５名に増員をしてござ

います。 

  これら体制の拡充に伴いまして、新規採用職員の面談であったりですとか、休職した教員に対

する面談を強化してございます。 

  今後とも、子供たちによりよい教育を提供していくためにも、教職員が安心して働くことので

きる環境づくりを進めてまいりたいと考えてございます。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。何か時間がなくなってしまったんですけれども。 

  家庭においては、両親の笑顔、そしてまた学校にあっては先生方の笑顔が子供たちにとっては

一番の教育というか、成長するに当たって一番大事なことですので、しっかりとまたよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

○副主査（大かわら鈴子） 御苦労さまでした。 

  徳山副委員長と交代いたします。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございました。 

  委員の皆様に申し上げます。 

  午前中の審査はこの程度でとどめ、この際、暫時休憩いたします。 
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  午後、12時50分より再開いたします。 

   （午前11時49分休憩） 

 

   （午後０時50分再開） 

○主査（徳山敏子） ただいまから決算特別委員会第３分科会を再開いたします。 

  午前中に引き続き、教育委員会に対する質疑を続行いたします。 

  それでは、大かわら理事、よろしくお願いします。 

○副主査（大かわら鈴子） 日本共産党の大かわらでございます。一問一答で行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  一番最初に、給食無償化の問題からお聞きをしたいと思います。 

  学校給食の無償化は、市民の長年の願いであり、粘り強い運動が取り組まれてきました。私た

ち会派も繰り返し実現を求めてきましたが、政府は市民の強い要望におされ、令和８年度、小学

校からの実現と中学校への拡大も速やかに行うとして、骨太の方針2025に盛り込みました。しか

し、いまだに具体的な動きは見えません。 

  ここ神戸市では、コロナ以降、中学校の給食費の半額負担に踏み出していますが、先の見えな

い物価高騰の下でさらなる支援が求められています。国の予算待ちにならず、早急に給食費の無

償化を実施すべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○藤井教育委員会事務局副局長 給食費に関してでございます。 

  まず、給食費につきましては、小・中学校、経済的にお困りの方につきましては、就学援助に

よりまして給食を無償で提供しているという状況にございます。 

  また、子育て支援施策充実の全市的な観点から、保護者の経済的負担を軽減するために、御案

内もありましたとおり、令和２年度から中学校の給食費の半額助成を実施してまいっております。 

  加えまして、物価高騰への対応といたしまして、保護者の皆様から給食費を追加で徴収いただ

くというようなことではなくて、給食の質を維持できますように、食材価格の高騰分につきまし

ては、令和４年度から公費により負担をさせていただいているところでございます。 

  国におきましては、先ほど御案内もありましたとおり、令和７年２月に、まずは小学校を念頭

に、地方の実情を踏まえ、令和８年度から給食の無償化を実現すること、その上で中学校への拡

大につきましても、できる限り速やかに実現する考えが示されたところでございます。 

  また、これが直近の状況かと思いますけども、８月末に公表されております、文部科学省の来

年度、令和８年度の概算要求におきまして、給食の無償化につきましては、具体的な金額や内容

を確定していない事業の項目のみをお示しされています事項要求ということで盛り込まれている

ところでございます。 

  現時点で、これも御案内がありましたとおり、無償化に向けた詳細のところはお示しされてな

いところでございますけども、国におけます検討状況、それからその進捗につきましてはしっか

りと情報をつかんでまいりたいというふうに考えてございます。 

  それまでの間に、給食費につきましては、国家予算要望におきまして、給食の無償化の実施に

向けましては、自治体の負担がないように国の責任において財政負担を行うことを国に要望して

おりますほか、指定都市市長会並びに全国市長会におきましても、国に対して同様の要望を行っ

ているところでございます。このあたりにつきましては、今後も引き続き要望してまいりたいと

いうふうに考えてございます 
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  給食の無償化につきましては、多額の財政負担が生じますために、子育て支援施策全体の観点

から全市的に判断する必要があると考えてございます。 

  教育委員会といたしましては、引き続き国の動向を注視しまして、市長部局ともしっかり情報

共有を図り、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 学校給食の無償化、今おっしゃったとおりの状況なんですけども。 

  やっぱり他都市を見たらかなり進んできてるんですよね。無償化、1,794の自治体のうちに722

自治体で行われていると、もう４割にまで広がってきています。 

  無償化の目的としては、保護者の経済的負担の軽減ですとか、子育て支援と答えている自治体

が652自治体と、一番多いです。少子化対策と言われているところが66自治体ということなんで

すね。 

  兵庫県内見ても、小学校・中学校とも無償化が８自治体、それから中学のみが６自治体と、こ

こもずっとここ数年、この１年でもぐっと広がってきているという状況です。それは、本当に暮

らしも含めて大変だと、教育費の負担も重くなってきているというところがあるからこそ、早く

しようということでやられているというところがあると思うんですね。 

  そういうことはありますので、やっぱり神戸市としても市全体として見てもなかなか物価高騰

で負担軽減ということが、支援策を打ち出せてないと、私たちもずっと持ってまいってきてます

けど、なかなか打ち出せないというところがありますので、ぜひやっていただきたいと。神戸市

独自でも早くやっていただきたいというふうに思うんです。 

  憲法で保障された教育の無償化、この実現の立場ということ、そこに立って取り組むべきと思

いますが、いかがでしょうか。 

○藤井教育委員会事務局副局長 給食費の無償化につきましては、今、冒頭御説明をさせていただ

きましたとおり、中学校の給食費に対する半額助成、それからこれも先ほど御説明いただきまし

たとおり、物価高騰に対します公的助成ということに加えまして、今年度、昨日ですけども、今

回の議会におきましても物価高騰分の補正予算を、議決をいただいたところでございます。 

  引き続き、物価の見通しなんかもなかなかつけにくいところではございます。それから、これ

も御説明いただきましたとおり、教育費のそれなりに費用がかかるということは教育委員会とし

ても認識はしておりますので、改めてになりますけども、神戸市全体で子育て支援策の中で議論

を進めていけるように教育委員会としても動いてまいりたいというふうに考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） ぜひ早急に取り組んでいただきたいんですけども、今、国のほうが示

しているのがまず小学校からということで、段階的に中学校ということになってるんですけども、

今、中学校は半額助成をやっていますので、ぜひ段階を踏まずに一気にやっていただきたいとい

うふうに求めておきます。 

  それから、次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについてお伺いをしたいと思います。 

  部活動の地域移行を進めるとして、この間、取組が行われていますが、受皿団体の問題、活動

場所の問題、費用負担の問題などをはじめとする様々な問題が出てきています。今の時点でも受

皿となる団体等は大幅に不足しており、今後、第３次募集が行われる予定ですが、全体像が見え

ない状況です。 

  子供たちや保護者、受皿団体からも来年９月実施が本当にできるのかと、不安の声が上がって

います。１人の子供も取り残すことがあってはなりません。問題が残されたまま、期限ありきの

見切り発車であってはならないと思いますが、いかがでしょうか。 



－31－ 

○下條教育委員会事務局部長 ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの推進についてでございますけれども、まず

社会環境の変化がございまして、大前提といたしましては、中学校部活動が持続困難になってい

るというような状況でございます。 

  また、子供たちのニーズにも合わなくなってきておりますので、そのまま放置することではな

くて、子供たちがやりたい活動を選んで参加できる機会を将来にわたって確保する、そういった

ことで来年９月からのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開始に向けた取組を現在進めているところでござ

います。 

  先ほど御指摘ありましたけれども、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ団体の確保というところでございま

すけれども、最も重要なポイント、やはり御指摘があったように活動団体の確保という点でござ

いまして、これまで関係団体でありますとか、保護者、様々なネットワークを活用しながら働き

かけを行ってまいりました。２次募集が終わった段階で多くの市民の皆様に御協力をいただいて、

1,000を超えるクラブを登録させていただいてございます。 

  ただ、先日の本会議でも御答弁させていただきましたけれども、やっぱり一部の地域でまだ不

足する活動があるというのは、我々も認識しているところでございますので、９月の下旬頃には

市内の全中学１年生を対象としたアンケートを実施いたしまして、その結果を踏まえて11月頃の

第３次募集では、さらにきめ細かく調整を行って、主要な種目について生徒の在籍校または近隣

校での活動を選択肢として確保していきたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○副主査（大かわら鈴子） 今おっしゃったように、受皿の問題ってすごく大事なんですけども、

なかなかまだ不足していると。特に文化部の関係のほうが不足しているんだなということでは、

これまでも質問もしてきたところではあるんですけども。 

  受皿確保、今本当に焦点が当たっているんですが、ちょっと気になっているのが、教育の一環

であるという位置づけが曖昧になっているのではないのかなというふうに思うんです。文科省の

ガイドラインでも、地域クラブの在り方では、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展

させつつ、新たな価値を創出するというふうになっています。神戸の部活動が全て消えてしまっ

て、対価を伴うサービスとか習い事になってしまうなどという事態があってはならないと危惧を

しているところです。教育的な位置づけを明確にするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 文部科学省のほうでも、先ほど御紹介いただきましたけれども、部

活動の意義については我々も同じように大変大きいものであるというふうに認識をしてございま

して、地域クラブにつきましては学校との連携が必要だということで、このあたりは文部科学省

のほうでも示されておりますので、我々もその趣旨に沿ってコベカツクラブの運営をしていきた

いと、運営をしていただきたいというふうに考えてございますので、そういった形で団体の確保

を含めてしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） これまでちょっとお話をお聞きしたら、不登校の子供さんとかでも部

活動だけは行きたいというふうに、そこには通えたりとか、親御さんも部活動は行っておいでと

いうことで送り出されたとか、そういうこともあったということもお聞きしていますし、参加さ

れることで本当に有用感ですとか自己肯定感が高くなれると、上がってくると、そういう経験も

たくさんしていらっしゃるということもお聞きをしました。 

  だから、本当に大事だと、教育的な位置づけとか意義とかというのは本当に大事だと思うんで

すね。やっぱりそういう子供たちの成長を支えるためには、きちんとした位置づけをするべきだ
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と思うんですが、その辺の具体的な取組というのはどうでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 繰り返しの御答弁になって申し訳ないんですけれども、我々、コベ

カツクラブの在り方についての方針につきましても定めてございまして、その中でもこれまでの

部活動が果たしてきた意義・役割について踏まえた上で、コベカツクラブもそういった趣旨、子

供たちの自主性を尊重するであるとか、大人の価値観を押しつけないであるとか、そういった教

育的な意義も含めてコベカツクラブの在り方というものを定めてございますので、その趣旨に沿

って募集したコベカツクラブがそういった活動を続けていただくといったことが大事だと思って

ございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 先日、文化スポーツ局で、私、同じ質問もやったんですね。そこでは、

美術部が全然足りてなくて、今、手が挙がっているのが９つの団体しか挙がっていないと。やっ

ぱりここは確保をしていくべきだということで、そういう話もしながら質問をしたんですけども、

その中の答弁で出てきたのが、今、市民講座みたいなところでやられている絵画教室ですとか、

そういうところに中学生枠を設けるような、そういうお話が出てきた感じでした。 

  しかし、それっていうたら、本当に習い事じゃないのかということで、そういう議論もしたん

ですけども、それではどこで教育的な位置づけというのが担保されるのか、ちょっとその辺が分

からないので教えてください。 

○下條教育委員会事務局部長 市民講座の教育的位置づけというか、子供たちが自分がしたいこと

を自主的にどういった活動をしていくのかということ、それは放課後も休みの日も含めてですけ

れども、考えていくと。 

  その中で、そういった、我々はＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ推進の中でいろんな世代の方と交わって

いく、今回、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについては校区を超えていろんな活動に参加できますので、

そういった校区を超えた中でほかの中学生であるとか、世代を超えてということですので、小学

生であるとか大人であるとか、そういったところとの関わりも含めて教育的な意義は当然あると

思ってございますし、もう１個、学校での放課後の過ごし方の中で、これまで先生方が部活があ

ることでなかなか子供たちとの時間が取れなかった部分、そういったところも含めて子供たちと

先生が個別のカウンセリングをやるとか、そういったところを通じても教育的な意義はあるとい

うふうに考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 先生方が時間ができるからという話は、それは分かるんですけども、

先ほどの例えば絵画教室、そういうところに通うとして、指導者の方というのは、教育的なそう

いう配慮の下で、その意義を分かっていただいてて、そういう指導をしていっていただかなあか

んと思うんですけども、そのあたりどうでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 市民講座で開かれる活動、実は詳細、我々もつかんでございません

けれども、いずれにしてもそういった講座の中であっても指導者が指導を受ける者に対してはそ

ういった教育的な意義も含めて指導されるものというふうに考えてございますので、そういった

中でもちろん教育的な意義もありますでしょうし、子供たちが何をしたいのか、そういったした

いことを子供たちは選択をしていく、その中で仮に市民講座での中学生限定のものが開催される

のであれば、そこを選ばれるというのは１つの選択肢であるのではないかなというふうに考えて

ございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 私、そこはきちんと教育委員会が羅針盤を示さないとあかんと思うん

ですよ。 
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  指導者の方に対してのどういう研修を行うのかという資料を頂いたんですけども、教育委員会

のほうの分の担当で見ますと、ウェブ研修ということで行われるんですが、幾つか安全管理だと

か熱中症予防とかハラスメント防止とか挙がってるんですけども、教育的なところでいったら、

特別な支援を必要とする生徒の指導等についてということで、生徒の特性理解とか合理的配慮と

か指導者としての関わり方とかという項目で出されてるんですけども、これ、15分だけなんです

ね。これで本当に指導者の方はそういう配慮ができるんでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 研修、確かにおっしゃるとおり、ウェブでの研修を受講していただ

く、このあたりはできるだけそれぞれの時間に応じて可能なところで受けていただくということ

も含めてウェブでの研修をしてございます。 

  その中で、時間によってそれが得られるのかどうかという点は、我々、時間の長い・短いで、

決して短ければ得られないというものではなくて、そういった我々が学んでいただきたい要素と

いうものは研修の中に盛り込んでいるというようなことでございます。 

○副主査（大かわら鈴子） とても15分では学び切れないと思います。こんなことがあるのかなと

いうぐらいは分かると思いますよ。それ、身につけて本当に指導に生かせるかというのは、大変

難しいのではないかというふうに思います。 

  ほんまに、今、現場の先生方も、そのあたりのことはどうなるのかと、教育的な配慮というの

はどうなるのかということも心配をされていまして、例えば不登校の子たちもこういう場に行く

と、それから発達障害のお子さんもたくさんいらっしゃるから、こういうところに参加をすると

いうことになったら、本当にそういうコミュニケーションが苦手な子たちは、これまでプロの教

員の方がきちんと対応して、そういう中でも配慮しながらやってくださってたと思うんですけど

も、受皿団体の方がそういう対応って本当に物すごく大変なことやと思うんですけども、そのあ

たりはきちんとどういう体制でやっていくのか、やっぱりかなり支援が要るのではないかと思う

んですけど、いかがでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 コベカツクラブの運営に当たっては、我々教育委員会もですし、各

学校のほうも密接に連携をしながらやっていくということがございますので、そういった中で指

導の助言であるとか、そういったところは、学校、我々もしっかりとしていきたいなというふう

に思ってございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 誰かがついてやるということではないんですよね。この15分のあれで

終わりなんでしょう。15分のウェブ研修で終わりなんでしょう。 

○下條教育委員会事務局部長 我々が求めている研修につきましては、先ほど御紹介のとおりです

けれども、コベカツクラブを運営する中で生徒との関わりの部分で学校なり我々教育委員会に対

して助言を求められる場合というのは、これからも想定されると思ってございますので、そうい

ったところを丁寧に対応していきたいなというふうに思ってございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 万が一トラブルが起こったときの対応なんかもきちんと考えておかな

あかんと思うんだけど、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 各コベカツクラブには、運営に当たって、そういったトラブル対応

についても事前にシミュレーションをしていただく必要があると思ってございまして、併せて先

ほども申し上げましたけれども、コベカツクラブが開始後も、我々もしっかりと寄り添いながら

運営が適正に行われるように見てまいりたいと思ってございます。 

○副主査（大かわら鈴子） やっぱり本当に今のままでは、そういう配慮が要る子供たちがちゃん
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と学びたいことを学べるのかということがすごく私、心配です。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵというと

ころ、教育としての位置づけ、しっかりとどういうふうにきちんと位置づけていくのかというこ

とをはっきりと示すべきであるというふうに思います。全ての子供の権利として保障されるべき

だというふうに思います。保護者の方も、そして子供もしっかりと納得が得られるように、そう

いう取組をしていただきたいということを申し上げたいと思います。それで、その上で問題が解

決しないままの見切り発車は絶対にしないようにということを求めておきます。 

  次に、不登校支援の強化についてお聞きをしたいと思います。 

  この間、子供の不登校は急増しており、神戸市内でも小学校では、令和元年・630人が５年に

は1,812人に、中学校では、令和元年・1,740人が５年では2,902人というふうに急増しています。 

  神戸市では、校内サポートルームくすのき教室やみらいポートなどが設置をされていますが、

そこに通える子供はまだまだ限られているのではないでしょうか。不登校の子供の多くは、様々

な理由で心が折れた状態にあります。登校しようと頑張ると、腹痛や頭痛、吐き気などの症状が

出てくる、これは心の傷の深さを表しているということです。 

  この傷への理解が重要だというふうに思います。子供たちの心の休息と傷の回復のためにもし

っかりと寄り添った支援が必要と思いますが、いかがでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 不登校児童・生徒の状況でございますけども、長期欠席をしている

児童・生徒につきましては、毎月、学校のほうから欠席日数でありますとか、どのような支援を

外部から受けているとか、接触できているかなどなど、報告を受けておりまして、状況の把握を

行っているところでございます。 

  外出しづらい子供たちも含めまして不登校児童・生徒が相談しやすいように電話あるいはメー

ル・ＳＮＳといった多様な手段で相談できる体制を整備しているとともに、令和５年度には不登

校の悩みに特化して電話相談等ができます不登校支援相談センターも設置しているところでござ

います。 

  そのような、ほかにも様々な不登校の相談窓口等ございまして、子供たちの声を聴けるような、

そういう仕組みを今のところ取ってございます。 

○副主査（大かわら鈴子） ちょっと事例を御紹介したいと思うんですけども、ある男の子で、そ

の子は、すごくおとなしい子だったんですけども、クラスではムードメーカーというような子だ

ったらしいんです。明るい子だったらしいんですね。 

  おなかの調子がよく崩れるということで、下痢で授業中にも何度かトイレに行ったりとか、そ

ういうことがあるということだったんです。 

  ４年生まではクラスメートも、それから先生もトイレ行くたびに大丈夫かということで声をか

けてくれたりとか、そういう雰囲気でよかったんだけども、５年生になってクラスが替わり、先

生も替わりと、環境が一変したということで、そのあたりからなかなか学校に行きづらくなって

きたと。中には、すごく細い子だったんですけども、体形のことをからかわれたりとかというこ

とで行き渋りが出始めたと。それでも６年生まで何とか休みながらでも頑張って行ってはったら

しいんですけどね。 

  中１のときに、入学のとき、中学校で、これまでちょっと休んでたけども、中学校で何とか好

きな部活をやって頑張りたいんだという決心で行き始めたんだけども、吹奏楽部に入りたかった

らしいんです。そこでやりたかった楽器があったんですけども、そのときにたくさんの希望者が

いて、その子はよく休むからということでほかの楽器をしなさいということになっちゃったらし
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いんですね。結局、そのことで、それがきっかけという感じになってもう行けなくなったと、不

登校になったということなんですね。 

  当初、教員の方とか、家庭訪問とか電話連絡とかもされてたようなんですけど、もうそのとき

は本人が拒否をされてたと。私、おばあさんからお話を伺ったんですが、もちろんくすのき教室

の紹介なんかもありましたし、いろいろと電話連絡とかも続けてあったらしいんですけども、御

本人がそういう状態ですからくすのき教室も行けるわけではないし、全く合わなかった、ニーズ

に合わなかったという方だったんですね。 

  中３になってやっとスクールカウンセラーと辛うじてつながることができて、そこ、週１回ぐ

らいのお話で楽しいゲームの話なんかができるようになったと、そこが辛うじて学校とのつなが

りという１つのところだったんですね。そこだけの接点で、あとはもう卒業まで何も変わらずだ

ったんです。 

  本当にそのおばあさんが言われていましたけども、拒否をしてからはだんだん連絡も来なくな

るし、もうあとは一切学校のことは分からなくなったと、そういう状況のことを言われていまし

た。その方は、本当に冷たいという感じを受けられたらしいんです。御両親も働いていらっしゃ

いますし、だからその子にはおばあさんがずっと一緒にいてくれたからよかったんだけど、もし

おばあさんがいないような家庭やったら一体どうなっているんだろうかという、そういうことも

言われていました。 

  結局、そのおばあさんは、たまたま読んでた本に載っていた民間のボランティアの教育相談っ

て、そこの親の会との存在がありまして、そことつながったことですごく救われていくんですけ

ども、残念ながら神戸市のそういうところではなかったんですね。 

  実際に、きれいなパンフレットですか、これも見せていただきました。これを見たら、本当に

分かりやすく、いろいろと相談窓口だとかいろんな機関だとか書いてあるんですけども、だけど、

これが実際に届いて、こういうことが、こういうところがあるんだよとか、そういうことが届い

て、そういう情報が届いていなかったんですね、そこには。 

  やっぱりその辺でいえば、相談が来るのを受けますからということではなくて、もうちょっと

アプローチが要るのではないかなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 貴重なお話をありがとうございました。 

  そこに子供が、その生徒が行くまでに何らかのもう少しアプローチをできなかったのかなとい

う、今思いながら話を聞かせていただきました。家庭訪問もしかりですけども、なかなか連絡が

取りにくい家も、家庭もございますので、今回、事務局のほうで今お示しいただいたパンフレッ

トのほう、リーフレットを作成しまして、これが理事おっしゃるようにやっぱり隅々のほうまで、

特に支援を必要としている御家庭あるいは子供たちに、その目に届くように、そんなふうなとこ

ろで再度、校長会でありますとか、そのあたり呼びかけまして周知できるように対応してまいり

たいというふうに思います。 

○副主査（大かわら鈴子） 不登校の実態ニーズ調査というのがありまして、それをちょっと見た

んですけども、一番うれしかったことというのが、不登校を認められると、理解をされるという

ことが一番多くて34.5％、逆に嫌だったことの１位が登校強制ですとか登校刺激、望まぬ干渉・

接触ということになっています。２位が厳しい否定的な言動とか対応とか価値観の押しつけとか

というのが26.5％ということで、理解されている安心感の下で休息していくと、安心とエネルギ

ーがたまっていくと、そのうち、外出したいとか遊びたいとか友達と話したいという、そういう
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心がそういう段階に回復していくと。 

  そこからもう１段回復をしていったら、勉強しようかという、そういう模索が始まるというよ

うな文献を読んだんですけども、そのお子さんのことを聞いても、やっぱりこの段階に合致して

いるなと、そのとおりやなというふうに思ったんですね。 

  だから、本当に初期のときの、本当に何も受け付けないというようなところでは幾ら働きかけ

てもそれが逆効果になったりとかというのはありますので、その辺、丁寧に状況を把握をしなが

ら、その段階に合った対応が必要であると思います。 

  不登校の子供さんたちがちょっと回復をし出して、ちょっと学校に行こうかと、行ってみよう

かという段階になったら、やっぱり大事なのが校内のサポートルームということだと思うんです

ね。 

  校内のサポートルームの在り方についてもちょっとお聞きをしたいんですけども、校内サポー

トルームは、教室以外の居場所ということで設置をされているんですけども、不登校の子供さん

たち、人と接することにすごく恐怖感を抱いている、そういう子が多いというふうにお聞きをし

ています。その子たちが勇気を出して学校の中のサポートルームまで来ると。これ、本当にそこ

までの一歩が踏み出せるということは大きな変化だというふうに思います。 

  この変化を支えるためにも、サポートルームでは学習だけではなくて、楽しいこととかいろん

なことができるようにと、そういう過ごし方も認めるべきではないのかなと思うんですけど、い

かがでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 校内サポートルームでございますけども、基本的にこうであらなけ

ればならないということは一切学校のほうにも伝えてなくて、それぞれちょっと勉強からはかけ

離れたというか、リラックスできるようなスペースということで当初スタートしておるわけでご

ざいます。 

  勉強をしたくなれば自分の勉強したいものを勉強する、少し休みたい、そんな時間が欲しいと

いうときには時間をちょっとふっとリラックスするとか、そういうふうな形で、それに寄り添う

形で支援員の皆さんにも横におっていただくような、そんなスペースとして頑張って登校できる

ように、まず第１ステップとして考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） じゃあ、ちょっと確認ですけども、必ず勉強するのではなくて、例え

ば支援員さんが昔の遊び、こまとか、そんなんを教えてあげたいとかといったら、そんなん一緒

にやったりとか、友達と話したりとか、そういうこともいいんですね。基本的にはそういうこと

も認められるということですね。 

○西川教育委員会事務局部長 理事おっしゃいますように、そういう時間もあっても構わないかな

と思っています。 

  それで、その場で切り替えることができましたらまた頑張れるんじゃないかなというふうなと

ころで、前向きに背中を押すような形で運営を進めてまいりたいなと思っております。 

○副主査（大かわら鈴子） ちょっとそういう時間があってもいいんじゃないかなという、その言

い方でしたら、勉強もして、そういう時間もあってということですね―― ということですか。 

○田尾教育次長 必ず勉強しなければならないということではありません。やはり不登校になって

いる状況のお子さんの状況によって、安心して学校に来れるスペースであるということが第一義

だと思いますので。 

  ただ、もしかして勉強したいなと思うようなタイミングがありましたら、在籍学級の学習の様
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子なんかも伝えながら、そういったことも少し働きかけていくというようなことを考えていると

ころでございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 本当に来られる子供さん、大きな一歩を踏み始めたということなんだ

けども、勉強までまだいってない子と、とにかく友達と会いたいとかお話がしたいという子もた

くさんいるということもお聞きしていますので、本当に安心できる空間と、その場所というとこ

ろで存在することが大事だというふうに思います。 

  学校現場のほうでは、ここは勉強をする場所なんだというふうに受け取っていらっしゃるとこ

ろがあるんですね。だから、支援員さんは、そういう楽しい話はしたらあかんし、勉強してなか

ったら勉強しなさいよと、そういう声かけしかできないと、それがつらいというふうに言っては

る方もいらっしゃるんですね。だから、そういう今答弁していただいた内容とはちょっと違うの

で、そのあたりはきちんと自由に過ごせるんだよというところをもう１度学校現場にお伝えいた

だきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○田尾教育次長 私どもとしましては、やはりいろんな段階があると思いますので、その子の段階

に合わせて対応することが大事だというふうに思っております。 

  今御指摘がありましたように、そのように伝わっていないということであれば、これはしっか

りと周知をしてまいりたいと思います。 

○副主査（大かわら鈴子） そういうところで支援員さんも頑張っていただいているんですけども、

やっぱり壁になっているのが20時間という壁なんですね。 

  その時間が１日４時間ということで、その時間が終われば、あとの穴埋めは教員の方がしなけ

ればならないということで、本当にこれは多忙化解消ということから考えても逆行している状況

がありますので、この20時間の上限を拡大するということはできないんでしょうか。 

○田尾教育次長 現時点で、やはりまたそれなりの財源が必要になってまいりますので、あれです

けども、今少し校長会等も協議をしていますのは、20時間必要でない学校も若干あるやに聞いて

おりますので、そのあたりの調整をしつつ、今後、拡大ができるのかできないのか、そういった

ことも必要に応じて検討してまいりたいと思っております。 

○副主査（大かわら鈴子） ただ、ちょっと気になっているのが、言われていたのが、利用が少な

いところは、今おっしゃっていたように、20時間にならないような利用が少ないところ、そこを

抜いてしまってほかの学校に充てるということになったら、こちらで抜いたほうのところで今度

本当にいつ子供たちが来る、来たいということになるかも分かりません。 

  だから、やっぱり利用者がなくともそこはきちんとサポートルームとしてあり続けるべきだと

思うんです。ここにもきちんと書いてあるわけだからね。ここは少ないからここを取って回しま

しょうということではちょっと違うんじゃないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○田尾教育次長 それもおっしゃるとおりでございまして、いつでも来れる状態にしておくという

ことが大切ですので、一回そこの学校から支援員さんを剝いだからといってずっとそうであると

いうことではありませんし、支援員さんの配置の時間数と、それから教員であったりとか、それ

から地域の方々などにも御協力をいただきまして、何らかの形で大人の見守りがしっかりとでき

るような体制づくりというものは工夫をしてまいりたいと考えております。 

○副主査（大かわら鈴子） それから、支援員さんの身分のこともちょっと気になっているんです

が、会計年度任用職員ということで、１年更新の最長３年ということでお聞きをしました。この
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制度が導入されて２年目なので、あと１年したら今の支援員さんが全員いなくなるということに

なってしまいます。 

  不登校の子供たちというのは、人間関係をつくるのが難しいということがありますから、なれ

親しんだ支援員さんがずっといらっしゃるということはすごく安心感にもつながるし、大事なこ

とだと思うんですけども、会計年度ではなくて、きちんと正規で支援員さんを置くということを

することは必要と思うんですけど、いかがでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 現在、支援員の皆さんは、20代から80代までということで、幅広い

世代の方に担っていただいております。60代、70代の方々が約50％を占める中で、教員経験者だ

けでなく、学校に長年関わり、子供の様子でありますとか学校の事情を知っていただいている方、

理事おっしゃいますように、不登校児童・生徒に関わった経験のある方でありますとか、学校が

地域の実情に合った支援員を柔軟に配置できることが今一番重要であると考えておりまして、年

度ごとに更新が可能な会計年度任用職員としての雇用が望ましいと今のところ考えてございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 私は、蓄積も大事であるし、やっぱり安定ということが子供たちにと

っては一番必要なことだというふうに思います。人が替わって替わってということでは、なかな

かその安定にはつながらないというふうに思います。 

  それから、ソーシャルワーカーさんとかカウンセラーの方とかも、やっぱり会計年度でという

ことで非正規ですので、そこのところもきちんと正規でということに変えていくことが必要であ

るということを申し上げておきます。 

  それから、最後に、学校の統廃合の問題をお聞きしたいと思います。 

  兵庫区では、これまで４校合併が２回行われました。本当にそれによって地域ではいろんな弊

害が出てきています。今、対象になっているのが運南地域の和田岬小学校・浜山小学校・吉田中

学校が今対象と挙がって、学校運営協議会で意見交換がされているという状況だとお伺いをして

います。まだ方向的にははっきりした話にはなっていないみたいなことも言われていましたけど

も、やっぱり皆さんの戸惑いは、たくさんそのお声はお伺いをしています。 

  本当にいろんな矛盾を生むんですね、学校の統廃合というのは。地域の疲弊もありますし、今、

不登校の問題なんかでも、規模が大きくなれば、その分、対応が難しくなるということもありま

すので、少人数学級ですとか、今の状況を生かす、そういうことが必要であるというふうに思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○有原教育委員会事務局部長 少人数学習は大事なことですので、もちろんしっかり取り組む、併

せて小規模校対策についてもしっかり取り組むということでございます。 

  少子化の進行に伴いまして、本市でも小規模校というのが数が増えております。令和７年５月

現在で、小学校で61校、中学校で20校、計81校が小規模校ということになっております。 

  小規模校の課題としましては、人間関係の固定化であったり、あるいは集団の中で学ぶ機会が

少ないというふうな課題がありますので、教育環境の改善・向上を図るため、子供のためという

ことでしっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってございます。 

  これまでにも御答弁申し上げましたけれども、丁寧に議論を始めていこうということでござい

まして、学校運営協議会で地域の代表の方、保護者の代表の方と、御意見をいただきながら、ま

ずは課題の認識をしっかりと共有を図りながら進めていきたいということでございまして、兵庫

区の南部の地域につきましてもそういう形で今進めているところでございます。 

○副主査（大かわら鈴子） 学校、本当に皆さん、地域の皆さん、大事に思われていますし、すご
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く伝統とかもあるというところですので、統合ありきではなくて、子供たちを中心にということ

で考えていただきたいということを申し上げて、終わりたいと思います。 

  以上です。 

○主査（徳山敏子） 次に、やの理事、発言席へどうぞ。 

○副主査（やのこうじ） こうべ未来のやのこうじでございます。一問一答でよろしくお願いしま

す。 

  まず最初に、ちょっと要望させていただきます。 

  若葉学園の件でございます。 

  ２年前に会派で視察に行ったときに体育館にエアコンがまだ当時はついておりませんでして、

非常にびっくりしました。あと、１人１台のＰＣなんかも小・中学校に比べたら配置も遅かった

というお話を聞いたり、いろいろ聞いたんです。 

  こども家庭局さんが若葉の設置者であって、若葉には先生方は教育委員会から送っていただい

ております。小束山小学校や多聞東中学校の本校・分校の関係でもありますので、こども家庭局

にも昨日申し上げましたけども、しっかり連携しながら、同じ子供たちでございますので、支え

ていただきたいなと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始後の学校運営や教員の働き方についてでございます。 

  教育委員会は、令和６年６月に、来年の令和８年９月から中学校部活動の地域移行を発表し、

その後は、方針策定、団体募集や体験会を重ね、現在は約1,000のクラブが登録されるまでに至

っております。この短期間での成果を高く評価いたしまして、関係者の御尽力に感謝を申し上げ

たいと思います。 

  従来、部活動は、生徒の成長に大きく寄与するとともに、学校運営や教員の働き方にも大きな

影響を与えてきました。移行により、放課後の在り方が大きく変わる中、空いた時間をどう活用

するのかが問われてくると思います。教育委員会として新しい学校運営や教員の働き方をどのよ

うに考えているのか、伺います。 

○福本教育長 ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ以後の学校の在り方という御質問だと思います。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに象徴されますように、やはりこの10数年来、本当に子供や保護者の考

え方や教育に対するニーズというのは多様化してきたと思います。私もちょうどその間、管理職、

そして校長を終わってというところぐらいだったんですけども、特にコロナ禍なんかが大きく影

響して本当に子供たちの考え方が変わってきまして、それに対して我々はやはりいろんな手だて

を打ってきたわけですが、なかなか有効なものがなかったということで、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ

への変更もそういう取組の１つだと思っています。 

  要は、我々が求められることは、誰一人取り残すことなく、１人１人の個性を最大限に発揮で

きるように、これは学習指導要領でも指摘をされておりますし、子供が主役の学びというのを実

現していかなくてはならない。 

  これも度々、私、いろんなところで答弁させていただいていますが、そのような子供たちの多

様性を生かさなくてはならないとされている中で、教員の働き方もクローズアップされるという

状態の中、我々が今どこで何をするべきかということで考えたときに、やはり我々は授業の中で

きちっと求められた役割を果たすべきじゃないかと、こういうことで午前中も議論ありましたが、

一番子供たちと過ごす時間が長いのは授業でありますので、その授業を今までのような考え方で
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はなくて大きく変えていくと、そういう流れで子供たちの深い学びとか、彼らが学ぶことの充実

感を味わって自分から成長していけるような、本当にそういう授業改善を取り組むべきやと思っ

ています。 

  放課後、これまで部活動をしていた時間というのがあるんですけども、その時間に限らず、や

はり教員も一日のスケジュールの中で何をしていくかも考えていかなくてはいけないと思ってい

ますし、部活動があったからできなかったこと、逆に部活動として画一的に推し進めたこと、先

ほども答弁ありましたように、例えば楽器を選ぶということで不登校になった子もおるわけです

から、そういうことを、部活動が全てが何かよかったよじゃなくて、やはり部活動があったこと

でなかなか難しかったことというのもありますので、そういうことも踏まえて授業を中心に学校

の在り方を考えていくと。 

  教育委員会としても、それだけ大きいことを変えていきますので、きちっと伴走して、神戸の

子供たちが本当に自信を持って楽しい学校生活が送れるように努力したいなと、そのように思い

ます。 

○副主査（やのこうじ） 大変共感する答弁、ありがとうございました。 

  次に、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにおける大会運営費用と教員の関与についてでございます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの大会運営に当たりましては、競技経験のある教員の協力なしには成立

しない種目も多いと考えております。 

  こうした場合、スタッフ人件費をはじめとする大会運営にかかる費用をどのように見込んでお

られるのか、また文化スポーツ局との連携はどのように進めていくのか、見解を伺います。 

○下條教育委員会事務局部長 子供たちが大会など目標を持って活動するということは非常に重要

なことであると認識してございます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後においても、これまで教職員が中心となって運営されてきた大会

を代替する大会の構築については必要であるというふうに考えてございます。 

  委員御指摘のとおり、移行期においては、種目によって競技経験のある教職員の協力なしに円

滑な大会運営は難しいものと考えてございます。そのため、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの移行期間に

おいては、これまでと同様に教員が一定運営に関わることで子供たちが目標を見失うことなく大

会等が継続開催できるようにしていきたいと考えてございます。 

  また、教員以外の人材の確保であるとか、引き続き教員が関わる場合も含めて、持続可能な大

会運営方法を検討する中で、スタッフ人件費とか大会運営にどれほどの費用を要するのか、そう

いったことを精査していく必要があると認識してございます。 

  今年度、文化スポーツ局においてＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ移行後を見据えた大会の運営組織です

とか支援の在り方について種目ごとに調査・検討が行われておりまして、その中でしっかりと連

携していきながら対応を進めていきたいと考えてございます。 

○副主査（やのこうじ） 下條部長からも教育長からも、議会でも、答弁の中で移行期という言葉

が出てまいりました。移行期ですから、やっぱり緩やかな対応をしていただいて、ええ加減で、

ええあんばいでやっていただけたらなと思います。 

  そして、いっぱいいろいろ調整しなあかんことも出てくると思いますけども、それはもうすぐ

対応して改善して、よりよい制度につなげていただきたいなと思います。 

  次に、小・中学校の体育館の空調整備についてでございます。 

  体育館は、教育活動に加え、地域利用や避難所の役割も持つ重要な施設であります。本市は、



－41－ 

令和元年度から全国に先駆けて部分空調を整備してきたことを高く評価しております。しかしな

がら、近年の猛暑には十分対応できず、全く効かないという声も届いております。全体空調には

多額の費用が必要でありますが、国も交付金を支援しておることから、これを活用いたしまして

早急に全体空調へと移行すべきと考えますが、見解を伺います。 

○有原教育委員会事務局部長 小・中学校の体育館の空調でございます。 

  御紹介いただきましたように、令和元年度から５か年で全校全ての体育館に空調を整備してお

りますが、当時、他都市でも事例がなかったということもございます。体育館全体を冷やすとい

う発想ではなく、冷気に当たって、その部分を冷やしていこうということで部分空調ということ

で各校一律４台の空調を整備しているというところでございます。 

  ただ、昨今の異常高温の状況の中で、空調が効かない、体育館が暑い、使えないというお声は

たくさんいただいております。能力の増強の必要性というところは我々もしっかりと考えている

ところでございます。 

  また、御紹介いただきましたように、そういう状況を踏まえて、国のほうも動きがありまして、

令和６年度に学校体育館の空調整備、今、全国的にも実施しておるのが２割ほどの学校体育館と

いうことになりますけれども、それを増やしていこうということで、空調設備の臨時特例交付金

という新しい補助の制度というのを設けまして、これを利用して各自治体のほうで整備を進めて

いこうというところで、空調整備の計画を行っている自治体が今増えているところというところ

でございます。 

  費用に加えて技術的な課題も幾つかあるかなということで我々も考えておりまして、やはり体

育館のような大きな空間を冷やすということになると、空調機の能力をどうしていくのか、ある

いは熱源をどうしていくのか、あるいは体育館の建物の断熱化をどういうふうに行っていくのか

というようなところもしっかりと考えていく必要があろうかなというふうに思います。 

  最近、他都市での事例というのも増えてございますので、そうした他都市の事例なども参考に

しながら、本市においてこれからどういうふうに進めていくのかというところ、これからしっか

りと。ただ、時間的には余裕はないかというふうに思っておりますので、できるだけ早く具体的

に検討を進めていきたいというふうに思ってございます。 

  以上でございます。 

○副主査（やのこうじ） この質問のきっかけは、夏休みに中学校の先生からちょっとこういう写

真が届きました。これ、右のほうが、朝から生徒来る前に体育館を冷やしてるんですということ

で、神戸市は家庭用のエアコンにちょっと扇風機を回してるんだけども、隣は明石です。明石市

のほうは、大きな業務用的なやつが体育館のピロティーのところについてると。 

  その次に届いたのがこの写真です。温度計ですね。明石のほうは25度、これは注意の範囲です

けども、残念ながら神戸市のほうは32度で、あと３度で運動は原則禁止の35度に突入してしまう

という、これぐらいの温度差があるということがあったので、今回質問をさせていただきました。 

  もう異常高温は、来年収まることはないと思います。地球温暖化の関係でどんどん上がってい

くでしょうし、以前にも学校の給食室のエアコンをお願いしたときに、当初は、長田教育長から

10年かかるという回答でしたけども、頑張ってくださって３年で全部ついたというふうになって

います。 

  以前にも有原部長からも答弁いただきましたけども、教職員の更衣室の件ですよね。こちらの

ほうも、整備率が６割ということなんですけれども、更衣室等の改修等に合わせて少しずつでは



－42－ 

あるが整備を進めているという回答をいただきましたけども、少しずつではちょっと、エアコン

に関しては全力で交付金とかを活用しながら引き続きちょっと頑張っていただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、トイレの洋式化の改修についてでございます。 

  家庭や公共施設では洋式が主流ですが、学校ではいまだ約３割が和式でございます。衛生面や

臭いの課題から、子供が利用を避け、健康への悪影響も指摘をされているところです。本市でも

整備が進んでいることは重々承知しておりますが、学校によっては和式が多いところも残ってお

ります。現時点での洋式化率と今後の計画を伺いたいと思います。 

○有原教育委員会事務局部長 小・中学校のトイレの洋式化率ということでございます。 

  御紹介いただきましたように、全国的には平均で68.3％が洋式トイレということですので、約

３割が和式が残っているというのは御指摘のとおりかというふうに思います。 

  本市のトイレの洋式化率ですけども、令和６年度末の時点で89.6％ということになっておりま

した。他都市よりも高い数字ということでございますが、学校ごとに見ますと他都市の７割を下

回っている学校がまだ20幾つあるということもございますので、割合が低い学校から順次整備を

進めているところでございます。 

  また、できるだけ多くの学校、早く整備を進めていきたいということで工夫も行ってございま

して、今、大規模改修工事ということで外壁や屋根の大きな改修を毎年20校ペースで行っている

んですけれども、工期を工夫する中で同時にトイレの改修なども行ってございます。 

  そうしたことで、毎年、約25校ずつぐらい、トイレの整備を今進めているというところでござ

います。今年度末には洋式化率が92％まで上がるかなということで見込んでおります。残る和式

のトイレが約1,000基ございますので、残りの1,000基につきましても来年度以降は積極的に整備

を進めまして、洋式化率100％の早期体制に向けて取り組んでまいりたいというふうに思ってご

ざいます。 

○副主査（やのこうじ） まず、感謝の言葉がひとつ抜けてました。多目的トイレですね。難病連

の団体の方とかからも、やっぱり多目的のトイレは各学校に１つは欲しいんだというお声を受け

て、今、教育委員会さんも、あと１校だけですか、そんなんで整備を進めていただいているとい

うことは本当にうれしいことだなと思っております。 

  この質問のきっかけは、今、子供さんの御家庭でもうなかなか家が和式というところもござい

ませんし、もしも学校に和式のスペースがあったときに、そこを使えへんのやといったらトイレ

あるのに空いたままになってしまったら本末転倒なので、洋式化を早急に進めていただきたいな

という思いで質問しております。 

  89.6％洋式化ということがありましたけども、今、目標に達していない学校を、ちょっと資料

を拝見しましたら小・中で95校ありました。80％を満たしていない小・中学校は56校、数えたら

ございましたので、その辺もまた早急に、たくさんの子供さんがトイレ使うことが多いですから、

空きスペースが生じないようにやっていただきたいなということと、あとこれはもう前から要望

していますけども、洋式化に加えて暖房便座、特に六甲山小学校なんかは標高が一番高いですし、

あと北区や北神の学校を中心に冬場はかなり便器が冷たくなりますので、あと衛生上、ウォシュ

レットないと嫌やという子もいてるでしょうし、その辺のトイレの多様性も進めていただいて、

お取組をお願いしたいなと思います。 

  続きまして、教室間のインターホン整備についてでございます。 
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  学校内インターホンの機能は、学校ごとに差がございます。例えば緊急時に保健室へ直接連絡

できるか否かで対応の迅速性が変わり、職員室経由では教頭・事務職員等の負担も大きくなって

まいります。令和６年の委員会答弁では、整備率は36.8％とされ、順次整備を進めていることで

したが、現状の整備状況と今後の取組方針を伺います。 

○有原教育委員会事務局部長 教室間で直接連絡ができるインターホン設備の整備率ということで

ございますが、これも令和７年８月末現在で40.7％ということになっております。 

  小学校においては、教室間通話が可能なインターホンというのを標準的な設備ということで今

位置づけておりまして、新築あるいは改築のときには教室間通話ができるタイプのものを設置し

ておるというところでございます。また、既設校のインターホン設備につきましても、全体の改

修・更新を行うタイミングでこちらのほうに切替えを進めているというふうなところでございま

す。 

  一方で、中学校については、インターホンの使い方、あるいは教員の考え方というのが少し小

学校と異なるところがございますので、これまで統一した仕様での整備というのが難しい状況で

ございました。今、中学校において緊急時の連絡手段としてどういった方法が望ましいか、学校

も含めて今検討を行っているところでございます。 

  幾つかの中学校ではまだインターホンがついていないという状況もございますので、全体とし

ましては、まずインターホンが未設置の中学校について優先的にどうしていくかというところを

考えていきたいというふうに思ってございますし、小学校につきましても、直接教室間で連絡が

できるインターホンへの切替えというのを順次進めてまいりまして、緊急連絡が必要な状況に備

えてまいりたいというふうに考えております。 

○副主査（やのこうじ） 工事の際にはインターホン切替えしてくださっているということは承知

しておるんですけども、小学校のほうがたまたま未設置がゼロ校という実情があって、私が勤め

た学校は全て教室対職員室の分だったんですね。 

  だから、教室間通話で勤めておられた先生が異動したときに、職員室しかつながらなかったら、

これはかなり不便を感じるんじゃないかなと思いますし、私も26年担任していた中で低学年にな

るほど担任が予想しないような嘔吐をしたりとか、思わぬ不慮の事故をしたりとか、そんなこと

が多かったなというのを今振り返っているので、そんなときにすぐ保健室に直通でつながったら

ありがたいですし、中学生だったら、ちょっと言うたら生徒さんも賢いですからばっと動きます

けど、なかなか小学校１年生入ってきたところでそんな動けることもないし、若い先生方が増え

てるので、とっさの対応ができるのかなということもありますので、その辺は、今、病院なんか

はモバイルを持ってるところもありますけども、何が一番適しているのかということも検討を入

れながら進めていただけたらなと思います。 

  続きまして、学習用パソコンの更新についてであります。 

  児童・生徒の１人１台のパソコンは、令和８年３月に更新を迎えます。新端末への期待は大変

大きいのですが、３から４月の繁忙期に更新が重なることで学校現場が混乱するおそれが予想さ

れます。特にＩＣＴ担当の教員の負担が懸念をされます。教育委員会として円滑な移行のために

どのような対応を取るのか、伺いたいと思います。 

○山出教育委員会事務局副局長 学習用パソコンの更新でございますが、その時期につきましては、

先ほど御指摘ございましたように、リース期限がまず令和８年２月でリースの更新が難しいこと

と、延長が難しいことと、年度途中に端末や機材が、教材が替わることの影響があるなどから、
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令和８年３月に更新することとしてございます。 

  その更新に当たりましては、もちろん学校現場の教員の皆様の意見も踏まえた上で、堅牢性が

高く、直感的な操作が可能な学習用タブレットを、今度はｉＰａｄを新たに導入するという方向

で進めております。 

  その更新に伴いまして、ソフトウエアであるとかカメラの機動性が速く、高性能になったり、

それから劣化に強く、連続稼働時間が長いバッテリーを搭載するなど、機能性の向上というのを

見込んでございます。 

  また、授業支援ソフトのほうもスクールタクトというものを採用いたしまして、リアルタイム

で児童・生徒の状況を共有できるようになるなど、より一層個別最適な学びと協働的な学びの一

体的な充実、これを進めるために充実した機材にしていきたいというふうに考えてございます。 

  ただ、おっしゃるとおり、導入の時期、忙しい時期になろうかと思います。その忙しい時期も

踏まえて、そうでなくてもそうなんですが、学習用タブレットへの更新という時点でまず導入マ

ニュアル、こちらはきっちりと整備してまいる上で、さらに研修の充実、それから導入時に希望

される学校に対しては希望校へＩＣＴ支援員のほうを、また派遣を考えております。 

  そのほかに、ヘルプデスクのほうも体制の強化をさせようとも思ってございます。 

  また、学習用タブレットに関する特設サイトのほうを設けまして、よくある質問などの情報を

随時更新していくなど、大切な情報といいますか、必要な情報にすぐアプローチできたり、必要

な支援にできる体制を整えようというふうに考えてございます。 

  あと、教員が新しい端末に慣れていただく時間の確保も必要かと思っています。十分な準備時

間、配付のための準備時間もございます。そういった十分な時間を確保できるように、配付のス

ケジュールの前倒しの調整を今、事業者のほうと行っております。 

  早ければですけれども、令和７年12月頃、できれば年内に教員にはお渡しできるようなスケジ

ュール調整を今調整しているところでありまして、いずれにしましても年内無理だったとしても

早い段階でお渡しして、教員の皆さんに先に慣れていただく、配付の準備も早めに進めていただ

くという体制を取っていきたいと考えてございます。 

  御指摘のとおり、受験とか新入学の準備で物すごい忙しい時期というのは、正直我々もそう思

っております。トラブルの発生を未然に防ぎまして現場の教員への負担を極力少なくできるよう、

事務局としても頑張ってまいりたいと思います。 

○副主査（やのこうじ） 新端末に替わることは大いに歓迎ですけども、時期が３月・４月という

のは、私も一番忙しかったのは３月・４月と認識しております。 

  特にその時期は、１年間のまとめと、そして次の新年度の１年間のいろいろ計画とか準備が連

日続くものですから、そんなときにＩＣＴ支援員というのは専属で配属されておりませんので、

兼務するわけですよね。兼務する先生というのは、やっぱりＩＣＴ堪能な方が多くて、もう全然

分からん人はできませんので、どうしてもその先生にダブル以上の負担がかかってくるというこ

とです。 

  ですから、先ほど答弁ありましたけども、ＩＣＴ支援員も考えているということでしたので、

希望する学校にはできるだけ速やかな移行が終わるまでの間はＩＣＴ支援員をつけていただいた

り、あとよくある質問なんかも設けていただいたら、それで解決したらそれが一番よろしいです

からね。 

  あと、ヘルプデスクですよね。昔、ＫＩＩＦが導入されたときに、ＫＩＩＦがつながらへんと
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いって、待ってる間キフるという言葉がはやったんですけども、そんなことがないようにヘルプ

デスクもしっかりつながるような体制もお願いして、スムーズに移行できるように、強く要望さ

せていただきます。よろしくお願いします。 

  次に、フリースクール等に通う児童・生徒への支援についてでございます。 

  兵庫県は、フリースクールに通う不登校児童・生徒への月額１万円補助制度を設け、県内各地

で導入が進む中、神戸市はいまだ対象外とされております。同じ施設に通っても市によって支援

の有無が分かれる現状に保護者から切実な声が届いております。県に対象化を求めるとともに、

神戸市独自の補助制度を設けるべきと考えますが、見解を伺います。 

○竹森教育委員会事務局長 フリースクールに関する支援ということで御答弁申し上げます。 

  近年増加が続きます不登校児童・生徒のための学び場の確保でありますとか居場所づくり、非

常に重要と考えてございます。 

  私どもとしましても、令和６年度に全小・中学校に校内サポートルームを設置したりですとか、

今年度は４月に学びの多様化学校みらいポートを開設いたしました。様々な施策を展開している

ところでございます。 

  その中で、フリースクールでございますけれども、やはり学校以外の多様な教育機会の場の１

つということで、重要な役割を担っていると私どもも認識してございます。 

  そのため、教育委員会としましても、教職員による施設訪問ですとか、通っている児童・生徒

の出席認定、それからフリースクール関係者と連絡会・情報交換会等を実施しておりまして、フ

リースクールと連携を図りながら、不登校児童・生徒、それから保護者への支援に取り組んでお

るところでございます。 

  御指摘の兵庫県における補助制度でございます。私どもも、これ、なぜ神戸市が対象外となっ

ているのか不思議で仕方がないところでして、対象外となる理由はないと思ってございますので、

県とはこれまでも話はしてきておりますけども、引き続き協議をしていきたいと思ってございま

す。 

  ただ、現状としまして、近隣市でフリースクールへの補助制度が開始されていると、そういっ

たところで、同じフリースクールに通っていても児童・生徒の居住地によって経済的支援に今違

いが生じているということは、これはもう事実でございますので、この件につきましては、神戸

市としましても大きな課題と認識してございます。 

  現在、市内の不登校児童・生徒の状況を把握するために、不登校児童・生徒とその保護者、そ

れからフリースクール等の団体・施設を対象としましてアンケート調査を実施しているところで

ございます。そういったところで、その調査結果も踏まえまして、今後、不登校支援施策全体の

中で効果的な支援策を検討していきたいと考えてございます。 

○副主査（やのこうじ） この制度は、実は１万円となってますけども、兵庫県が5,000円、残り

の5,000円は各市町村が受け持つ制度になっているために、物すごく県下的に進んでいるわけで

はないということは承知をしております。 

  しかしながら、先ほど対象外という言葉がありましたけども、高校の通学費ですよね。県立高

校、神戸市内の県立高校を守るために、通学費を兵庫県は一銭も出さずに神戸市が負担をしてい

るという実情があります。本会議のほうでも、例えば私、東灘区で、御影の高校生が芦屋に行っ

たときには交通費が出ない、同じ神戸市やのに何でやねんという声がいっぱい届きました。それ

がたまたま市会報告にちょっと載ったら、垂水の保護者かって実は垂水や西区から明石へ行く生
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徒もおるんやというような、何とかならんのかという声が届くぐらい反響がございまして、同じ

ような何でやねんという思いがあると思いますので、今調査をしてくださっているということで

すから、それをしっかり精査していただいて、やはり負担になっているのは間違いないですので、

いい制度につなげていっていただきたいなと強く要望させていただきます。 

  最後に、７番、外国人児童・生徒への支援についてでございます。 

  外国人児童・生徒は全国的に急増しておりまして、本市でも令和７年５月時点で742人と、５

年間で62％の増となっております。 

  教育委員会は、こども日本語サポートセンターや日本語ひろば、翻訳ツール導入などに取り組

んでおられますが、現場からは日本語指導教員や支援員、機器の不足を指摘する声も届いており

ます。現状の課題に対する認識と今後の見通しについて伺います。 

○田尾教育次長 外国人児童・生徒への支援につきまして御答弁申し上げます。 

  まず、日本語指導といたしましては、新たに渡日した子供たちを対象にいたしまして、こども

日本語サポートセンターで拠点型初期日本語教室を実施しております。その後に、各学校で受講

できるオンライン教室でありますとか、日本語指導員による学校訪問など、できるだけ早く日本

語を通じて学校生活になじむことができるよう、段階的・継続的な支援を行っているところでご

ざいます。 

  あわせて、渡日してから間もなくは学校生活を送る上でのきめ細やかな支援も必要でございま

して、母語で児童・生徒をサポートするランゲージ支援員の配置とともに、支援員が不在時であ

っても対応できますよう、令和６年度より翻訳ツールを導入しているところでございます。 

  理事より御指摘がありました日本語指導教員やランゲージ支援員、翻訳ツールについてさらに

配置を求める声があることは私どもとしても承知をしております。 

  日本語指導教員につきましては、配置数に限りはあるものの、日本語指導を要する児童・生徒

が在籍する学校のうち、優先度に応じて現在配置をしているところでございます。 

  また、学校では、できるだけ日本語で学校生活を送ることを基本としつつも、先ほども申し上

げましたけれども、渡日してからの一定期間におきましては、やはり手厚い支援が必要なため、

基準を設けましてランゲージ支援や翻訳ツールを配置しているところでございますが、今年度か

らは、渡日の初期―― 初期といいますのは、１か月から２か月目を私どもは考えておりますけれ

ども、そういった子供たちに対しての支援の拡充といたしまして、支援員の派遣回数や時間を見

直したところでございます。 

  今後も外国人児童・生徒等の状況や学校の実情も的確に把握をしながら、丁寧な支援に努めて

まいりたいというふうに思っております。 

○副主査（やのこうじ） 私の友人が大阪から神戸に来た方がいてるんですけども、その方の奥様

が外国籍の方で、子供さんが日本語がしゃべられないものですから、神戸に来たら、もう本当に

こども日本語サポートセンターであったり支援員であったりね、もうこんな手厚い対応してくだ

さって、本当に神戸ってすごいということ言っていただいて、僕がやったんじゃないけどうれし

いなと思ったことを思い出しました。 

  ちょっと手元に、今年のちょっと現場からの声いただいてるんですけども、中央区の小学校は、

外国籍の児童が増えていて、今22人に対して１人の担当が頑張っていますと。全く日本語が話せ

ない児童とか保護者が増えて困っております。それから東灘区のある小学校、日本語指導の必要

な児童が年々増えてきてます。年度途中でもたくさん増えてきて、学級担任は兼務もしているた
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めゆとりもなく、人員を増やしてほしいです。また全く日本語の話せない子供がクラスに来て、

子供も先生も大変苦労しております。母語支援員を増やすことであったり、ポケトークｆｏｒス

クールを増やすなど、何とかやっていただけないですかねっていう声が届いておりますので、そ

の辺もまた早急にですね、後でまた言いますので、お支えをいただきたいなと思います。 

  最後、もう教育委員会に対して、全体に対してちょっと言いたいんですけど、福本教育長は現

場の校長先生されていたということで、特に僕うれしいなと思ったのは、入試の後に卒業式を動

かされたということがあったりとか、自動採点の導入であったり、私も１回３年前やったかな、

中学校に寄せていただいて、習熟度のクラスの参観をさせていただきました。もう子供たちが分

かるわ、よう分かるわって、目きらきらしててですね、普通、中学校の学校の公開とかに行った

ら、研究会とかに行ったら、もう寝てる生徒がおったりとか、とろんとしている子がおったり、

３つぐらい席、もう休んでる子がおったりとかが当たり前なんですけども、習熟度学級に関しま

しては、もう子供がきらきらしてて、その後、校長室でお話ししたこともつい昨日のことのよう

に思い出しますけども、やはり教育長おっしゃったように、子供が主役の学び、チルドレンファ

ーストという観点で、その観点でですね、やっぱり今大きな問題の１つとしてＫＯＢＥ◆ＫＡＴ

ＳＵの取組があると思います。もう先を見越した先手の取組は、やっぱり必要でありますし、何

か物事をやろうというときは絶対それは失敗もあると思うんですけども、でもその失敗を糧にで

すね、やっぱり乗り越えていただいて、最終的には未来を担う神戸の子供たちに返ってくるとい

うことです。保護者の方にも初めはいろいろちょっと心配もあったけども、よう先手でやってく

れたなということになると思います。また、神戸のこの取組っていうのは、全国が見ております

し、もう時代の流れ的に、もう部活動の地域移行はもう避けては通れない道でございますので、

いろいろな、もうこれどないなってるのや、あないなってるのやというお声が届いていると思い

ますけども、そこは１つ１つ改善をしていかれて、何とかいい制度にしていって、神戸の教育を、

チーム、事務局で支えていっていただきたいなと思います。 

  引き続きしっかりと応援させていただきますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○主査（徳山敏子） 次に、平井委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（平井真千子） よろしくお願いいたします。 

  まず、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについて、何点かお聞きをしていきたいと思いますが、ＫＯＢＥ

◆ＫＡＴＳＵについては、私たちの会派から、これまで何度も子供本位の取組になるようにとい

うことで、議論を行ってまいりました。 

  ただ、私自身の、この間の実感といたしましては、子供本位というのは、大事だなっていうの

を改めて思うのと同時にですね、地域展開をしたら子供本位ではなくなるっていうような論調は

ちょっと極端になっているんではないかなという違和感も同時に持ってまいりました。 

  特にそのことを言っているのは、私たち40代・50代の親世代がそういう実感かなと思うんです

けれども、私たち子供の数が多くて、先生方もたくさんいらっしゃって、そして授業以上に熱心

に部活動の指導に取り組む先生方がたくさんいて、そんなことがよしとされてきた、そういう時

代に中学生だった人間っていうのは、部活動を通じて得難い体験をしてきたという方が非常に多

いですので、そういう世代が特に部活動がなくなるなんてという反応してきたと思います。 

  しかし、現実に今子供が減って、既に廃部も多くなっている。もともとからですね、学校によ

って、例えばグラウンドの広さとか設備の制約もありますし、また人数の問題も学校によって本
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当に偏在は今までもあったわけですから、活動の機会っていうのは、部活動であっても、これま

でも平等ではなかったと思いますし、選び放題というわけでもなかった。そして、費用が負担に

なっていたことは今までにもありました。 

  さらに言えばですね、部活動が手放しにすばらしかった人ばかりではなかったと。このこと、

さっき教育長御自身もね、部活動がみんながよかったわけではないと、私自身もちょっとそうい

う思いもあります。部活動の中で、指導する先生との、その先生の方の言動にですね、私自身も

ちょっと苦しんだような経験もありますし、でもそういうこともあった中で、みんなで部活動に

参加・不参加のどっちがいいかなということ、メリット・デメリットを考えながら、自分に合っ

た活動を選んできたという、それが現実だと思いますので、この現実っていうことをですね、し

っかりとベースにしながら議論を進めていきたいなと思っております。 

  ちょっと前置き長くなってるんですけれども、それとこの間私も感じてきましたのが、ＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵについて、地域でも先生方から説明を聞いたり、議論する場が設けられておりま

した。それがよかったなと思ってます。その中で先生の生のお声ということも、今まで聞けなか

ったようなこともお聞きをできました。 

  これまで部活動が教員にとって長時間労働という面で負担になっているということもさること

ながら、自分が経験したことのない競技の指導するというのがすごく負担であったというような

声も聞きました。 

  大会運営にも加わらないといけないので、そのためにルールの勉強からしないといけない。審

判をするっていうのもミスジャッジしたら、もう周りからの目とかもすごく厳しい中で、非常に

精神的に負担であったというようなこともお聞きをしてきました。 

  また、体育会系の先生が文化部を指導するということはあまりなくて、逆は割とあるっていう

のも聞いているんですけれども、それも運動が苦手で文化系の特技で生きてきたっていう人から

したら、すごく運動部の先生やらされるなんて、もう本当に苦痛だったということも聞いており

ますので、子供本位ということはいいんですけれども、こうした先生方の現実ということを無視

してていいのかと言いますと、結局はその代償として、その先生方の過労であったり、そこから

退職とか、成り手不足とか、結局社会でですね、子供たちのほうでその代償を払っていくことに

なっておりますので、このことがしっかりと知られるようになったっていうのは、本当に改革の

成果じゃないかと思っております。 

  長くなりましたけれども、そうしたことの上で、でもやっぱり部活動のいいところというのは

残していきたいと思いますし、子供たちにもいい経験をさせていきたいと思っておりますので、

その推進について、お聞きをしていきたいと思います。 

  先日の代表質疑におきまして、活動場所までの移動についての課題ですとか、経済的な支援に

ついて質疑を行いまして、今後さらなる検討を行う旨の答弁をいただいたところであります。経

済的な負担の在り方などを検討する上で、まず、そもそも現在の部活動とは何なのかお尋ねをい

たします。 

  部活動とは教育活動なのか、教育外の活動なのか、また学習指導要領などにどのように位置づ

けられているのかなど、その定義を教えていただきたいのと、部活動の地域展開後はどのような

扱いになるのか、特に習い事との違いについてお聞きをいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 まず、部活動の定義でございます。 

  今の部活動ですけれども、これ学習指導要領にはですね、生徒の自主的、自発的な参加によっ
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て行われる教育課程外の活動ということにされてます。 

  ただ、学校教育の一環としまして、教育課程との連携が、関連が図られるよう留意することと

いうふうに位置づけられてございます。 

  これが地域展開後どうなるのかということでございますけれども、今年５月のこの国の有識者

会議の最終取りまとめにおきましては、地域展開後―― これ国のほうでは地域クラブ活動と言わ

れておりますが、これ学校部活動が担ってきた教育的意義を継承、発展させつつ、新たな価値を

創出する、こういったことが重要ということで、学校外の活動ではあるものの、この地域クラブ

活動と学校との連携が大切ということとされてございます。 

  学習指導要領上どう位置づけられるかということにつきましては、まだ現時点決まっておりま

せんでして、次期改定に向けて検討が行われるということでございます。 

  習い事との違いということですけれども、これ国において明確に示されているわけではござい

ませんでして、この地域展開後の活動につきましては、まず１つには、その学校部活動が担って

きた教育的意義を継承・発展させる活動であること。それからもう１つが、先ほども申し上げま

したように、学校との連携が大切になると、この２つにおいて一般的な習い事とは違うものでは

ないかということで認識してございます。 

  そういったことで、神戸市におきましても、これまでの部活動の役割、先ほどもおっしゃって

いただきましたが、子供が文化・スポーツに親しむ機会ですとか、豊かな人間関係を築くという

ことで、そういった役割を踏まえまして、時代の変化に対応した形でＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開

始に向けた取組を進めてございます。 

  活動主体になるクラブにもですね、そういった趣旨について十分理解いただいて、指導者の配

置ですとか研修の受講ですとか、一定の要件を満たしていただいた上で活動いただくということ

にしてございます。 

○分科員（平井真千子） おっしゃるようにですね、やっぱり国のほうでＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵっ

ていうのが習い事とどう違う―― ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵじゃないですね、部活動の地域展開とい

うことの位置づけっていうのが少し曖昧なのかなと私も感じております。 

  その体験格差があったらいけないので、財政支援もしなければいけないというような議論をす

るときにですね、私もだからどこまでその体験ということが確保されなければならないのかって

いうので、もう少し何ていうか筋が通った議論をしたいなという気持ちがございます。 

  例えば高校の選抜にどのように関わってくるのかとか、そういう点なんかもちょっとよく分か

らないなと思っておりますので、こうした点が今後詰められていけばいいなとは思っております

が、でもあくまでもやっぱり学校との連携がある活動ということで、習い事とは違うものであろ

うという筋で、今後も議論を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  それと次に、熊本市との比較のことでちょっとお聞きをいたします。 

  部活動の地域展開をめぐりましては、同じ政令指定都市である熊本市では、学校部活動を継続

するとして、令和９年度から教員を含めた指導者に報酬を支払って拠点校部活動等を推進する新

しい学校部活動にすることを発表しております。部活動はやめないという打ち出しであるため、

神戸市においても、そちらの方針を採用すべきではないかという声も聞こえてまいります。熊本

は部活動を残すのに、神戸はなぜ部活動をやめるのかという、都市によって全く方向性が違う取

組をしているかのように聞こえる発信もありまして、そもそも、熊本方式のことをきちんと理解
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して発言されているのかもちょっとよく分からない、そういう主張が多いと感じております。 

  全国で地域展開をする中で、他の自治体がどうなのかという情報は非常に少ない。そんな中で

ＳＮＳなどで誤った情報が拡散され、市民や保護者の不安をあおるような事態にならないかと危

惧をしております。 

  そこで伺いますが、そもそも熊本市の新しい学校部活動とはどのようなもので、ＫＯＢＥ◆Ｋ

ＡＴＳＵとどの部分が同じで、何が違うのかお伺いをしたいと思います。 

○福本教育長 部活動の地域移行、地域展開については、今、議論いただいておりますように大き

な変革でございます。そうしましてですね、熊本市にかかわらず、どの市町でもそれぞれの地域

の情勢に合わせて進めるようにと、文科省も指導しているところでありまして、市町によっては

様々なアプローチの違いが見られているところではございますが、ただですね、どの市町も最終

的には大きく形は変わらないものになると私は認識しております。 

  具体的な例でいきますと、例えば、熊本市の取組について詳細を把握しているわけではありま

せんが、これまで担当同士で情報交換したり、今発表されているホームページの情報から判断を

するわけですが、例えば、熊本市も少子化・小規模化で、その種目に関してはもう学校単位で維

持は難しいと。それで合同化や拠点化は避けられないということで約70％にすると―― 今ある部

活動の数を70％にすると、そのように表明してますので、当然子供によっては、自分の学校にな

ければ指定された学校に行くわけで、そこはもう学校間の移動があるというのは、全く神戸市が

今やろうとしてることと一緒でございます。 

  次に、教員の参画ですが、これも熊本市は兼職兼業で行うと発表しておりますので、兼職兼業

で行うということであれば、当然、勤務時間との区別を明確にする必要があり、教員の参画につ

いては勤務時間外に参加になると考えられます。 

  人材確保のために報酬の話も出ておりますが、時給についても、今現在全国で同じように外部

指導員に払っている報酬と同額程度でございますので、それをたちまちその報酬で仕事をすると

かそういうようなものでもありません。さらに保護者の負担ですが、これも受益者負担というこ

とで、本市と同様程度の―― 本市の場合は平均でその値段ということですけど、熊本市は一定に

その値段でいくらしいですが、今の段階では、ほぼ受益者負担で同じような負担ということにな

りますので、生徒の側から見ればですね、取り組みたい種目がなければ他校に行かなくてはいけ

ないし、指導者も教員であること、教員ではない人が指導するケースも多くなってくると。参加

のお金も一定必要だということでは、ほとんど同じじゃないかなと思っております。 

  地域移行（地域展開）についてはですね、もともと全国的に共通する課題で、これなかなか難

しい課題ですけど、みんな共通してるんですね、少子化や、教員の働き方改革や、社会情勢や、

子供の価値観、保護者の価値観、ニーズの変化っていうこういうものに対応していってやってお

りますので、先ほども申しましたように、アプローチとか入り口が若干違ってもですね、最終的

には同様の取組になるとそのように考えております。 

○分科員（平井真千子） ありがとうございます。よく分かりました。 

  ホームページとか見ても分かるんですけれども、やっぱり熊本市のやり方でも、活動の種類の

確保、数の確保には限界があるということですし、保護者の負担も相応に生じるということで、

やはりその神戸の保護者が課題に感じていることと同じだろうなというふうには思ってますので、

神戸は神戸のやり方で、その課題に向き合っていくということでよいのだと考えております。 

  ただですね、両者の最大の違いが、熊本市が部活動として学校が引き続き責任を負うというこ
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とに対しまして、神戸市では、学校外の活動となり、市ではなく、各クラブが責任を負うという

ところが一番違うのかなと思います。部活動を引き継ぐＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの活動について、

一概に各クラブの責任とするのではなく、教育委員会が一定程度責任を持つことで、子供や保護

者の不安感を払拭できるのではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 おっしゃいますように、熊本市では学校部活動を継続するということ

ですので、活動における責任は市が負うものと認識してございます。神戸市では一義的な責任と

いうことになりますと、それぞれのコベカツクラブが負うということになってまいります。です

ので、私どもも各コベカツクラブには教育委員会が指定する研修をしっかり、毎年全スタッフに

受けていただくということ、それからスタッフですとか参加者には保険に加入をいただくという

こと、それから万が一その救急搬送等が行われるような事故等が発生した場合には、教育委員会

に報告することということで義務づけをしてございます。 

  ただ、御指摘のとおり、このＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの開始に伴いまして、この運営主体が変わ

るということで、生徒や保護者が不安を感じられるというのはもうごもっともでございます。 

  ですので、私どもとしましても、この生徒や保護者等からの相談窓口としまして、安心・安全

ホットラインをもう既に設置をしているところでございますけども、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵが始

まった後も、この各クラブの活動内容に関しまして相談があった場合には、教育委員会としまし

て現地確認ですとか、指導等の対応を行っていきたいと考えてございます。 

  生徒や保護者の皆さんに少しでも安心してもらえるように、教育委員会としましても、必要な

指導・助言を行いながら、コベカツクラブが適切に運営されるよう、しっかり取り組んでまいり

たいと考えてございます。 

○分科員（平井真千子） もうこの問題もですね、これまでもさんざんやり取りをしてきた中で、

道筋は見えてるのかなというふうには思いますけれども、もちろんだからコベカツクラブにも一

定の責任を持ってもらうけれども、でも、そこからいろいろ報告も上がってきたら当然もう学校

で対応は生じていくわけですから、学校じゃなくてコベカツクラブに責任があるという言い方を

しないでですね、コベカツクラブに責任があるけれども、学校にも責任があるということを明確

にしていけば、保護者の不安も解消されていくのではないかと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

  そしてですね、来年９月の活動開始に向けて、４月頃から生徒に対してコベカツクラブへの参

加募集を開始するとのことですが、クラブを選ぶ際に、学校はどのように関与をするのか。特に

初年度については丁寧に関与すべきと考えますが、お伺いをいたします。 

  また、活動開始後も、学校とコベカツクラブが十分連携をし、情報共有を図るなど、学校が積

極的に関与していくことが求められると考えますが、併せてお伺いいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 特にやっぱりこの移行期において影響が大きい、今現在中学１年生―

― この生徒と保護者への丁寧な説明と支援は大切だと考えてございます。各学校におきまして、

身近な教員が丁寧に説明することができますように、２次募集の結果を踏まえた地域ごとの状況

も含めまして、教員への発信を一層強化していきたいと考えてございます。 

  実際の生徒のコベカツクラブへの参加募集ということになりますと、来年の４月以降に予定し

ているところでございますけれども、それに先立ちまして、個々のコベカツクラブの活動内容の

詳細、これにつきましては来年１月頃から公表していきたいと考えてございます。これに合わせ

まして、各中学校において在籍校、それから近隣校のコベカツクラブの登録状況を生徒に紹介す
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る機会を設けるですとか、それから個別の生徒の相談に応じるといったことで、丁寧に対応して

いきたいと考えてございます。 

  学年保護者会ですとか、それから今の小学６年生の保護者を対象にした入学説明会、そのよう

な場でも、正確な情報をお伝えできるよう取り組んでいきたいと考えてございます。 

  生徒や保護者が安心して活動に参加できる環境を整えていきたいと考えてございます。 

○分科員（平井真千子） 学校でもその活動についてきちんと説明ができるように取り組んでいく

という御答弁でしたので、少し安心をいたしました。具体的にやはり活動が来年９月に始まって

いく中で、どのような募集があって、生徒もどのように選んでいくっていう、その具体的な手続

のところがなかなかまだ見えにくいので、そこで当然、来年であれば既に部活動入っている子も

いる中で、その後の活動しようとかいうことを先生に相談するでしょうし、再来年入学する子っ

ていうのも、やっぱり入学前からその情報に接したいなと思うときに、やっぱり先生しか相談す

る先がないでしょうし、そこで先生方がちょっとよう説明しないということではなと思ってたん

ですけれども、今の御答弁の方針の中でそういう細部をこれから詰めていかれますようによろし

くお願いをいたします。 

  次に、費用負担の課題についてお伺いをいたします。 

  指導者の人件費が生じることによる会費負担、また公共交通を利用する場合の交通費の負担に

ついて不安の声がございますが、財政的な支援については今後考えていきたいということなんで

すけれども、特に交通費につきましては、できるだけ発生しないように近くで活動を確保するこ

とにより解決するのが望ましいと考えております。 

  西北神では学校間の距離が遠く、そしてそもそも公共交通もない地域もございます。現状近く

で活動が確保できていない郊外エリアにおいても、第３次募集でしっかりと解消していけるのか

お伺いいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 私どもとしましても、現在の部活動における主要な種目、これにつき

ましては、生徒が在籍する学校、またはその自転車で移動できる範囲の近隣校で活動を選択でき

ますよう、活動団体の確保に取り組んでございます。第２次募集を終えまして、一定のめどが立

ちつつございますけども、ただ一部の地域でまだ不足する活動がございますので、３次募集にお

いてはさらにきめ細かく調整を行っていきたいと考えてございます。 

  ただ、どうしても西北神の一部の学校につきましては、学校間の距離が遠くて、また公共交通

機関での移動も難しい状況ということは、私どもとしましても課題と認識してございます。参加

機会の確保が生じることのないよう、その辺りのきめ細かな対策についてもしっかり検討してい

きたいと考えてございます。 

○分科員（平井真千子） ありがとうございます。やはり財政的な支援といってもちょっと大変な

ことではありますので、できるだけやっぱりおっしゃるように、徒歩と自転車ということを基本

に、できるようにお金を出しても公共交通がない地域っていうのももちろんあるわけですから、

やはり、近くでの活動ということを基本で進めていただければと思います。 

  最後に教員の勤務校でのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについてです。 

  以前、教員の勤務校でＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵはしないという方針について見直すべきと質問を

いたしましたところ、その業務との混同を避けるための一定の線引きであり、過渡期においては

柔軟に対応するという答弁でありました。また、先日の本会議でも他会派からも質疑がございま

したけれども、３次募集においては、過渡期において柔軟に対応するというような答弁でありま
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した。 

  しかし本来、その過渡期かどうかっていうことにかかわらずですね、やはり業務時間外のこと

に関して、その制約を設けるっていうのがおかしいんではないかと、その業務との混同がないよ

うに労務管理、勤怠管理をしっかり行うべきでありまして、勤務校での活動を希望する教員につ

いては柔軟な働き方の推進という観点からも認めるべきではないでしょうか。 

  私が申しておりますのは、あくまでもですね、ぜひ勤務校で活動をしてくださいと言っている

のではなくて、いろいろ希望の中で勤務校で活動したいという教員が仮におられたときに、それ

をわざわざ制約しないでほしいという観点ですので、改めて見解をお伺いいたします。 

○竹森教育委員会事務局長 この勤務校での活動の一定の線引きでございますけれども、まず議員

おっしゃる、その労務管理の面でございますけど、これにつきましては、教員の勤務時間外の活

動ですとか、柔軟な働き方に関して何らかの制約を課すようなものではございません。 

  フレックスタイム制度の活用も含めて、希望する教員にはライフスタイルに応じて積極的に参

画してもらいたいと考えてございます。 

  その業務との混同ということで私ども申し上げておりますけれども、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに

つきましては、やはり学校の活動ではないということで、こういったことを申し上げておりまし

て、これどういうことかと申しますと、これまでの部活動につきましては、これは学校教育の一

環でございましたので、当然ながら顧問の教員としましては、生徒の学習ですとか生活面、そう

いったものも含めて必要な指導を行うということで、一教員として関わってきてございます。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにつきましてはこの希望する教員が兼職兼業の許可を得て教員という立

場を離れてコベカツクラブの一指導者として関わることになってまいります。 

  １つのそのコベカツクラブに様々な学校の生徒が、１つのクラブの中で活動するということが

想定される中で、その教員と特定の生徒がその学校生活での関わりを前提として活動するという

ことが、なかなかこれほかの生徒、保護者も含めまして、必ずしもよい効果をもたらさないとい

うことを私ども懸念してございます。また、これも今まで申し上げておりますように、教員には

人事異動がありますので、継続的、安定的に従事できるかどうか考慮して参画してもらうことを

基本としてございます。 

  ただ、３次募集も含めまして、過渡期においては、この学校の実情を考慮して柔軟に対応して

いきたいと考えてございますので、今後も教員が希望やライフスタイルに応じて参画しやすいよ

うに取り組んでいきたいと考えてございます。 

○分科員（平井真千子） もうずっと柔軟に対応していただけたらいいなというふうに思っており

ます。本当に繰り返しになりますけど、私もあくまでね、勤務校でやらなあかんとか、それとか

退勤後で業務の混同が曖昧になってもそれぐらい業務の範囲内やからやれとか、そういうことを

言いたいわけではなくてですね、逆にやっぱりちゃんと混同なく勤怠管理が行われるホワイト職

場に近づいてほしいなと。せっかくこれだけのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵっていう劇的な改革をする

んですから、これを機会にですね、やはり働き方改革をきっちり詰めていってほしいなという気

持ちで申し上げておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  ちょっと時間が押しているのであと１問だけ、夏休みの運動機会の確保についてお伺いをした

いと思います。 

  兵庫県ではこの夏ですね、６月から熱中症警戒アラートが58回も発令をされまして、このよう

な猛暑の中で子供が外で遊ぶことは非常に難しく、特に夏休みの期間はずっと家の中で過ごすこ



－54－ 

とになりまして、運動不足になることがもう親としては非常に悩みでございます。 

  このような夏が今後も続くとすると、子供の体力低下ということが非常に社会問題になるんで

はないかと思っております。夏休みの運動の機会としては、夏休みのプール開放事業も行ってお

りますけれども、なかなか予約が取れにくいという現実もございます。 

  そこでやっぱり夏休みにおいても子供たちが体を動かして遊べる場所を確保する、何らかの検

討が必要ではないかと考えております。 

  文化スポーツ局の審査におきまして、大野委員がこの問題について質疑をいたしましたところ、

市の体育施設の開放を検討するという前向きな答弁がございました。しかし、やっぱり体育館と

かを日を設けて開放したとしても、やはり一般の方の予約もある施設ですと、かなり限られた機

会になってしまうんではないかなと思いますので、ぜひ教育委員会におきましても、学校の体育

館を開放できる場所として検討いただきたいと思っております。 

  本日の審査におきましても、やの委員から体育館の空調整備を早くっていうことで質疑があり

まして、でも少しずつというような答弁であったんですけれども、そもそもやっぱり空調整備で

涼しい体育館ということにしないと、私が言っていることも全く実現可能性がないというか意味

がないことなんですけれども、この辺の見解についてお伺いをいたします。 

○田中教育委員会事務局部長 長期休業中に小学校の体育館を開放して、運動の機会を確保すると

いうことは大変重要なことだと考えております。今現在もこども家庭局所管のことでありますが、

のびのびひろばですとか、学童保育での利用が広がっておるんですけれども、安全を確保しなが

ら見守りする人材を確保することですとか、先ほどの環境面とか、そういったところには一定の

課題はあるかなと認識しておりますが、市長部局、それから地域団体と協力・連携の上、何とか

体育館など学校施設を積極的に開放して、子供の運動の機会を拡充していくっていうことに取り

組んでまいりたいと思っております。 

○分科員（平井真千子） ありがとうございます。本当に学校以外でもですね、先ほど出ましたよ

うな体育館であるとか、また神戸市が持ってる公園に何か涼しい日陰をつくるような手段はない

のかとか、もういろんな部局でいろんな手段を考えていかないといけないと思いますので、ぜひ

教育委員会も一緒になって取り組んでいただきますように、よろしくお願いをいたします。 

  以上で終わります。 

○主査（徳山敏子） ありがとうございます。 

  次に、松本しゅうじ委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（松本しゅうじ） それでは数点お伺いをいたします。 

  まず最初に、中学校の修学旅行におけます平和学習についてお伺いをしたいと思います。 

  昨今は国際情勢不安定というところで、ロシア・ウクライナの侵攻をはじめ、我々は極東アジ

アの中の竹島問題もありますし、その他北朝鮮のミサイルとか尖閣諸島周辺の中国の圧力等々、

本当にその先の台湾有事まで皆さんいろんな報道がされております。実はそんな状況下において

ですね、未来を担う子供たちが、過去の歴史から学び日本という国に愛着を持って平和の価値を

自らの言葉で語れるようになることは、教育の大きな使命であると考えています。 

  そこで中学校の修学旅行は、生徒たちにとって教室を離れて、多様な価値観や歴史に触れる貴

重な学びの場であり、その中で平和の尊さを実感し、戦争の悲惨さ、これらを自らの目で見ると、

そうした平和学習の要素をより積極的に取り入れていくべきと考えています。 

  そこで昨今、特攻隊に関する映画が話題となっています。鹿児島県の知覧特攻平和会館では、
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第二次世界大戦末期に若くして命を落とした特攻隊員たちの遺書や写真、当時の状況が展示され

ております。そこで、なぜ彼らは命をささげなければならなかったのか、戦争とは何か、平和と

は何かといった問いに生徒自身が向き合うことができることと、それからこうした学びがですね、

単なる歴史の知識っていうだけでなくて、命の重みや人間の尊厳、そして現代社会における平和

の意味を深く考える、そういう契機になると、記憶に残るという、そんな大事なことになるんだ

ろうと思っています。 

  そこで、本市の学校では令和５年は２校、令和６年度も２校、そして今年度は唯一港島学園、

後期課程が６月に知覧に行かれました。特攻平和会館を観覧したと伺っておりますので、校長さ

んはじめ関係教員の皆さん方がですね、子供たちのためにすばらしい判断をされているなと、僕

は本当に素直に感謝申し上げたいとこう思っております。 

  また、知覧のある鹿児島には、神戸空港を通じて容易にアクセスできる環境にあります。教育

委員会としても、修学旅行について、鹿児島県知覧での平和学習を積極的に推奨すべきと考えて

おりますが、見解をお伺いいたします。 

○田尾教育次長 修学旅行における平和学習について御答弁申し上げます。 

  まず修学旅行の目的地の決定でございますけれども、生徒や保護者の意見も聞きながら教育効

果を最大限の条件として学校のほうで設定をしております。この教育的効果、教育性の観点で平

和学習をテーマにする学校は非常にたくさんございまして、中学校ではもとより社会科において

第二次世界大戦における沖縄戦であるとか、原爆投下、それから世界の地域紛争などを学んでお

りまして、この学びをさらに深める目的で、修学旅行において今年であれば30校以上の学校が沖

縄ですとか九州など、関連施設を訪問している状況にございます。 

  特に委員から御紹介いただきました鹿児島の知覧特攻平和会館のようにですね、戦争の悲惨さ

を展示物から学んで、平和の尊さを実感することができる。そして平和、戦争とは何かといった

問いに、子供たちが向き合うことができる大変学び深い場所であるというふうに認識をしており

まして、世界のこの情勢を鑑みますと、将来の社会を担う子供たちにとって、平和学習は非常に

重要な学習テーマだというふうに私どもも考えております。 

  修学旅行の目的を決定するのは学校ではございますけれども、知覧をはじめ平和学習に資する

ような場所について、教育委員会事務局から各学校へ情報提供するというのは言うまでもありま

せんし、また修学旅行に限らず学校教育全体の中で中学生が平和について学習し、主体的に考え

る機会を今後も充実させてまいりたいと考えております。 

○分科員（松本しゅうじ） ありがとうございます。それでですね、私、最近の令和７年度の中学

校修学旅行という行き先のことで見ますと、関東地方は45校ということで、そのうち東京ディズ

ニーリゾートいうのは41校と、神戸にとっては中学校は80校と分校は４つでしたかね、その中で

半分がディズニーリゾートでええのかと。沖縄も大変大きな地上戦でありましたし、私も島田叡

さんの記念碑を造るなどしながらですね、この神戸で最初の沖縄県知事としてね、命をかけてい

ったという思い、県民もよくそのことを感謝しておられます。 

  そんなことも含めて、戦争だからどうだこうだでなくて、歴史の勉強、近代史の勉強、それを

担った上での子供たちが大きく育っていってもらいたいという。そしてアジアを含めて国際化の

中でちゃんと発言ができて、立派な子供たちに育ってもらいたいという思いからですから、言い

たいことは、ディズニーリゾートです―― に行くぐらい知覧なり沖縄なり、広島なり行くべきで

はないかと、この辺りもっと誘導してもらいたいと思うが、どうですか。 



－56－ 

○田尾教育次長 おっしゃることは本当に非常によく理解をできまして、誘導というのはなかなか

ちょっと難しい点もあるかとは思いますけれども、やはり、ディズニーランドが一概にそこに行

った、それは１日、確かに行ってはいるんですけれども、それ以外にもですね、関東に行った場

合に東京大空襲の爪痕の見学であったりとか、あと関東大震災の記念館ですね、とか第五福竜丸

の展示館など、そういったところにも併せて、何かそういうテーマパークのようなところと平和

学習なり、歴史の学習なりというようなことを抱き合わせて、必ず何かを学習しているという状

況でございます。 

  ただ、委員がおっしゃいますとおり、やはり戦争ということ、あるいは知覧といったものにつ

きましては非常に特別なものというふうにも考えますので、そういったところをもう一度教育的

効果、学校におきまして一体３年間を通して学習するテーマとして、何に一番重きを置いて修学

旅行でその集大成とするのかというようなことは、もう一度改めて考えていくようにしたいと考

えます。 

○分科員（松本しゅうじ） 頑張って私の言うたような方向で、子供たちはこの日本におってです

ね、隣から、北朝鮮から、ロシアのことまで言いませんけれども、でもウクライナから避難され

た方々がこの神戸市内にもたくさんおられるわけですよね。そんなことを身近に感じている子供

たちなので、それを実感するっていうことにおいてはとっても大事なんで、今この時期なんです

ね。本当に特にですね、私も二度訪問して二度とも涙しましたけれども、あの映画でですね、

「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」ということ、御覧になったとは思いますが、そこ

で女子高生と特攻隊の恋の話なんですが、本当に特攻という戦争悲劇の中で若者が苦悩や葛藤、

家族の思い、年端もいかないというかね、何の経験もあんまり持たなくてもそういう思いを持っ

てという時代のことを実感して、今の平和が何であるかというのを身にしみて、豊かな日本があ

るということを気づいてもらいたいと思うんです。 

  そんなことばかり言っていますと時間がたってしまいますけれども、実はこの映画が2023年だ

ったんですね。今度2026年ですか、来年、この続編がまた映画化されるんです。ですからそれに

合わせてね、神戸のできるだけ多くの中学校の卒業の修学旅行についてはね、そういったタイミ

ングも合っていますんでね、ちょうど予算化するのにもええかなと、そんなふうに思ったりいた

しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  これは要望でございます。 

  次にですね、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵについて、これについてはもうたくさんの方がおっしゃっ

ておられますんで、ただ私のほうはですね、長年学童とか少年のいろんな組織の中で頑張ってき

ましたんで、あらゆるところに顔を出すんで、そのときにいつも言われることもあって、当局の

言ってることも分かります。リトルの方々もいろんな思いを持っておられます。ただ、学校でや

ってた軟式野球っていうのは、やっぱりお金の問題がいっぱい出ましたけれど、どこまで対応し

てくれるのかなという思いも、期待もする一方で、私は中学校の時代を部活で頑張って、それ以

降大学やプロにつながると、言わば基礎づくりの時代なので、この中学時代を抜きに高校からい

きなり野球をやろうということはないわけでございまして、上手な子はリトルに行ったりいろん

なこともしますが、それも親の負担も含めてでありますが、そういうことで多くは野球をやりた

いと思う全員の生徒にですね、きちんとチャンスは与えてあげてほしいと、有意義な中学校生活

を送ってもらいたいと、これが私の本当の切なる思いなんです。 

  しかし、現在軟式野球で登録した37のコベカツクラブ、これ本当に野球をやりたいと思う生徒
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全員が受け入れられるのかなと懸念を感じております。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにおいては子供た

ちの選択の幅を広げるということでですね、生徒は市内全域のクラブに参加可能であるというこ

とは、裏返すと各クラブにとっても市内全域の生徒が参加対象なんですね。そうなると、コベカ

ツクラブの中には、指導者がうまい生徒だけを集めて選抜チームをつくると、それ以外の生徒の

入部を断るチームが出てくることも想定されます。軟式野球をしたいけどどこのクラブにも入部

できないと、そういう生徒が出てくる可能性があるんではないかと心配をしておりますが、教育

委員会としてはこのような事態に対して、どのように対処をして、生徒をフォローするつもりな

のか。例えば各クラブに希望者全員を受け入れる縛りを設けること―― できるかどうか分かりま

せんが、各クラブへの参加対象範囲について言えばですね、今神戸市全部でありますけれども、

例えば区ごとに設定するというようなことをすると、先ほどの議論あったように自転車や徒歩で

という拠点校的なもののもう少し幅の広いことになるのかな、そういったものの一定のゾーンで

制約することが考えられると思うんですが、教育委員会の御見解をお伺いいたします。 

○福本教育長 議員におかれましては、少年野球と本当に子供たちの健全育成にありがとうござい

ます。 

  野球にかかわらずですね、部活動でその種目に出会いですね、その後高校や大学や社会人にな

ってもというケースは本当に多いと思ってます。私もそのど真ん中で育ってきましたので、よく

理解しているところでございます。 

  これももう出ているお話なので繰り返しで申し訳ないんですけど、やはり、何が問題かといい

ますと、やっぱり現在の部活動の活動状況、これも御存じかもしれませんが、やっぱりガイドラ

イン等や熱中症の対策や、それから下校時間の徹底等で、今やっぱり部活動、例えば野球でした

ら、さあ準備するぞって準備したらもう終わりみたいなんがありましてですね、それであと野球

でしたら、グラウンドですからサッカーとか陸上がありましたら、もう１時間も練習しない中で

ですね、バッティングもしない、できない、そんな状況。私、コロナ禍が明けて、部活動が正常

化したときぐらいがちょうど校長の退職やったんですけど、やっぱり学校のグラウンドでしみじ

みと見詰めてましてですね、本当にサッカーもそうでしたけど、野球ももう練習してない、でき

ないんですね。それはなぜかいうたら、子供たちが悪いわけじゃなくて、我々大人がですね―― 

これは私ら学校の人間もそうです、責任を回避したいので、ありとあらゆるガイドライン―― 制

約をつくって、気がついてみたら、子供たちいつ練習してんのってなってしまったんですね。こ

れはＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの移行に関して、私の思いもあるんですけど、これ大阪や京都がやる

のを待ってたらいいと思うんですよ、はっきり言いまして。でもそれを待ってたら、子供たちが

できないと思ってるから、我々ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵに取り組んでるんであって、そういう状況

下の中で、やっぱりしっかりとこの野球をしたい子は野球ができる環境をつくりたいという思い

で、このＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵという取組にさせていただいてます。 

  先ほど37という御指摘ありましたので、ここについては、３次募集でもう少し増やしてはいき

たいと思うんですが、今神戸市にある中学校の部活動、野球はほとんどありますので、80弱ある

んですけど、その中でももう10校ぐらいは９人そろわなくて連合なんですね。しかも学校の中で

紅白試合なんかできない学校はまだ20、30あるわけなんですね、部員数。そういう中で、やはり

子供たちができるだけ伸び伸びと、ただし、今の学校ですぐできる利便性はないけれども工夫を

してというのと、もう１つ、やはり教員も頑張ってます。これは私、堂々と言えますが、やはり

経験豊富な指導者が野球に関しておられますので、そういう方々の力を借りてやっていきたいと。
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37という数字なので、これは３次募集においてもう少しきめ細かく募集をかけていきたいと思っ

てます。 

  先ほど御指摘いただきましたように、その安全管理とかそういうのはもう当然なんですけども、

やっぱり選抜チームをつくるとか、その不合理な参加拒否、これについては我々としてはしっか

り指導して、そういう形にはならないようにしたいと思います。とにかくコンセプトは、生徒た

ちがやりたいことを実現させてやりたい。思いっ切り野球をさせてやりたいということですので、

ここは教育委員会としてしっかり管理していきたいと思います。 

  今後も少年野球を運営されている方々にまだまだ呼びかけをさせていただいて、子供たちが思

い切りバットを振りたいんだと、思い切り走りたいんだと、グラウンドの広さで常時練習ができ

るような―― 少しでもですね、そういう形をつくっていけたらと、そのように考えます。 

○分科員（松本しゅうじ） ありがとうございます。例えば須磨区内で、今、４つの中学校で登録

されています。その同区内の中学生が新たに入部したいと言ったときに、そのクラブの皆さん方

が受け入れてくれるのかどうか、これがとても心配なんですね。また中体連での大会ですね、こ

れトーナメント大会ですから―― 今年は市の総合体育大会の優勝は鷹匠でございましたけれども、

神戸市代表で行くんですけどね、こういうようなことが実力を試すには非常にいい場面でありま

すし、中体連の先生方とも仲よくしてるんですが、そういったところでですね、大会はどんなふ

うにするんかなというのはちょっと分かりませんで、今登録したチームだけを寄せ集めてやるの

か、今までやったら教育長がおっしゃった80校ほぼありましたようなところが、合流しながらチ

ーム構成つくっていったんでございますけど、そういうのはどうなるんかなというのをまたそれ

をちょっとお尋ねしておきたいのと、あとは費用負担の話はもう学校外や学校内や過渡期におい

てはこうだという議論がありましたから、いいようにしてもらいたいと思うんですが、入会する

ためにやっぱり会費は3,000円とか4,000円とかクラブによって違うんですね。そんな家庭によっ

ては負担増になるんで、そのためにその道を断念するというかね、そのお子さんはかわいそうや

なと思いながら、これが非行化でも走らんかなというぐらい大変心配してるんですが、そういっ

たところで大きな不満が出ると危惧しておりますが、この点についてもですね、改めてお伺いし

たいと思います。 

  時間があんまり限られているんで、簡潔にお願いします。 

○福本教育長 大会につきましてはコベカツクラブが、もう例えば37、40であれば、それが参加し

て行われる大会になろうかと思います。 

○分科員（松本しゅうじ） 登録したチームだけで。 

○福本教育長 基本的にはそうなると思います。 

  学校が、中体連主催でクラブチームの参加がもう認められておりますので、そういう県とか近

畿につながる場合は、そういうところの許可を得て登録したチームが参加ということで、コベカ

ツクラブの中には、野球のその試合を目指さないところも出てくるかもしれません、考え方とし

て。ただ、子供たちが出たいんだというようなことになれば、またそこは当然、基本としては学

校のクラブであったものの大体、部のところがありますので、ちゃんと中体連というか組織、参

加資格を得て参加していただくことになろうと思います。 

  あと保護者負担の点については、これについてはもう野球に限らずですけども、しっかりと

我々として今ちょうど来年度に向けて考えておりますので、それによって種目を諦めるというこ

とはないように、そして今、部活動でかかっている費用とかも全部鑑みながら、超過することの
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ないように考えていきたいなと、そのように考えております。 

○分科員（松本しゅうじ） ありがとうございます。あとね、同じ須磨区内で。 

○主査（徳山敏子） すみません、挙手願います。 

○分科員（松本しゅうじ） いやいや、今、質問したことの中身が、区内の子供たちはそこに入れ

るかどうか。 

○福本教育長 先ほど少しちょっと言いましたですけど、絶対に入りたいという子供を拒むという

ことはないようにしてもらうと、そういうことで考えておりますので、大丈夫です。 

○分科員（松本しゅうじ） それは要するにもう縛りに入っているということやね。 

  向こうが断るような指導者がおらんということで理解してええですか。もし断ったら、何かこ

れはみたいなことあるんでしょうか。 

○福本教育長 子供がやりたいものを選ぶということですので、そういう縛りになるかどうか分か

りませんが、入部拒否ということのないように指導していきたいと思います。 

○分科員（松本しゅうじ） ありがとうございます。ちょっと安心しましたわ。 

  その辺りが今までの学校の先生方に言うことと、民間の方がリーダーとしてクラブをつくって

いる人とのこの温度差というのがある、それから性格もある、それから好き嫌いもある、いろん

なこのマイナスも考えなきゃいけないもんで、その辺りをしっかりと見ておいてもらいたいと。

学校別やということではないというふうに、改めて先ほどの議論から理解しましたので、ぜひし

っかりと見ていてほしいなと思います。 

  それでは時間がありませんので、次に英語教育の推進についてお伺いをしたいと思います。 

  近年のグローバル化が急速に進む中で、単語は単なる教科の１つではないと、子供たちの将来

の選択肢を広げる重要なスキルとなっていますが、日本の英語力は国際的な比較において依然と

して低水準です。英語による実践的なコミュニケーション能力の育成がますます重要となってい

ますが、特に対話の中心となる聞くこと、話すことの力は、将来の国際社会において活躍するた

めの基盤です。 

  学校教育においても重点的に取り組むべき課題ですが、文科省の英会話能力強化にＡＩの活用

など、2025年度から約320校をモデル校に指定しています。文科省の学習指導要領では、中学校

卒業時には、英検３級相当以上、60％以上にする目標を上げています。 

  現在、本市の英語教育はどのレベルで卒業しているのかお伺いします。また、本市の子供たち

が将来世界で活躍できる力を身につけるためには、教育委員会として現状をどのように評価し、

今後どのような改善策を検討されているのか、具体的な方針をお示しいただきたいと存じます。 

○田尾教育次長 まず、中学校の英語教育についての御質問かと思います。 

  まず中学校がどのレベルで卒業しているのかというところでございますけれども、令和６年度

の英語教育実施状況調査におきましては、本市の結果は、このＣＥＦＲ Ａ１レベル―― 英検３

級レベルが56.6％、これ２年生の調査でございます、２年生の秋の調査でございますので、そこ

から１年少し、また力をつけて卒業しているものというふうに考えております。ですので、卒業

時点でどの程度の人数かというのはちょっと掌握はしておりません。 

  そして、今後の英語教育―― 現在の英語教育ですけれども、本市におきましては学習指導要領

には定められていない小学校１～２年生からＡＬＴとの英語活動を始めておりまして、低学年の

段階から生きた英語に触れる機会を設けているところでございます。 

  時間はささやかではございますけれども、外国に触れる楽しさというものを味わうよい時間と
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なっているというふうに考えております。 

  また、授業外におきましても、学校にＡＬＴのチームを派遣いたしまして、１日たっぷり英語

の対話に浸ることができるような体験のプログラムを実施拡大をしておりまして、日頃身につけ

た英語力を発揮する機会の充実を図っているところでございます。 

  さらに、今年度からコロナ禍以降中止をしておりましたブリスベンとの中学生相互派遣交流を

再開したところでございます。 

  また、英語教育の内容の問い直しですけれども、６年度実施の４技能試験の結果におきまして、

発信技能に課題が見られたということから、今年度より新たな取組といたしまして、指導主事を

全校に派遣をいたしまして、具体的な授業改善アドバイスをすることで英語コミュニケーション

がより活性化する授業への転換を、現在、図っているところでございます。 

  委員には、以前からずっと英語教育のほうにつきましては、いろいろ御示唆をいただいており

まして、コミュニケーションに重きを置いた授業改善と、そしてこの体験プログラムの充実を両

輪に進めまして、いつも御指摘いただいております世界で活躍できる実践的コミュニケーション

能力の育成に一層努めてまいりたいというふうに考えております。 

○分科員（松本しゅうじ） ありがとうございます。神戸市は56.6％ということで、達成が60％以

上ということになってますから、全国よりもまた聞いたら、ちょっと上ですよと聞いているんで、

さらに頑張ってほしいと思うんでありますが、やはりそれを教える英語の先生ですね、これも英

検準１級相当以上ということになっていますが、これはもう60％以上達成してもらいたいんやけ

ど56.5％やというふうに聞いていますから、まだまだ未達成ですから、先ほどの英語の指導主事

さんですか―― がさらに子供を教える側の人たちの教育をしっかりとやってもらいたいと、そ

れでないと子供たちは育ちませんので。 

  でね、一番心配するのはね、やっぱり世界の英語能力指数ランキングでいくとですね、いまだ

にその111か国中日本は80位と、アジアのランキングでも24か国中14位やと、このレベルではな

かなかまだまだ活躍する人はちょっと難しいなと、一部の人に限られてしまうなという懸念をし

ておりますが、何か英語の習得をするには2,000時間から3,000時間かかるんですってね。そこか

らすると今の学習指導要領は350時間と、もう乖離も甚だしいと、こういう状態でございまして、

隣の中国では週に４回、韓国では週に３回と、そういうこま数から言っても全然遅れていると。

これは神戸市独自で、文科省の学習指導要領に合わなきゃいけないんですか。特別に神戸市はさ

らに付け足してこういうことをやっていくんだというようなことができるのか、できへんのか。

この授業時間不足の解決ですね。これ改めてお聞きします。 

○田尾教育次長 現時点におきましても文科省のほうに特例校の認定を申し出ることによりまして、

英語の授業時数を増やすということは不可能ではございません。ただ、子供たちの負担にならな

いように、最終的にはやはりどこかの教科の時数を減じてということになってしまいますので、

そこの是非については慎重に取り扱うべきなのかなというふうに考えております。 

  また今後、次期学習指導要領は、調整授業時数というようなことを検討されておりまして、各

学校単位で各教科の授業時数を少し調整するようなことが可能になるというようなことも検討さ

れています。今後、神戸市といたしましては、そういったことでどんな工夫ができるのかってい

うことを、国の動向も注視しながら、現在も研究をしているところでございます。 

○分科員（松本しゅうじ） どんどん時間がなくなってまいりましたが、国の動向を見ている暇は

ありませんので、特例校の申請、自分たちの力がなければ国会にしっかりともっともっと積極的
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に動くなりですね、政令市の中で統一した見解を出すなり、いろんなことをして、さらに頑張っ

てもらいたいということを強く要望しておきたいと思います。 

  次に、国際交流の拡充―― これはですね、国際都市神戸なんで、姉妹都市等との相互派遣交流、

さらにもっと多くの子供たちに行かせてもらいたいということを要望だけしておきたいと思いま

す。 

  最後の学校給食におけるオーガニック食材の使用について―― これについては本会議で申し上

げましたんで、教育長もお答えいただきました。また、副市長からも、また市長からもいろんな

形でアドバイスもいただいたりしておりますけれども、やはりこの一番大事なのは、日本は世界

でも有数の農薬使用大国だということ、あんまり皆さん御存じない。中国の次に日本か、その次

が韓国か、その３つが大体上位３国に入っておるんで、これらを子供たちが意識をしてこれから

育っていくことと、学校給食でいろんな農薬もかかったりなんかしても、人体に影響のないよう

な範囲でちゃんとしていただいておりますけれども、やはりそういう意識を持って、オーガニッ

クの給食用のところでしかこの議論を―― 今日は教育委員会なんでそこで申し上げるんですが、

これらをしっかりとですね、意義や大切さというこというものをちゃんと体得してもらいたいと

いうための試験的なものをいっぱいやってもらいたいというのが、私の狙いなんですね。 

  何も全部学校給食で一律に出せなんていうのは、あほ―― ちょっと失言いたしましたが、そん

なことはちょっと言っておりませんで、だからそれを各学年がね、地元の地産地消でもあったり、

そういったオーガニック食材っていうのはこうやと、有機はこんなもんやということを皆学んで

ほしい、そのための給食にしてもらいたいということを申し上げているわけで、これ経済観光の

農水課のほうにも言わなあかん話でありますけれども、これから国も2050年まで、有機農業の全

体の耕地面積を25％に拡大すると、ＫＯＢＥオーガニック推進協議会の目的に合致した学校給食

にされますように強く強く要望して、給食の量や質ではなくて、その教育だということ、食育だ

ということを意識して、これからも取り組んでほしいということを要望して終わります。 

○主査（徳山敏子） 委員の皆様に申し上げます。 

  この際、約20分間休憩いたします。 

  午後３時25分より再開いたします。 

   （午後３時４分休憩） 

 

   （午後３時25分再開） 

○主査（徳山敏子） ただいまから決算特別委員会第３分科会を再開いたします。 

  休憩前に引き続き、教育委員会に対する質疑を続行いたします。 

  なお、岡田委員の発言の前に、当局より発言の申出がございましたので、少しお時間をいただ

きたいと思います。 

○田尾教育次長 お時間を頂戴いたします。私が申し上げた答弁の、１点訂正をさせていただきた

いと思います。 

  先ほど松本しゅうじ委員への答弁申し上げました英語教育の件でございますけれども、文科省

が実施しております英語教育実施状況調査、中学生に対して英検３級レベルの子供たちが何人い

るかのその調査でございますけれども、私、答弁の中で対象生徒を中学校２年生と申し上げまし

たけれども、中学校３年生でございました。中学校３年生の１２月レベルでの数字を御報告をし、

その段階で56.6％の子供たちが英検３級レベルに達しているということでございました。 
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  おわびをし訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○主査（徳山敏子） それでは、どうぞ、岡田委員。 

○分科員（岡田ゆうじ） 何か私に問題があったのかなと思ったんですが、前の発言の訂正だった

わけですね。ほっとしました。 

  今日はですね、地域とこの教育行政、教育委員会との関係ということにですね、随分今日１日

聞いてて議論が交わされてきたなというふうに思います。 

  もともと教育委員会というのは、レイマンコントロール―― 戦後ですけれども、アメリカのコ

ミュニティ・スクールの考え方を取り入れて、教育委員会の委員は、戦後１回か２回目ぐらいは

地域の選挙で選んでいたぐらいですから、我々市会議員みたいな感じでですね、それぐらい地域

で教育を、学校をつくるということに、当初は強い意気込みがあったわけであります。 

  だけど、もともとこの森有礼のですね、我が国のこの教育体制が始まったのは、やっぱり富国

強兵―― 近代化ですね、国家の、そういうことを目的にしてきました。急に戦後そういう考えが

入ってもですね、やっぱり戦後も、すぐ義務教育費国庫負担制度というものが100％で出ました

よね。だから本来であれば、皆さんは、学校の先生は、本来であればレインマンコントロールの

制度化、コミュニティ・スクールの考え方ではですね、地域のサーバントである、地域住民のサ

ーバントであるべきだったのに、皆さんの給与は、久元市長からでも齋藤知事からでもなくて、

文科省から出てましたから、100％。だから皆さんはどちらかというと地域のサーバントという

よりは、半分国家公務員みたいな立場でずっと来たわけですね。だからそのジレンマ、その矛盾

が今にずっと続いている。 

  だから突然、部活動の地域移行だって言われてもですね、教育委員会の側も対応できないし、

住民の側も、えっ、部活動って学校がやるもんでしょっていうわけです。とんでもない話ですよ

ね。カリキュラムの外にあって、教育課程の外にあることですから、本当は部活動というのは地

域がやるべきことだと思うんです、制度上も。だけど、この戦後の70年、80年の壮大な勘違いで

ですね、学校が全部やってきた。もともとそういう富国強兵の近代化の軍隊教育の歴史が戦後も

続いたんで、いやもう多聞中だけには死んでも負けるなみたいなね、おまえみたいなやつは歌敷

中のこの何部から出てけみたいなね、どちらかというと学校のフラッグを教育委員会のメンツを

保ってやるような部活が多かったわけです。 

  だけど本来は、いやうちの地域はもう地域で、例えば野球部をつくったとしてももう甲子園に

は行かせないよとかね、いやうちの地域はもう男女混合でやるわみたいなね、そういうのが本来

の姿だった。だから地域移行という言葉を出したときに、文科省はすごい反発を食らったんで、

トランスファーという言葉はよくないですねと、やめます、やめます、地域展開っていう言葉に

しますと、これだったら今のこの歴史的な矛盾にも合うだろうという言葉にしたんですけど、私

に言わせれば、本来は地域返還であります。もしくは地域奉還であります。本来、地域が学校を

つくるという大原則を戦後間もなく立てたんだから、本当の学校教育の根幹の部分以外は地域が

やっていかなくちゃいけない。その代わり、学校側も教育委員会側もその精神を、考え方を変え

ないといけない。 

  今、部活動が始まったら学校の先生は参加させません。例えば体育館を使わせてくれますか、

けがしたときにどう責任取るんですか、住民が責任取ってくれるんですか、使わせませんってな

ります。地域に地域にと言いながら、学校は学校で自分たちの部分を開放しないんですね。地域

で学校をつくっているんだったら、学校施設も地域のもんであります。学校の、教育委員会が駄
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目だという権利はないはずであります。体育館は自由に使えないといけないし、学校の先生は自

由に部活動に参加できないといけない。この相反する矛盾がずっと続いているから、このＫＯＢ

Ｅ◆ＫＡＴＳＵの議論もなかなか理解をされないし、それ以外の部分についても、ずっと何て言

うか、神戸市の問題とか、不祥事とか、そういうことの元凶になっているように思います。 

  今日はですね、その中でも、その震災の際のこの地域との関わりについて、まず最初にお伺い

したいんですが、このいざ大震災が起こったときに、例えば能登半島沖なんかは１月１日の元旦

でありました。阪神・淡路大震災も朝早朝でありました。夜中に震災が起こるかもしれない。元

旦に起こるかもしれない。そうなったときに、ふだん学校と防コミとの間のコミュニケーション

がないんですね。 

  さっき言った話、地域とのつながりということについて、まだ欠陥を抱えているからでありま

す。そうしたときに、地域の防コミは、地域としては、いざ震災が起こって学校行こうっていっ

てもどこに鍵があるか分からない。どうやって学校に入っていいか分かんない。用務員さんが24

時間ずっといるわけでもないし、ふだんから例えば学校に先生がいない、地震が起こったら学校

の先生も駆けつけられない状態で、どうやったら学校を使えるのか、どうやったら入れるのか、

そういう情報交換をしたいけど、なかなか防コミに先生も来てくれないし、じゃあむしろ全市統

一で、例えば鍵の開け方、鍵の置き場所、そういったルールを定めておいていただければ、それ

も可能なわけですけども、そういったことも一切ないから、地域の防犯、防コミを預かる立場の

皆さんはそれを非常に苦慮しているんですね。 

  まずその点についてお伺いをしたいと思います。 

○藤井教育委員会事務局副局長 阪神・淡路大震災を契機にいたしまして、自主防災組織でありま

す防災福祉コミュニティ―― 防コミございますけども、地域で防災、それから避難を担う防コミ

と学校との関係っていうのは、十分な連携が重要であるというふうに認識をしております。 

  委員御指摘のとおり、災害が休日に、それから夜間・早朝に発生する場合は十分考えられます

し、想定をしておかなければなりません。 

  避難所の開設につきましては学校の教職員のみならず、この防コミをはじめとする地域住民も

鍵であるとか、避難所の設営に必要な資材の場所を把握しておくということが必要になってまい

ります。今聞いております話、他局でございますけども、危機管理局からの話によりますと、休

日、それから夜間の災害発生時におきまして、地域住民によります迅速な避難所開設に向けまし

て、今年度の秋以降、必要な鍵をまとめて収納できますキーボックス―― こちらを学校の付近、

それからさらには避難所の開設運営に必要な備品を一まとめにした箱ですね、避難所開設キット

―― これを各避難所に設置していく方向というふうに教育委員会は聞いておるところでございま

す。 

  この取組を有効に活用するためにもですね、委員、冒頭からお話をいただいておりますとおり、

学校と地域が連携を密にしましてですね、先ほど申し上げました鍵の保管、それから避難所キッ

トの取扱いについて、十分話合いをしておく必要があるというふうに認識をしております。 

  これらをきっかけにしまして、避難所開設運営につきましても、改めて情報共有がされていく

ものであろうというふうに期待をしておるところでございます。 

  このように、平時から学校と防コミ、地域を含みますこういった両者の関係をですね、顔が見

える関係づくり、地域協働局も巻き込んでということになろうかと思いますけども、教育委員会

としても学校の取組を支援をしていきたいというふうに考えてございます。 
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○分科員（岡田ゆうじ） いざ大震災が起こったときにどの学校に飛び込んだらいいのかっていう、

この１点取ってもですね、意外と地域から見ると学校というのはブラックボックスなんです。そ

んな当たり前のことでも、意外と共有できてませんので、まずそれを指摘をさせていただきまし

た。 

  次に、昨日、こども家庭局の審査があったんで、学童コーナーの不遇について質問をしました。

ある学校では、あんまり学童コーナーが狭いから部屋を１つ増やしてくれと頼んだと。そしたら、

本来の学童コーナーの部屋から随分離れたところをですね、ここが２部屋目と言われたんです。

その間には物置があったり、その間にはそのサポートルームもあったりして、でも空き室もたく

さんあるから、いやそれは調整して、隣同士にしてくれたら、例えば40人、45人をたった２人で

見てるとなったときに、教室が分かれても対応できるって言ったんですね。 

  そしたら学校の先生は、いやそれは自分たちで決められないから、教育委員会に直接やってほ

しいと。だけど、その学童を受けている事業者が教育委員会に直接殴り込んでですね、何とかし

てくれみたいなことはなかなかできないわけであります。 

  もともと学童コーナーというものは、学校のスペースを使ってやるという市の大方針がありま

す。だけど、学校の先生が勝手にね、俺の一存でこことここを使わせてやれやって言えないのも、

気持ちはよく分かるんです。 

  そういうときはやっぱり教育委員会が小まめに地域に下りてきていただいて、こども家庭局に

も言いましたけどね、こども家庭局にも、あんたが前面に出て教育委員会とやれと言ったんです

けども、教育委員会のほうも学校任せ、現場で何とかしてくれじゃなくてですね、教育委員会の

ほうもそうやって地域とのやり取りの中に率先して出てきてほしいと思うわけでありますが、見

解を伺います。 

○有原教育委員会事務局部長 学童の過密、高まる学童事業については、教育委員会としても我が

事として問題意識を持っております。決して現場任せにしておるということではございませんで

して、こども家庭局と同じ答弁になりますけれども、両局間でしっかりと調整をし、学校とも話

をしているというところでございます。 

  子供たちの安全・安心を考えましても、やっぱり学校の中に学童コーナーがあるというのが一

番大事かなというふうに考えております。もう既に73校で78か所の学童保育コーナーをつくって

いるところでございます。基本的には余裕教室、多目的室等を学童コーナーに使っていただいて

いる状況でございますけれども、学校によっては余裕教室がないような状況もございますので、

そういう場合には学校との共同利用という形で、時間帯によっては学校が使っている特別教室を

放課後に学童コーナーとして使っていただくような、ちょっとそんな仕組みも含めて、今、こど

も家庭局のほうと調整しているところでございます。 

  学校にも単なる通知文を流すだけではなくて、個別の学校とこの場所でこうというふうなお話

もちょっと踏み込んだ議論も今させていただいているところでございますので、また個別の学校

のことで問題がございましたら、教育委員会としてもしっかりと関わっていきたいというふうに

思ってございます。 

○分科員（岡田ゆうじ） 個別の学校名を両局に伝えていますので、ちょっとどういう対応してい

ただけるか見守りたいと思います。 

  昨日のこども家庭局の議論の中で、ほかの議員のやり取りだったんですけど、長田教育長は新

しい学校をつくるときに、もうここは学童スペースで取っとくからなと、もう最初からここはこ
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ども家庭局の学童スペースとしてこことここは押さえとくからなみたいな、そういう形で新しい

学校をつくったというエピソードがあって、私はそれを聞いてへーと思いました。長田さんなら

ではですよね。 

  あの人はもともと教育の専門家でも何でもない、市長部局からの出身でしたから、ある意味で

そういう教育委員会独特の、何か壁がないんだなと。教育委員会の人間が自分たちの聖地である

学校の一部に、最初っから他局の、こども家庭局のためのスペースを設けておくっていうのは、

あり得ない発想だと思いますよ。だけど彼はある意味で、そういう立場で教育長になられたんで、

ある意味でそういうことができたのかなというのを、感慨深く聞いていました。 

  ぜひ福本教育長もですね、70年ぶりに学校現場から来られた方でありますし、いかに教育長が

ですね、校長時代、学校の先生時代、地域と交わってこられたかというのは我々知っていますの

で、ぜひそのよさを生かしていただきたいと思います。 

  その流れに乗って最後でありますが、このいぶき明生支援学校の分校がですね、このたび我が

垂水の本多聞に来るということで、我々は本当に大歓迎をしたいと思います。いろいろな事情が

ある中で、やはりどんな方でも、この神戸―― 今回は垂水に来るわけですけども、育って教育を

受けるということについてですね、我々地域ぐるみで歓迎をしたいと思ってます。 

  だけどさっきの話の続きで、教育委員会としても、その支援学校の学生に、ただただ、その学

校内で教育を施すというんじゃなくて、地域の中に受け入れられてこそ、本当の支援学校の教育

だというのを分かってほしいんです。というのは、彼らはその後の人生がある。やがて親が亡く

なって親亡き後の人生を見ていかなくちゃいけないってなったときに、やはり地域で、社会とい

うものはこういうもんなんだということをしっかりと交わってもらわなくちゃいけない。 

  こういう支援学校をつくるとなったときにですね、場所によっては、文化によっては、地域に

よってはお断りだと、こんな物騒だしお断りだと、やめてくれっていうところもあるんです。だ

けど本多聞、垂水は歓迎すると、大歓迎で受け入れるという、今、意向でいるわけですから、ぜ

ひ地域の中で、こういう支援学校というものを、こういう教育というものを進めていくというこ

とをちょっと考えていただきたいと思うんでありますが、見解を伺います。 

○藤井教育委員会事務局副局長 特別支援学校、今のその地域、将来的に地域に出るということで

考えますと、小学部・中学部に比べると高等部ということになろうかと思います。高等部では職

業コースと合わせて社会コース・生活コースというコース制を設けておりまして、地域に出たと

きに、卒業した後にどんな生活が想定されるかとかいうことについては、福祉局の事業なんかを、

主に在籍時から保護者を含めて御説明をさせていただいているところでございます。 

  いずれにしても学校全体で卒業後のことも見据えた指導なり接し方について、学校、教育委員

会共々連携してまいりたいというふうに考えてございます。 

○分科員（岡田ゆうじ） 最後、要望であります。地域の教育の関わりというものの代表例はＰＴ

Ａであります。だけど今氷が解けるよりすごい勢いでＰＴＡっていうのはなくなってますね。だ

けど、ＰＴＡがこれまで半世紀以上の間貯めたお金というのは残っているんです。7,000万以上

だとされてます。ＰＴＡがどんどんどんどんなくなる中で、一部のごく少ない人たちのために巨

額のお金が残っています。これは問題の温床でありますから、ぜひ教育委員会としてもですね、

地域とＰＴＡと相談しながら解決をしていただきたい。終わります。 

○主査（徳山敏子） 次に、香川委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（香川真二） ではよろしくお願いいたします。ちょっと冒頭唐突なんですけど、皆さん
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大化の改新というのを御存じでしょうか。大丈夫ですか。うんうんとうなずかれてますが、私こ

の夏休みにですね、娘に大化の改新って知ってるって聞かれて、分かるよと、それぐらいのこと

はと、645年、中大兄皇子、中臣鎌足、ばばっと答えたんですよ。そしたら、ぽかんとしてて、

何それって言ったんですよ。えって言ったら、大化の改新って政治が悪かったらやられるってい

うことやでって言われて、あー、今教え方違うんかなと思って、僕たちは何か暗記教育を受けて

きてるんで、聞かれたらもう反応的に答えるんですよね、それを。娘がそれを僕に言いたかった

のは、気をつけろよってことかなと思って、分かりました、気をつけますっていうふうに答える、

これが正解なのかなと思ったんですけど、大分教育もですね、私が受けた―― 今48歳ですけど、

30何年前とは随分変わってるんだろうなと思ってます。 

  恐らく、昔みたいにただ単に暗記教育ではなくて、中身をしっかりとね、意味をしっかり教え

ている、本質とかそういったものを教えてるんだろうなと思って、我々もですね、昔受けた教育

のイメージでこうやって皆さんにお伝えするんで、何言ってんのっていうふうな話もあるかもし

れませんけど、そういういろんな要望をですね、皆さんも聞いていただいて、教育に今後も生か

していただけたらなと思いながら、今日の話を皆さん、いろいろ答弁していただくのも聞いてお

りました。 

  本題にちょっと入りたいと思うんですが、先日、議員インターンシップっていうのがありまし

て、それで関西学院大学の学生さんが来られておりまして、いろいろ話をしてみますと、どうも

垂水区の出身だということで、垂水区のどこの中学校だったのって話になったら、桃山台中学っ

て言うんですよ。校長先生はって聞いたら、福本先生でしたって言うんですね。あらっていうこ

とで、福本先生―― 教育長の話をいろいろ聞きながら、その中で私も関心があったのは、当時私

も見学させてもらったのは、習熟度別の授業を見学させてもらったことがあったので、あれは受

けましたかって、習熟度別授業を受けたって聞いたら、私はちょうど受けたかったんだけど、そ

こから何ていうんですかね、外れたというか、受けることができなかったんですけど、すごくい

い取組でしたというふうな感想をいただきました。 

  私も見学させてもらったときにはすごくいい取組をしてるなと思いましたし、何せ授業自体に

活気があったりとか、本当に子供たちが生き生きしている姿を見ていると、こういう授業があっ

てもいいんじゃないかなと思って、その日、見学をさせてもらったんですけど、せっかく教育長

が福本さんになったわけですから、これをぜひともですね、全市展開していただきたいなと思う

んですけど、今後、その予定はあるのかないのか、お聞きしたいと思います。 

○福本教育長 校長時代にいろんなことをですね、教育委員会の指導にもかかわらず逆らってです

ね、勝手なことをした報いが今来たかなとそのように思いますが、習熟度授業については、基本

的には、先ほどもちょっと朝、偶然先ほども話題になったんですけど、子供たちが寝ている子が

多いんですね。寝てるって、そのときの授業の先生が下手じゃないんですよ、もう中学３年生で、

特に積み上げの教科である英語や数学は、分からない子にとったら宇宙の言葉であったり、宇宙

の数式なんですね。なので嫌で仕方がないから前を向いてるけれども、中身は空っぽで、それが

週それぞれ４時間ずつ８時間あるわけです。ややもすれば我々は授業の外で何とか補習とかあん

なんしてあげたらいいやんというのが主流なんですよ。でも僕はそれがちょっと許せなくて、か

わいそうじゃないというか、この子らを何とかしたいなと思ったときに、今のようなやり方をし

て数学と英語、３年生は２つに分けた。ただそれは、数学・英語の先生が倍要るんですよ。倍要

るので、どこの学校もできないわけです。いないので。 
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  なぜできたかというのは複雑なこと言うと時間がないのであれですけど、いろんなことをした

わけです。あまりいいことではないですけど。でやって、何せ分けたらじゃあいいかってそうじ

ゃなくて、議員もいいとこ見ていただいたんですけど、その10人のいわゆるなかなかしんどいよ

っていう子が自ら手を挙げて、その保護者も喜んで、そしてその本来なら寝てた時間がもう活気

のある授業なんですね。その子たちが10人で一生懸命やるわけです。本クラスは例えば英語やっ

たら現在完了みたいなのなってるわけですけど、自分たちはまだｔｈｉｓ ｉｓとかが分からな

いから頑張るんだ、そこにおる先生も一生懸命やってという。そういうやり方っていうのは、先

ほど今日も朝ちょっと自由進度的な学習という話があったんですけど、やはり今もう、画一的な

やり方とか一斉授業の中じゃなくて、そういう教室の中でも分けなくてもですね、今みたいな考

え方っていうのは、どんどんどんどん反映させることは可能なんですね。 

  なので私がやってたからこの立場になって、当然そのポリシーを失ってませんし、とにかく子

供たちのためになることであれば何でもしたいなと思ってますので、やはりそういう授業を今ま

での常識じゃなくて、そういう子供たちのやりたい気持ちを大事にしながらやらせていきたいと

思ってますので、そういう取組に変えていきたい、そのように考えています。 

○分科員（香川真二） いつやっていただけるか言及されませんでしたけど、期待をして待ってい

たいと思います。 

  今日、朝からですね、ちょっと質問のやり取りも見させてもらって教育委員会の方、大分２列

目の方が答えることが多くて、ほかの局とは随分、何か雰囲気違うなと思ったんですけど、これ

も一種の習熟度別授業なのかもしれませんけど、そういう皆さんが経験することでですね、いろ

んな成長が積めているんじゃないかなと思いますので、教育委員会の取組としてすごく何かいい

取組されてるんじゃないかなと思いました。 

  次はですね、昨日世界陸上見てましたら、平野中学校を卒業したディーン元気君が―― 君って

言ってももうあれですね、ディーン元気選手がまだ活躍をされておりまして、私、ちょうど平野

中学校の校区に今住んでいますので、家族で応援してたんですけど、いろいろスポーツとかです

ね、やっぱりそういったものっていうのは、子供たちにもいろんないい影響を与えますし、昨年

はパラ陸上もありまして、子供たちも観戦して、いろんな障害とスポーツっていうところの関係

性で感じるものもあったんかなと思います。 

  私も最近、映画とか芸術とか、そういったところを見るようにしておるんですが、その後です

ね、映画とか演劇とかを見た後はですね、見た方の中でアフタートークっていうのがありまして、

その映画のどの部分に自分が関心があったとか、ここのところの解釈はどういうふうに感じたら

いいんだろうとか、演劇なんてもっと難しくて、その時代背景とかもいろんなことをですね、も

う詳しい方もいろいろ教えてくれるんですよね。そういう何か多様な視点とか、感性―― 多様な

感性みたいなものをすごく吸収できるんですね。 

  １つの作品を通じて話合いをする、その中で自分の意見もちゃんと求められると言わないとい

けないっていうこのね、もう本当にいい学びの場を今与えられているんで、こういったものをぜ

ひ子供たちにもやらせてあげたいなと思ってまして、昔振り返ってみると、小学校で何か映画会

みたいなんで、映画見せてもらったことがあるんですけど、見て終わりとかね。そんなんだった

んですけど、今、子供たちには、今日も話に出てました多様ないろんな学びをさせていきたいと

教育委員会の方針もありますので、そういう芸術文化などを通じてですね、子供たちにいろんな

非日常の体験とか世界観に触れていただくような、そういった機会を持っていただけないかなと
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思っているんですが、いかがでしょうか。 

○西川教育委員会事務局部長 委員御指摘のとおり、文化や芸術でありますとかスポーツなどの分

野における様々な体験は児童・生徒の社会への関心興味を高め、探求や向上心、感性や創造力を

高めることにつながるなどの教育的効果があるものと考えておりまして、教育振興基本計画にお

きましても重点施策の１つとして、体験学習や芸術文化活動の充実を掲げておるところでござい

ます。 

  神戸市内の小・中学校における文化芸術活動におきましては、小学校６年生が劇団四季の皆様

の御招待によるこころの劇場を観賞しましたり、中学校１年生が、本格的な交響楽団の演奏に親

しむわくわくオーケストラの鑑賞などを実施しております。スポーツ分野でもコベルコスティー

ラーズですね、神戸スティーラーズをはじめとしたプロスポーツチームでありますとか、各種ス

ポーツ団体等による出前授業を実施しているところです。 

  また、委員おっしゃいましたパラ陸上の観戦でありますとか、あすチャレ！スクール等の事業

におきまして、パラアスリートの講話、あるいはパラスポーツ体験などにより、日常では味わえ

ない臨場感や熱気を直接感じたり、障害への理解を深める、そんな機会は大変貴重なものである

と考えております。 

  さらに学校運営協議会をはじめとしまして、企業や団体など外部と連携することで、地域と協

働による多様な学びを実践しているほか、今度始まっていきますＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵにおきま

しても、登録いただいた様々な活動の中から、生徒が主体的にやりたいことを選択しまして、地

域の方々と共に活動したり、地域での活動に参加したりすることを通じまして、子供たちの体験

の幅をさらに広げていきたいと考えております。 

○分科員（香川真二） ぜひよろしくお願いいたします。夏休み―― つい先月夏休みということも

あって、私も娘をですね、小学校６年生なんですけど、映画に一緒に誘って連れていったんです

よ、嫌々やったんですけど。ちょっと難しい映画だったっていうのもあるんですけど、隣で２時

間じっとできないんですよ。やっぱりもうそわそわしたり携帯気にしたりとか、そういう、やっ

ぱり慣れてないのかなと思って、この映画館で暗い中で、このスクリーンを見てですね、２時間

どういうんですかね、映画に集中するということが―― 今の子はやっぱりそのテレビとかでも途

中で止めたりとか、やっぱり映画を見ながらね、あと別の日見たりとかっていう感じで、そうい

うふうなのにも慣れてるんだろうなと思って、せっかくの映画の時間２時間っていうのはですね、

もうあの暗い空間の中で最後のエンドスクリーンが上がるまでですね、じっと席に座っておこう

って言って後で話はしたんですけど、そういうちょっとした、どう言うんですかね、マナーとい

うか、そういったものもね、やっぱり一緒に映画を見に行って教えていきたいなというふうに思

ってます。そういうことも含めて、教育委員会の方も気にしていただけたらなと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それとですね、ちょっとお勧め映画１つ、最近ちょっといろいろと映画を見る機会多いんです

けど、今までいろいろ見ましたけどね、やっぱりね、寅さんがいいですね。日本のことも分かる

し、いろんな人間関係のこの社会模様も見えますので、寅さんでもうほぼ50ぐらいありますんで、

もう幾らでも見られます。ただやっぱり昭和のことが分かる人間はいいんですけどね、今は子供

たちに合うかどうか分かりませんけど、ちょっとお勧めしておきます。 

  最後、時間ちょっとだけ余ったんで個人的にちょっといろんな思いを伝えたいなと思ってるん

ですけど、先ほどの松本しゅうじさんが平和教育のこととかをお伝えして話をしていただいて、
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私もすごく共感するところがあったんで、ちょっとその話もさせてもらいたいんですけど、私は

広島市で小学校・中学校と教育を受けてますので、もうとにかく平和教育をやってきたんですよ。

ほぼ毎週ぐらい受けてるような、私はもうそんな実感があるんですけど、昔、小学校・中学校の

ときなんかもうとにかくそれが嫌で嫌でたまらなかったんですけど、でも、30歳ぐらいになると、

自分も子供を持って家庭を持って、いろんなニュースも関心が出てきたりするとですね、やっぱ

りあのときの教育が生きてたのか、すごくやっぱり平和に対する意識が高いんだなと思ったんで

すね。 

  うちの奥さんは神戸の出身なんですけど、僕はね、全国どこでもやってると思ってたんですよ、

平和教育っていうものは。小学校・中学校でやってたのは当然のようにやってたから。神戸では

そういうのはないよって言われて、ちょっとえっていう驚きもあったんですけど、そういった平

和教育っていうのは、やっぱり子供のときに種を植えてたら、やっぱり30―― 僕は30歳で花開い

たんですけど、やっぱりそういう教育っていうのは大事だなと思います。 

  昨年、うちの三男が、中学校修学旅行でディズニーリゾートに行きました。そのときに私もデ

ィズニーリゾートに行くって聞いたときに、んって思ったんですよ。そんなことより大事なこと

ないかと思ったんですけど、子供たちはすごい喜んでました、そこで。でも、あの年代はどこに

行くかじゃなくて、誰と行くかで、修学旅行は多分友達と行ったら楽しいんだと思うんですよ。

どこに行くかじゃなくて。やっぱり子供たちには、平和教育をすると言ったら人気ないかもしれ

ないですけど、やっぱりそういった、ふだん神戸でも体験できないことを、修学旅行は体験する

機会ですから、そこもですね、やっぱりしていただけたらなと本当に思うところもあるし、あと

もう１点最後なんですけど、この神戸市もですね、大空襲を受けてるんですよ。で、このことを

しっかりとやっぱり教育をしていくっていうのは、これはもうこの場でも、この神戸でできるわ

けですから、教育していただく。そして、いろんな各地のそういう平和教育も同時にしていただ

けたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○主査（徳山敏子） 次に、上原委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（上原みなみ） 本会議でも質疑しましたけれども、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵはやはり全国

的に注目されていまして、成功すれば神戸の大きな魅力の１つとなり得ると思います。ただ、ス

タートまで１年を切ったこの時期に気づかれていないものも含め、課題が山積しているのは確か

です。 

  そこで、子供たちや保護者の皆さんに喜んでもらえるＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵになるように、開

始に向けた課題解決のための質疑をいたします。 

  １つ目が中学校を拠点とするＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ指導者の駐車場についてです。現在、教員

の駐車は、一部の学校を除いては認められていません。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ実施後に指導者が

民間駐車場を利用しなければならないなら、その費用は指導者が身銭を切り続けるか、あるいは

受益者負担として月会費に乗せられるかになってしまいます。 

  そこで、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの指導者が校内駐車を認められるのかどうか、まず質問いたし

ます。 

○下條教育委員会事務局部長 コベカツクラブの指導者の中学校での駐車の可否につきましては、

学校施設の広さでありますとか、生徒と車の動線の交錯、またコベカツクラブの活動時間など

様々な状況によりまして、一律に決めるのは難しいと考えてございます。ただ、活動内容によっ
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ては、活動に必要な荷物の積み下ろしも想定されるため、できるだけ柔軟な運用となるように学

校と調整をしていきたいと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 駐車可否の判断は、学校任せにせずに、どの学校で何台駐車可能か否か

の調査をして、可能なスペースがあれば、指導者の駐車を認めるなど、学校に対して教育委員会

が指針を出していただきたいと思います。 

  次に、指導者の受給が1,000円程度のチームがある中で、同額程度の駐車料金がかかることに

なりますと、持続可能ではなくなります。保護者負担を抑えるためにも指導者の駐車料金を含め

た交通費についても、市で補助ができるように検討すべきではないでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 会費を中心といたしました保護者の経済的な負担につきましては、

生徒が多様な活動に参加する機会を確保する観点からも、可能な限り軽減する必要があると考え

てございます。 

  先ほども答弁ございましたけれども、保護者の負担軽減としてどのような取組が考えられるの

か、引き続き検討していきたいと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 次に、営利目的か否かの線引きについて質疑をいたします。 

  コベカツクラブ登録時に営利目的でないものとされ、１次募集、２次募集においても非営利活

動と判断された団体のみ登録を認めたと認識しています。 

  そこで、まず非営利か営利かの判断基準をお聞きします。 

○下條教育委員会事務局部長 コベカツクラブの会費設定につきましては、営利を主目的としない

ことを前提としまして、継続的な活動及び運営に必要な範囲内で、可能な限り低廉な会費を設定

するものと規定してございます。また、保護者等に定期的な会計報告を行うことも求めてござい

ます。 

  それぞれのコベカツクラブが目指す活動内容でありますとか、特徴によりまして必要な指導者

の確保、また活動場所、頻度、運営に必要な物品の調達などを総合的に考慮しまして、営利活動

は行わないという前提の下、各コベカツクラブが工夫をしながら会費を設定することが持続可能

で多様な活動を確保することにつながると考えてございます。 

  教育委員会が想定する会費の目安としては、週２～３回の活動で月会費3,000円から4,000円と

してございまして、活動頻度に比して会費が設定が高くなっているようなクラブにつきましては、

個別に確認を行って再検討をお願いしているところでございます。いずれにいたしましても教育

委員会としても、コベカツクラブが適切な運営となるよう、一定関与しながら取組を進めていく

必要があると考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） コベカツクラブの登録を公平なものにするためにも、明確かつ客観的基

準を設けたほうがいいと私は考えております。 

  活動回数の少ない登録団体において、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵとしては週１回の活動とし、もっ

と活動したい中学生に対してはコベカツクラブが通常のスクールに勧誘することも可能と聞きま

した。 

  これは本市として、営利目的の営利活動の入り口として、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ登録を認めた

ことにならないでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵでは子供たちの多様なニーズに応じて活動内

容や活動場所、活動頻度等につきまして、様々な選択肢があることが望ましいと考えてございま

して、週に１回の活動も選択肢の一つであると考えてございます。委員御指摘のとおり、コベカ
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ツクラブの中には数は多くございませんけれども、ふだんスクールを運営している団体が、指導

内容や活動頻度などを工夫して、会費を含めてＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵのコンセプトに合わせて登

録をいただいてございます。ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵでの活動を通じて子供たちがもっと活動した

いということであれば、スクールに参加することを妨げるものではございませんけれども、ただ

万が一その強引な勧誘が行われるようなことがあれば、教育委員会としても指導することになる

ものと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 強引な勧誘ではなくても、家庭の経済的事情によって子供たちの活動回

数に明らかな差をつけかねてしまわないかという懸念を持ちますが、いかがでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 繰り返しになりますけれども、コベカツクラブ活動頻度も含めて、

様々な活動があって、その中から子供たちが選択をしていくということになろうかとございます

ので、できるだけ多くの選択肢ができるように、３次募集も含めて活動団体の確保に努めてまい

りたいと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 多分、家庭の経済事情によって格差が生まれてしまうという問題は出て

くると思いますので、引き続き検討していただきたいと思います。 

  コベカツクラブには、保護者等に対して定期的に会計報告を行っていただくという答弁があり

ました。決算書を見ることに慣れている人というのは保護者の中に多いとは思えないんです。 

  そこで非常に分かりやすい共通のフォーマットをつくって、その仕様と、半期ごとの報告を義

務づけるべきではないでしょうか。 

○下條教育委員会事務局部長 コベカツクラブの募集要項にはですね、コベカツクラブの在り方に

ついての方針に基づくことを定めてございまして、その方針の中にはですね、少なくとも年１回

以上の定期的な会計報告を義務づけているところでございます。 

  また、分かりやすい会計報告となるよう、今後記載内容を例示したフォーマットを作成しコベ

カツクラブに提供することとしてございます。 

  一方で登録されたコベカツクラブの中にはですね、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ開始前より既に地域

活動等で活動している団体もございまして、その活動の中で使用している会計フォーマットもあ

るものと認識してございます。記載内容の要件などを満たしておればフォーマットを使用するか

どうかは、任意であっても会計報告の目的を達成するものではないかなと考えてございますけれ

ども、いずれにしても分かりやすい会計報告になることが必要であると考えてございます。 

  また、会計報告の頻度につきましては、少なくとも年１回以上を義務づけてございまして、そ

の頻度につきましてはコベカツクラブに加入した生徒の保護者等の求めに応じて、それぞれのコ

ベカツクラブが判断するべきものと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 自治会でも会計報告って出てくるんですけれども、やはりそれをしっか

り見れる人ってなかなかいないんですよね。ぱっと見るか、もうほとんど見ないかっていう、数

字見るの嫌いな人もいますので。でも後から問題になるというのは非常に問題だと思いますので、

ぜひ独自の決算書を認めますと、やはり利益や報酬額等重要な数字が分かりにくい可能性もあり

ます。書かなくてもいいという、そういう決算書をつくることもできますので、神戸市が登録を

認めたコベカツクラブですので、責任を持って、最低限共通フォーマットの使用を義務づけるべ

きだと私は考えております。 

  最後に、中学生の入会ゼロのＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵがあった場合について質疑をいたします。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵの特徴であり、部活動の地域展開として神戸市が注目されている要因の
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１つに、もともと社会人等中学生以外の会員が所属するクラブチームもコベカツクラブに登録で

きるという点です。これは現在の部活動以上に異なる年齢間での交流が可能になり、社会性を育

む可能性があります。ただ、活動場所が学校施設内等、市の所有で無料で使える場合に、もし中

学生の入会がゼロだったら、そのクラブチームにとって、もともとは必要だった施設使用料が不

要になるという恩恵をＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵという制度によって得てしまうことだけになってし

まいます。本来は目的外使用として使用料を徴収すべきところです。 

  そこでそのような場合を想定して、例えば中学生の入会がない状態が１か月以上続く場合、翌

月以降の市所有施設使用ができなくなる等、一定の規定を設けるべきと考えますが、御見解を伺

います。 

○下條教育委員会事務局部長 クラブにおきましては多世代で活動するようなコベカツクラブもご

ざいますので、中学生が入会していないことをもって直ちに使用を停止するというのは難しいか

と思ってございますが、やはりＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵへの移行というその経緯を考えますと、中

学生が参加をしていただくことが望ましいと考えてますので、その辺りですね、状況を見ながら

ですね、運営団体のほうにもいろいろとヒアリングを含めてやっていきたいと考えてございます。 

○分科員（上原みなみ） 状況を見ながらとかっていうのじゃなくて、あらかじめ決めておくべき

だと思います。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵなのに、中学生が存在しないＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵなんてありませんの

で、やはりそこはきちんと規定を決めておくべきだと思います。 

  ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵサイトを見ますとよくある質問ってあるんですね。そこをクリックしま

すと、市のホームページのほうに飛んでしまうんです。そこからＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵのページ

にまた戻ってくることってできないんですよね。ＦＡＱとして一応質問書いてますけども、今回

いろんな質問が出ました、皆さん、市民の方が思っていらっしゃる課題だと思いますので、それ

も含めて載せていただけるように要望しておきます。 

○主査（徳山敏子） 次に、平野章三委員、発言席へどうぞ。 

○分科員（平野章三） フリースクールに通う児童・生徒の家庭への補助について、この関係団体

から要望ありました。できたら、もう直接丁寧に教育委員会事務局にお願いに行きなさいという

ことで私も言いました。もしこれ予算化する場合に、これは例えばフリースクール、いろいろあ

るんで、認定という形を取らないと予算化に向けていかれへんと思うんですが、この認定という

形を取られるのかどうか、ちょっとそれだけ確認。 

○藤井教育委員会事務局副局長 今、委員おっしゃっていただいたとおり、今年の７月28日に協議

会の方々から、代表する団体から教育長のほうに要望書を受け取って、その後、事務局内におき

まして検討を進めておるところでございます。 

  お尋ねの件でございますけども、様々他都市の研究をしてる中では、認定のような作業してい

るところとしていないところがあるかと、今つかんでおります。この辺は、認定することが本当

にその保護者に対していいことなのかどうか、その辺は適正に、既に補助している自治体の動向

を見ながら判断してまいりたいというふうに思っております。 

○分科員（平野章三） 認定せんとですね、予算要望なんかできるわけないやん。だからやっぱり

それはちょっと考えるべきやと思います。 

  次に、教員の負担軽減ということで、働き方改革ということで、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵという

ことを打ち出しとんやけど、ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ以外に働き方改革せなあかんのがあるでしょ
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うと。それは何や言うたら、教員がやるべき仕事とやらんでもいい仕事があるはずよ。今現実に

現場ではですね、カーテンの洗濯したり、クーラーの掃除したり、トイレの掃除したり、床ワッ

クスかけたり、ほいで、あなた方の事務局はそれやってますか、床を。この間財務に聞いたら、

財務、そんなもんとんでもない、やってないし、そんなことやってんのか、大変なことやなと、

初めて聞いたって財務がびっくりしとんや。これはね、教職員組合の怠慢や、組合は何しとんや

と。教員のために頑張らなあかん。 

  もう１つ言うと、事務局がもっと怠慢、事務局は目の前で教員がいろんなことで苦労してんの

に、あなた方は床掃除なんかしてないやん。だから何が言いたいかいうたらＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳ

Ｕも大事やけど、本来の本業をしようと、先生方の授業をしようと思ったときに、何で床掃除や

カーテンも洗てせないかんの。そういうなんを予算要望をきちっと分けて、全学校の、本当に先

生がする必要ないやつを決めて、ほいで財務に予算要望すべき。財務に話したらびっくりしてた

んや。 

  せやから通る可能性があんねん。せやけどそれは事務局が怠慢や、組合も怠慢やけど、事務局

がもっと怠慢、組合と事務局のなれ合いちゃうかなと思うんやけど、それをちゃんと財務に言う

かどうか。確認。 

○山出教育委員会事務局副局長 教員の働き方改革、非常に大事なものでございます。おっしゃる

とおりでございます。 

  現状をまず申し上げますと、学校の清掃等の外部発注とかも含めてですね、学校運営上必要な

経費につきましては、基本的に学校園に配当している学校運営費予算の中で学校の裁量で優先順

位をつけて行っていただいている状況でございます。 

  一方で働き方改革の取組の中でプール清掃であるとか、カーテンの洗濯とかも外部発注する学

校が徐々に増えているところではございますが、まだ十分になっていない状況でございます。 

  御指摘のとおり、必ずしも教員が担う必要がない業務につきましては、外部委託等により負担

軽減を図っていくことというのは大切なことだと我々も考えているところでございますが、教育

委員会としては、引き続き学校運営費予算の確保―― 十分な確保に努めていくとともに、今後

も予算執行の工夫なども含めて、学校園のほうにさらに外部発注しやすくできるような方法を考

えてまいりたいと思います。 

○分科員（平野章三） 何言うてるのや。学校に任さんと教育委員会事務局が仕分けして、予算要

望で委託をするならしたらええんや。なんで学校に任すのや。だからばらばらやねん。だからも

うそれを、何がええって項目立てて、ほんでこれは外注、西と東にこの清掃は任すとか、予算要

望取ったらええやないか。学校に任すから。 

  それともう１つ、放課後学習、これなんか６年度実績で94％の学校が放課後学習実施しとるい

うて、これすごいことやなと私は驚いたんや。こんなことをやってるんかなと思うぐらいなんや

けど、学力格差がこれで埋まっとるんかと。 

  以前ね、僕ちょっと調べたときには、実際点数、400点満点で最高平均正答率は302点、最低平

均正答率が162.8点、140点ぐらいの差があったと。今ここ直近でちょっと出してもらって、私な

りに計算すると、最高が328点―― 400点満点で、最低が166点、点差162点、倍なんですよ。これ

ほどの格差がある。一体ね、学力テスト、神戸市も金かけてやっとるけど一体何してんねんと。

いっこも学力格差埋まってないんちゃうかと。 

  前の教育長が言ったんや、すばらしい言葉を言うてるよ。 
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  今に始まったことではございません。もう１つは、特効薬はございません。しっかり努めます。

これが前の教育長の答弁、今の教育長どうですか、これ。 

○福本教育長 倍という結果が出ておりますので、先ほども言いましたが、子供の主役の学びや１

人１人を主人公とした考え方でいきますと、やはりそこをピンポイントで効果的な支援をしてい

く必要があると考えます。 

○分科員（平野章三） 放課後学習の在り方がすごい問題あるんちゃうかなと。今これ支援員いて、

これ20時間以上とかいろんな話もありますけど、これ現実にこの支援員がいたことによって、放

課後学習やれてると僕はそれは思ってたんやけど、実態はですね、放課後学習に使われる時間が

そんなに多くない、昼間使ってしまう。そうすると、この94％、まやかしや。現実に民間の人が

放課後学習で地域の人を集めて１人１人に丁寧にやってる、それがすごいヒットしとんですよ。

これはこども家庭やけど、これがまたびっくりするのは、校長先生自体がそれやってくれ言う、

民間の人にね。教育委員会が本来この94％やらないかんのに、これで学力せないかんのに現実に

は昼間に時間を使って、放課後まで行ってない。この制度を変えなあかんのちゃうかな。 

  １つの案としたら、私は校長先生クラスがまあ言うたら再任用―― 定年になる、再任用、この

人たちどうしとくか言うたら、一部学校行ったりしてますが、事務局行ってます。事務局で何仕

事しとう。週４日ぐらい、もうすることなしでかわいそうな仕事をしとん、よう聞きます。あな

た方は横で見てて、何ともないんですかね。もっともっと実績ある校長先生なんかは、現場へ、

そういうような支援をしたらどうかなと。もうこれね、１年で30人、50人定年になる。これを５

年間やったら200人ぐらいになるんですよ。それを事務局で預かってね、ほとんど仕事なし。か

わいそうな人生を週４日、５年間せなあかん。これどう思います。もっと真剣にやらなあかんの

ちゃいますか。 

○山出教育委員会事務局副局長 学校現場における元管理職教員の活用というのは、非常に大事な

点だと思っております。そういう意味で、これまで培ってきた知識、経験、学校現場で使ってい

ただく方向性も非常に大事だと思っておりまして、現在ではですね、令和３年度、現場では25名

ほどしか行ってませんでした。現在令和７年度は70名と拡大してきております。そういった方向

で現場でも活躍できるＯＢの活用進めてまいりたいと思います。 

○分科員（平野章三） その割には全然学校格差なんかも真剣に考えてへんの違う。これほど数字

に出て、前教育長時代も今測っても全然変わらへん。本当に放課後学習の形だけ取っとるだけ。

だから一番大事なことは、それは習熟度別も大事やけど、やっぱり微妙に小学校のときに九九か

ら分からんという、その辺のところをサポートせなあかん。そこを底上げしてあげないと、いつ

までたってもそんなもん、落ちこぼれがずっとできるよ。形だけ今やってるん違う。どうなん。 

○山出教育委員会事務局副局長 形だけでないような形を進めていくように努力していきたいと思

います。 

○分科員（平野章三） いつから形だけでないようにするの。 

○山出教育委員会事務局副局長 これまでも努力していますが十分でないと思いますので、引き続

き力を入れて取り組みたいと思います。 

○分科員（平野章三） これまでも努力全然してへんやん。だからいつからやって、きちっと考え

てやりよ。 

  以上。 

○主査（徳山敏子） 以上で、教育委員会関係の質疑は終了いたしました。 
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  当局、どうも御苦労さまでした。 

 

○主査（徳山敏子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  長時間の審査、お疲れさまでした。 

  次回は、９月22日月曜日午前10時より、26階第１委員会室において港湾局関係の審査を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  本日はこれをもって閉会いたします。 

   （午後４時18分閉会） 

 


